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前 文 

 

１万２千年以上前から、犬は人間の仲間です。犬は家畜化によって、人との緊密な社会関

係が築かれ、私たちはいくつかの分野において犬に依存しています。このため、我々は犬

の幸福のために責任を持たなければなりません。 

 

実際のトレーニングが行われる際には、犬の身体的健康と精神的健康が最優先で守られな

ければなりません。動物に対する第一の原則として、非暴力的に接しなければなりません。

さらに、十分な食べ物と水の供給。そして、健康維持のための予防接種や定期健康診断。

定期的なふれあいと運動。これらはすべて我々の義務です。 

 

歴史の過程において、犬は人間を助けるさまざまな仕事を行ってきました。現代社会では

人間のテクノロジーの進歩によって、彼らの任務の多くはもう必要とされません。したが

って、失われた役割の代わりとして、犬の性質に応じた十分な運動や活動を、人との強い

ふれあい関係を通して与えることは、現代の犬の所有者の義務です。その観点から、同伴

犬試験（BH/VT）、各種作業犬試験（FPr1-3, UPr1-3, SPr1-3, IPO1-3, etc）、追求犬試験（FH）、

物品捜索試験（Stöberprüfung）は行われます。犬の才能や性能素質に相応しい試験を選択

しなければなりません。適切な運動とともに、その犬の使役活動に対する学習能力と運動

能力を見極めなければなりません。様々な形態のドッグスポーツは、これらの目的のため

にとても適しています。現代社会においても要求される労働犬作出の役目も担っています。 

 

人が犬を訓練したり、ともにドッグスポーツを行うというのは、信頼関係の中で綿密な教

育を行うということです。そして、人と犬との間に調和を構築することです。トレーニン

グとは、人が犬に学習情報を与えることですが、それぞれの犬が理解できるような方法で

なければなりません。人と犬の息のあった調和は、すべてのドッグスポーツにおける動き

の基礎です。調和構築のために、人間は犬の考えと才能を理解しなければなりません。 

 

人は倫理的義務として犬を育て、十分な教育をしなければなりません。それには、行動学

と専門的な犬学の知識を身につけなければなりません。実証的な方法で訓練やトレーニン

グを行って効果を得るべきで、決して暴力的に行ってはいけません。そして、動物愛護に

反する教育やトレーニングが行われてはいけません（動物保護法を参照）。犬がスポーツに

参加する際は、才能や技量、気構えが整っていなければなりません。運動能力を高めるた

めの薬物投与がなされた犬や、そのことに関係する人物の参加は認められません。そのよ

うな疑いがある場合には、その犬について調査が行われます。倫理に反する犬の性能向上

願望は間違っています。犬に対する責務の自覚を持つ愛犬家と健康な犬のみが、試験、競

技会、そしてトレーニングに参加することができます。 
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一般的な省略記号
 

FCI … Federation Cynologique International … 国際畜犬連盟 

IPO … Internationale Prüfungsordnung … 国際試験規定 

LAO … Landesorganisation … 各国の団体 

PO … Prüfungsordnung … 試験規定 

AKZ … Ausbildungskenzeichen … 訓練資格 

LR … Leistungsrichter … 訓練審査員 

RA … Richteranweisung … 審査員の指示 

PL … Prüfungsleiter … 試験監督 

HL … Helfer … 防衛ヘルパー 

HF … Hundeführer … ハンドラー（指導手） 

FL … Fährtenleger … 追求印跡者 

HZ … Hörzeichen … 命令 

GST … Grundstellung … 基本姿勢 
 
備考：原文に記載されているドイツ語の命令は、翻訳の際に各国の団体で一般的に使用さ

れている命令に置き換えられている。 
 
この試験規定の発行により、従来の規定の有効力はすべて消失する。 
翻訳によって意味が疑わしい場合はドイツ語の原文を基準とする。 
 
有効力
 
本試験規定は、ＦＣＩ作業犬委員会により作成され、２０１１年４月１３日、ローマでの

ＦＣＩ理事会において承認され締結した。この手引きは〝２０１２年１月１日〟から有効

で、すべてが旧規定と交換される。 
 
本試験規定は、委員会においてドイツ語で検討されて作成された。他の言語に訳して解釈

不能な部分があったときはドイツ語の原版を標準とする。 
 
本試験規定は、全ＦＣＩ加盟国が開催する国際試験クラス（試験・競技会）の基準規定と

なる。 
 
一般規則 
 
試験・競技会の開催は二つの目的を持っている。犬の使用目的の適正判断。そして繁殖に

おいて、次の世代に受け継がれるべき作業能力の基本である、健康さと性能の維持と向上。

つまり、試験・競技会は犬の健康維持とともに繁殖価値も判断する。 
 
ＦＣＩに加盟している各国の団体はＩＰＯの実施を推奨し、国際競技会はＩＰＯで開催さ

れなければならない。試験・競技会において実行組織と参加者はスポーツマンシップにの

っとって実行、行動しなければならない。すべての関係者は規定を厳守しなければならな

い。試験内容は全出場者に対して平等でなければならない。試験の開催は会員に場所と日

時を公示する。 
 
試験・競技会は、各課目（追求、服従、防衛）のレベルと、受験段階（ＩＰＯ１、２、３）

が一致しなければならない。各試験段階で合格点に達したら訓練資格が与えられる。 
すべてのＦＣＩ加盟国は、その訓練資格を認めなければならない。 
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スティックテスト（ソフトスティックによる殴打）が法的に禁止されている国では、防衛

課題における、スティックテストを行わずにＩＰＯを実施することができる。 
 
試験組織／試験監督 
 
試験開催組織は試験監督を選出する。試験監督は試験に必要なすべての事前準備を行い、

試験全体を管理する。試験監督は試験規定に基づき進行を管理するとともに、試験中は常

に審査員の要求に対応できるように待機する。 
 
試験監督は試験を受験できない。他の役割を兼任してはいけない。 
 
試験監督の責務： 
 
≫ 試験開催に必要なすべての許可申請。 
≫ 開催日の申請と確保。 
≫ 試験規定に相応しい全試験段階のための追求場所の確保。 
≫ 試験が公正に行われるための道具や設備の準備。防衛ヘルパーのための着衣の準備。 
≫ 追求場所の所有者との協定および狩猟実行許可申請。 
≫ 全種目、全段階の審査表および評価一覧表（試験報告書）の準備。 
≫ 専門知識を備えた防衛ヘルパー、追求印跡者、群衆などの手配。 
≫ 受験犬の訓練手帳、血統書、ワクチン接種証明書。必要であれば責任保険の準備。 

 
試験監督は試験日の最低３日前に、開催地、開始時間、会場案内図、試験種目と段階、受

験頭数を審査員に知らせなければいけない。この伝達が行われなかった場合、審査員は審

査を拒否する権利を持っている。試験の開始前に開催許可証を審査員に提示する。 
 
訓練審査員（この欄以外は審査員と翻訳）
 
試験主催者は、協会にＩＰＯ審査を認められている訓練審査員を直接要請するか、または

各国の団体を通して要請する。各国の団体の構成団体はこの規則を遵守する。ＦＣＩ世界

選手権での訓練審査員はＦＣＩ作業犬委員会が決定する。訓練審査員を何人招聘するかは

主催者が決定するが、一人の審査員が１日で審査できるのは３６セクションを上限とする

（世界選手権においては、この上限規定は適用されない）。 
 

FPr 1、FPr 2、FPr 3 追求単課目１～３ １セクション 

UPr 1、UPr 2、UPr 3 服従単課目１～３ １セクション 

SPr 1、SPr 2、SPr 3 防衛単課目１～３ １セクション 

StPr 1、StPr 2、StPr 3 物品捜索試験１～３ １セクション 

BH/VT 同伴犬試験および行動テスト ２セクション 

IPO-VO 国際作業犬基礎試験 ３セクション 

IPO-ZTP 国際作業犬繁殖適性試験 ３セクション 

APr 1、APr 2、APr 3 服従＋防衛１～３ ２セクション 

IPO 1、IPO 2、IPO 3 国際作業犬試験１～３ ３セクション 

FH 1、FH 2 追求犬試験１、２ ３セクション 

IPO-FH 国際追求犬試験 ３セクション 
 
例：ＩＰＯ１（３頭）＋ＩＰＯ３（９頭）＝ ３６セクション 
 
各国の団体がＦＣＩに指定を受けて開催するイベントに関しては特別規定を設定できる。 
 
訓練審査員は所有権のある犬、飼育犬、自己管理犬の審査はできない。共同生活をしてい
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る者が所有権を持つ犬、飼育犬、管理する犬の審査はできない。指導手が共同生活者であ

る場合も審査ができない。訓練審査員は、自らが審査を務める試験に出場することはでき

ない。 
 
訓練審査員は作業中の犬に影響を与えたり妨害するような行動をしてはならない。訓練審

査員は国際試験規定を厳守して試験を進行する責任がある。指示に従わなかったり、国際

試験規定に反する行動を指導手または犬が行った場合、訓練審査員は試験を中止する権限

を持つ。 
 
スポーツマンらしくない行為、犬の意欲付けのための物品所持、国際試験規定違反、動物

保護に関する違反および道徳違反の行為を発見したとき、訓練審査員は出場者に試験失格

を宣告することができる。試験の中止／失格の理由は必ず訓練手帳に明記される。試験失

格となった場合、既得の点数はすべて剥奪される。 
 
訓練審査員による審査結果は絶対的である。それに対する異議申し立ては許されない。こ

れに反した者は、そのドッグスポーツ会場から退場させられる。場合によっては協会処分

もある。審査決定に影響を及ぼすことがない場合は、訓練審査員の規則違反に対して異議

申し立てができる。その場合、異議申立人と証人（最低一人）のサインがなされた書面を、

試験・競技会終了後８日以内に試験監督を通して、主催協会または各国の団体に提出する。

異議申立書が受理されたからといって異議が認められたわけではない。各国の団体は異議

を審議するが、自組織内の作業犬委員会に最終決議を委ねることができる。 
 
試験出場者 
 
出場者は申込締め切り日を厳守する。出場申し込みがなされた時点で出場料金の支払いは

義務となる。どのような理由であれ出場を取り止める場合は試験監督に報告する。出場者

は開催地の獣医や法律が定める動物保護法を厳守する。出場者は審査員や試験監督の指示

に従う。出場者と犬はスポーツマンシップに則り出場する。特定のセクションの成績に係

わらず、出場段階のすべてのセクションを終了しなければならない。試験は成績の公表（表

彰式）および訓練手帳の返還によって終了する。 
 
審査員は、出場者の意向に反したとしても、負傷犬や作業能力不十分な犬を試験中止とす

ることができる。出場者が自ら試験を中止した場合は〝中止により Mangelhaft／不可〟と

訓練手帳に明記する。犬の負傷および獣医の診断書が提示された中止の場合は〝負傷によ

り中止〟と訓練手帳に明記する。スポーツマンらしくない行為、犬の意欲付けのための物

品所持、国際試験規定違反、動物保護に関する違反および道徳違反の行為を発見したとき、

審査員は出場者に試験失格を宣告することができる。試験の中止／失格の理由は必ず訓練

手帳に明記される。試験失格となった場合、既得の点数はすべて剥奪される。 
 
犬のサイズに合ったチェーン首輪（一列の小判型）を締めすぎずに装着する。試験中はそ

れ以外の、例えば革製首輪、ダニ取り首輪、スパイクカラー等の装着は許されない。 
この規則は同伴犬試験および行動テスト（ＢＨ／ＶＴ）では適用されない。チェーンタイ

プ以外の首輪、あるいはハーネスの装着が許される（審査員が認めたもの）。 
 
試験中、出場者は必ずリードを携帯する。リードは犬に見えないようにポケットに入れる、

または左肩から右腰にたすき掛けにする。試験は性格テストから開始され、表彰式終了ま

で審査される。 
 
ＩＰＯで使用する命令は、標準的に普通に発声される短い一単語とする。どのような言語

も使用可能であるが、命令と犬の動作は常に一致していなければならない（各セクション

において適用）。 
国際試験規定に記されている命令は推奨される一例である。同じ実行内容の場合、同じ命

令を使用しなければならない。 
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同じ試験段階に２名以上の出場者がいる場合、出場順はくじ引きで決定する。 
 
試験には最低４名の参加者を必要とする。４名未満あるいは単独での受験は認められない。 
 
指導手が身体的な理由で、犬を左側でハンドリングできない場合、犬を右側においてハン

ドリングすることができる。国際試験規定の「犬の右側に」にという部分を「犬の左側に」

と置き換えることができる。 
 
試験段階の順番（ＩＰＯ１→２→３）を変えることはできない。１つ上の段階を受験する

には、その下の段階を合格していなければならない。各試験段階に合格しても、その段階

に留まって繰り返し受験することが可能である。原則として合格した段階以上のクラスに

出場しなければならないが、正式ではなく順位や評価のない試験であれば別とする。 
 
例外の許可：FPr、UPr、SPr、FH1、FH2、IPO-FH（これらの年齢条件は出場規定を参照）

ただし、ＢＨ／ＶＴ試験に合格していること。 
 
首輪の義務／リードの携帯 
 
試験中、保険の理由にて指導手は常にリードを携帯していなければならない（犬からリー

ドを外すという場面でも）。そして犬には常に首輪が装着されていなければならない。し

たがって審査員は、試験中に指導手がリードを携帯することや、規定の首輪が犬に装着さ

れているかを常に注意する。首輪には、スパイク、爪、あるいはフック等の付属品が付い

ていてはいけない。首輪は首が絞まらないように装着する。ノミ・ダニ取り首輪は試験前

に取り外す。 
 
首輪の重さは標準的な重さから逸脱してはならない。審査員が首輪の不適合を見つけた場

合、交換する必要がある。ただし、それは各セクションの開始前でなければならない。違

反を隠すために何らかの細工（スパイクを見えないようにする等）がされた首輪の装着が

発覚した場合、審査員は該当指導手を試験失格とする。 
 
訓練手帳への記録：〝スポーツマンらしくない行為による失格〟 

（既得の点数はすべて剥奪される） 
 
同伴犬試験では〝規定のチェーン首輪〟ではなく、一般に市販されている首輪またはハー

ネスを装着して受験することができる。 
 
追求作業時には首輪に加えて捜索装具やハーネスの装着が許されている。 
 
試験中に負傷または何らかの事由によって犬が課題実行不能となった場合、あるいは指導

手が抗議をした場合、審査員は試験終了を宣告する権利がある。 
 
病気／負傷による中止 
 
試験中に犬の病気が申告された場合： 
 
すでに何らかのセクションを終えた後に指導手が犬の病気を申告した場合、獣医師の診察

を受ける。獣医師が病気であると証明したなら、試験報告書等には〝病気により中止〟と

記録される。指導手が獣医師の診察を拒否した場合は〝試験中止により Mangelhaft／不可

〟と記録される。試験後であっても、４日以内であれば獣医師の証明書を提出することが

可能である。４日以内に獣医師の証明書が提出されなかった場合、訓練資格証またはスコ

アブックに〝試験中止により Mangelhaft／不可〟と記録されて指導手に返還される。試験

終了後の４日の猶予を辞退した場合、訓練資格証またはスコアブックに〝試験中止により

Mangelhaft／不可〟と記録されて直ちに指導手に返還される。 
記録訂正のための郵送等の費用は指導手が支払う。 
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備考：審査員が犬の病気や負傷を発見した場合、審査員の判断で試験を中止することがで

きる。動物愛護の観点から、犬が高齢のため試験続行が体力的に不可能と判断した場合も、

審査員は試験を中止することができる。記録は〝負傷により試験中止〟となる。 
 
口輪装着 
 
公共の場で犬を連れ歩く場合、それぞれの国の規則を遵守しなければならない。例えば、

口輪装着が必要とされる場所で、ＢＨ／ＶＴ試験の道路における行動テストが行われる場

合、犬に口輪を装着して受験する。 
 
出場規定 
 
犬は試験当日に下記の年齢に達していなければならない。例外は絶対に認められない。 
受験の前提条件として各国の団体の規定に従いＢＨ／ＶＴに合格していなければならない。 
 

BH/VT 同伴犬試験および行動テスト 15 ヶ月 APr 1-3 服従＋防衛１～３ 18 ヶ月

IPO-VO 国際作業犬基礎試験 15 ヶ月 IPO 1 国際作業犬試験１ 18 ヶ月

IPO-ZTP 国際作業犬繁殖適性試験 18 ヶ月 IPO 2 国際作業犬試験２ 19 ヶ月

FPr 1-3 追求単課目１～３ 15 ヶ月 IPO 3 国際作業犬試験３ 20 ヶ月

UPr 1-3 服従単課目１～３ 15 ヶ月 FH 1 追求犬試験１ 18 ヶ月

SPr 1-3 防衛単課目１～３ 18 ヶ月 FH 2 追求犬試験２ 18 ヶ月

StPr 物品捜索試験 15 ヶ月 IPO-FH 国際追求犬試験 20 ヶ月
 
≫ ＦＰｒ１～３ ⇒ ＩＰＯ１～３ の〝追求単課目〟  
≫ ＵＰｒ１～３ ⇒ ＩＰＯ１～３ の〝服従単課目〟  
≫ ＳＰｒ１～３ ⇒ ＩＰＯ１～３ の〝防衛単課目〟 

 
これらの単課目試験は訓練資格取得の意味を持たない（公式の資格証は発行されない）。 
 
試験には、犬の大きさや犬種、血統に関係なくすべての犬が参加できる。 
ただし、条件として参加犬はＩＰＯの課題を実行可能でなければならない。 
出場者は１日に一試験会場でしか受験できない。１人の出場者が一試験において受験でき

るのは２頭まで。犬は一試験で１段階しか受験できない。 
例外：ＢＨ／ＶＴ＋ＩＰＯ１またはＢＨ／ＶＴ＋ＦＨ１（試験開催日規定を参照） 
 
発情中のメス犬でも受験可能であるが、他の犬や参加者に接触しないように十分に注意す

る。そのメスの追求は時間通りに行うが、服従、防衛は他の全受験犬が終了してから最後

に行う。明らかに妊娠中、授乳中、または育児期のメス犬は受験することができない。 
 
病犬、感染症の疑いのある犬はすべての試験において参加が禁止されている。 
 
性格テスト 
 
性格テストの実施： 
 
試験の一番最初に行われるセクションの前に、審査員は犬の性格（本質）テストを行わな

ければならない。性格テストは犬の個体識別（例：イレズミ番号、マイクロチップ、その

他の確認）等により判断される。審査員は犬の性格に問題があると判断した場合、試験失

格としなければならない。マイクロチップによる個体識別の責任は所有者にある。 
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さらに審査員は試験中も常に、犬の性格（本質）を観察しなければならない。 
試験のいかなる時点でも犬の性格（本質）の欠陥を確認した場合、直ちに試験失格とする。

訓練手帳には試験失格となったその理由として、性格（本質）の欠陥と記録する。 
 
性格テストの実施方法： 
 
１．性格テストは犬に影響を及ばさない通常の環境の場所で行う。 
２．全出場犬が審査員によって一頭ずつ審査される。 
３．犬には一般的なリードを装着して緩ませて保持する。 
４．犬は審査員に触られることを受け入れなければならない。 

ただし、審査員は犬に刺激的な行為をしてはならない。 
 
性格判定： 
 
ａ）肯定的な犬の態度： 
 
  例えば審査時に犬は「中立」、「自信がある」、「確かな」、「注意深い」、「活気に溢れて

いる」、「のびのびとした」 
 
ｂ）合否の瀬戸際にいる犬の態度： 
 
  例えば審査時に犬は「少しそわそわしている」、「少し神経過敏、あるいは少し自信が

ない」… このような犬は試験続行可能であるが、試験中は注意深く観察される。 
 
ｃ）否定的あるいは本質に欠陥のある犬の態度：（試験失格） 
 
  例えば審査時に犬は「臆病」、「不確か」、「怖がる」、「銃声シャイ」、「コントロール  

不能」、「咬み付く」、「攻撃的」 
 
評価
 
実行される各課題は評価と点数により審査される。 
評価と点数は各課題の出来具合に応じて決定されなければならない。 
 
評価／点数一覧表： 

 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

5 0～3 3,5 4 4.5 5 

10 0～6,5 7～7,5 8～8,5 9～9,5 10 

15 0～10 10,5～11,5 12～13 13,5～14 14,5～15 

20 0～13,5 14～15,5 16～17,5 18～19 19,5～20 

30 0～20,5 21～23,5 24～26,5 27～28,5 29～30 

35 0～24 24,5～27,5 28～31 31,5～32,5 33～35 

70 0～48,5 49～55,5 56～62,5 63～66 66,5～70 

80 0～55,5 56～63,5 64～71,5 72～75,5 76～80 

100 0～69,5 70～79,5 80～89,5 90～95,5 96～100 
 
各セクションの点数は小数点以下の数字を使用しないことが望まれる。 
セクションの個々の課題の採点に関しては使用できる。セクションの集計をした際に小数

点以下の数字が発生した場合は、そのセクションの全体的な印象に応じて繰り上げるかま

たは切り捨てる。 
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パーセント計算： 

評価 授与の場合 マイナスの場合 

優  Vorzüglich（ﾌｫｱﾂｭｰｸﾘｯﾋ） 96%以上 －4%以下 

特良 Sehr Gut（ｾﾞｱｸﾞｰﾄ） 90%～95% －5%～－10% 

良  Gut（ｸﾞｰﾄ） 80%～89% －11%～－20% 

可  Befriedigend（ﾍﾞﾌﾘｰﾃﾞｨｹﾞﾝﾄ） 70%～79% －21%～－30% 

不可 Mangelhaft（ﾏﾝｹﾞﾙﾊﾌﾄ） 70%未満 －31%～－100% 

 
試験失格 
 
試験中に離れた犬が指導手の三度の呼び戻しで、指導手の所にまたは試験会場に戻ってこ

なかった場合は〝試験失格〟となる。 
 
試験失格となったその犬の既得の点数はすべて剥奪される。 
訓練手帳にも評価や点数は記入されない。 
 
審査員が犬の本質に欠陥を発見した場合、あるいは指導手のスポーツマンらしくない振る

舞い（例：飲酒、犬の意欲付けのための物品あるいはエサを所持していた）、国際試験規定

違反、動物保護に関する違反および道徳違反があった場合、試験は中止されチーム（指導

手と犬）は〝試験失格〟となる。 
 
犬がコントロール不能（例：側面護送、背面護送の場面で、離れた犬が指導手のもとに三

度の命令で戻ってこない）（例：防衛で犬が防衛片袖を放さない）（例：防衛中に犬がヘル

パーの防衛片袖以外の部分を咬んだ）このような場合も試験は中止されチーム（指導手と

犬）は〝試験失格〟となる。 
 

行動・態度 結果・記録 

≫ 指導手のスポーツマンらしくない行為 
例：犬の意欲付けのための物品あるいはエサを

所持していた 

≫ 違反首輪の使用の疑い 
例：見えないように細工されたスパイクやゴム

製の首輪など 

≫ 国際試験規定違反、動物愛護や道徳違反 

 競技会場の全エリアにおいて適用 

≫ 性格テスト不合格（適正な性格欠如のため） 

≫ 離れた犬が指導手のもとに、あるいは試験会場

に三度の命令でも戻ってこない 

〝試験失格〟 
 

既得の点数はすべて剥奪 
 

評価 し な
 

審査講評なし！ 

 
補助行為
 
指導手が犬に対して補助行為を行った場合、それらは見分けられて評価が下がる。 
国際試験規定で定められた〝補助が許される場面（課題）〟に関しては考慮される。 
 
許される補助の例：往路飛越の際、指導手は命令と同時に２歩動いて補助してもよい。 
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評価方法 
 
試験で〝合格〟となるには各セクション〝追求〟〝服従〟〝防衛〟で、各最低７０％以上

の得点を獲得しなければならない。 
 

 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

100 0～69 70～79 80～89 90～95 96～100 

300 0～209 210～239 240～269 270～285 286～300 

200 (APr) 0～139 140～159 160～179 180～191 192～200 

 
訓練タイトル
 
〝インターナショナルワーキングチャンピオン〟（ＣＩＴ）のタイトルは指導手が所属す

る各国の団体に申請することによってＦＣＩが認定する。 
 
ＣＡＣＩＴ、およびリザーブＣＡＣＩＴが授与される競技会は、ＦＣＩの認可を得た最高

クラス（ＩＰＯ３）でなければならない。ＣＡＣＩＴが開催される場合、ＦＣＩに加盟す

るすべての各国の団体を招待しなければならない。 
最低２名の審査員を招聘しなければならない。その内の最低１名は開催国以外のＦＣＩに

加盟する団体の審査員でなければならない。審査員の申請によりＣＡＣＩＴは授与される。

ＣＡＣＩＴまたはリザーブＣＡＣＩＴが授与されるには以下の条件が必要となる。 
 

≫ 展 覧会において、最低〝SEHR GUT〟の評価を得る。 

≫ ＣＡＣＩＴは順位に対して授与されるものではない。 
当 該試験（競技会）にて、最低〝SEHR GUT〟の評価を得なければならない。

≫ ＦＣＩの定める犬種グループ１、２および３に属しており、 
作業試験〝作業犬および追求犬〟の対象となる犬種。 

 
〝ナショナルワーキングチャンピオン〟は、各国の団体が規定を設けることができる。 
 
訓練手帳 
 
試験・競技出場犬は訓練手帳が必要である。訓練手帳は指導手の所属する団体が規定に従

って発給する。試験を受験する場合は必ず提出しなければならない。試験の結果と必要事

項がすべて記入され、審査員と試験監督が記入事項を確認した後に署名を行う。 
 
２０１２年より以下の記入が必須： 
「有効な訓練手帳番号」、「犬の名前と種類」、「個体識別情報（イレズミ番号またはマイク

ロチップ番号）」、「犬の所有者の氏名と住所と会員番号」、「犬の指導手の氏名と会員番号

（所有者と指導手が異なる場合）」、「セクションＡ」、「セクションＢ」、「セクションＣ」、

「合計点」、「評価」、「ＴＳＢ評価」、「審査員の氏名と署名」 
 
賠償責任 
 
犬が引き起こした対人傷害、対物損害の賠償責任はすべて犬の所有者にある。従って犬の

所有者の保険加入は義務である。試験中において発生したあらゆる損害責任は指導手（所

有者）にある。試験に参加するということは、たとえ審査員または主催者の指示に従った

結果、事故が発生したとしても責任は指導手にあるということを承知していると見なす。 
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予防接種 
 
予防接種証明書を試験開始前に審査員または試験監督に提示しなければならない。 
 
試験開催日 
 
ａ）土曜日、日曜日、祝日 
 
試験日は通常、週末と法律で定められた祝日とする。ＢＨ／ＶＴ試験に関しても〝試験開

催日〟にのみ受験できる。 
 
以下のパターンは可能： 
２日間開催される試験（金曜日＋土曜日、あるいは土曜日＋日曜日など）においては、Ｂ

Ｈ／ＶＴ＋ＩＰＯ１またはＦＨ１を、各国の団体が認めている団体において、間隔を開け

ずに連続して受験することができる。 
 
例・開催が１日の試験で BH/VT + IPO 1 を受験 ⇒ できない  
・２日間の試験開催だが、どちらか１日で BH/VT + IPO 1 を受験 ⇒ できない  
・土曜に BH/VT 受験合格、翌日曜に同じ試験会場で IPO 1 or FH1 を受験 ⇒ ＯＫ  
・土曜に BH/VT 受験合格、翌日曜に他の試験会場で IPO 1 or FH1 を受験 ⇒ ＯＫ 

 
ｂ）金曜日の試験開催 
 
金曜日の開催は土曜日と連結して行うことが条件となる。 
備考：多数の犬が土曜日に受験を申し込んだ場合にのみ、金曜日を試験日とすることがで

きる。金曜日は１２:００以前に試験を開始してはならない。ＩＰＯおよびＦＨの総審査数

の上限は通常開催の半分とする（通常３６セクション⇒半分１８セクション）。 
ＢＨ／ＶＴ試験のみの場合は最大７頭が受験できる。 
金曜日と土曜日が連結して開催されたＩＰＯ／ＦＨ試験は、土曜日に日程終了となるよう

にする。しかし、いくらかの犬は金曜日に試験を終了してもかまわない。 
例外：土曜日にＩＰＯ１またはＦＨ１を受験する場合〝定員オーバー〟とならないことを

条件に金曜日にＢＨ／ＶＴを受験することができる（各国の団体の規定に従う）。 
 
ｃ）祝日の規定 
 
祝日に試験を実施することができる。 
例外：それぞれの国の祝日の規定、あるいは各国の団体の特別規定に注意すること。 
（土曜日に連結する金曜日のように）祝日の前日（平日）に試験をすることはできない。 
 
試験実施シーズン
 
天候に問題がないなら試験は年間を通して開催できる。もし人と犬の安全と健康に影響が

あるような場合は、審査員の判断により試験開催は中止されなければならない。 
各国の団体は自国の季節の関係で試験シーズンを限定することができる。 
 
試験監視員 
 
ＦＣＩ加盟の各国の団体は試験を監視することができる。ＦＣＩ加盟の各国の団体は専門

知識を備えた試験監視員を任命することができる。試験監視員は試験が規定通り正しく行

われているかを監視する。各国の団体の開催許可を得て行われる訓練試験に関しても監視

員を配備することができる。 
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防衛ヘルパー規定 
 
 
Ａ）セクションＣ〝防衛〟におけるヘルパーの必須条件： 
 
 
１．ヘルパーはＩＰＯ（国際試験規定）の方針および規則を順守して行動する。 
 
２．防衛ヘルパーは終日、審査員のアシスタントである。 
 
３．個人の安全と保険法の理由により、ヘルパーは試験と競技会のための専門教育を受け

ていなければならない。活動のための装備を所有していなければならない（防衛ズボ

ン、防衛ジャケット、防衛片袖、インナープロテクター、必要であれば手袋）。 
 
４．ヘルパーは天候やグランドコンディションに応じて、安定して滑らないシューズを着

用しなければならない。 
 
５．セクションＣ〝防衛〟の開始前にヘルパーは審査員から指示を受ける。ヘルパーは審

査員の指示に従ってその役目を果たさなければならない。 
 
６．ヘルパーがソフトムチを受け渡す場面では、試験規定に従い指導手の指示どおりに行

動する。側面護送および背面護送で歩き出す際、指導手が犬に座れ（基本姿勢）を命

令した後、指示があるまでヘルパーは勝手に歩き出してはいけない。 
 
７．各団体が普段行う試験は１人のヘルパーでもよいが、一試験段階に７頭以上の受験が  

ある場合には２名のヘルパーを必要とする。地区大会以上の競技会、選考会、チャン  

ピオンシップ等では、原則として最低２名のヘルパーを必要とする。指導手とヘルパ

ーが共同生活者であっても問題ない（すべての試験・競技会にて）。 
 
 
Ｂ）試験においてヘルパーが成すべき行動原則： 
 
 
１. 全般 
 
犬の訓練完成度とクオリティーが試験という舞台で審査員によって評価される（例えば本

能的素質、負荷耐力、自信、服従性）。審査員は視覚と聴覚によって客観的に評価しなけれ

ばならない。従ってヘルパーは審査員が十分に満足できる仕事を実行しなければならない。

そしてＩＰＯ試験はスポーツであるという特性（すべての出場者が同じ条件で受験できる）

を守るために、審査員との間で取り決められた規則を厳守する。 
 
ヘルパーは自分勝手にセクションＣ〝防衛〟を演出してはならない。 
 
セクションＣ〝防衛〟の各課題には、審査員にとって重要な評価基準が満ちあふれている。

犬の負荷耐力、自信、本能的行動、服従性等、さらに咬捕のクオリティーも評価しなけれ

ばならない。例えば咬捕のクオリティーが審査される場面では、ヘルパーは〝良い咬捕〟

ができるように、犬にチャンスを与えなければならない。あるいは〝負荷耐力〟が審査さ

れる場面では相応しい〝負荷〟を与えなければならない。ヘルパーは最大の集中力を発揮

して審査要求に十分応えられる行動をする。 
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２.〝禁足と咆哮〟 
 

ヘルパーは指導手と犬から見えないようにテントの中で立つ。防衛片袖を

付けた腕は軽く曲げて、動いたり〝威嚇〟するような姿勢をしてはいけな

い。犬が〝禁足と咆哮〟を行っているとき、ヘルパーは犬の行動をよく観

察する。犬が余計な行動をしても、瞬間的に身構えたりするなどの動作を

してはいけない。ソフトムチは体の横で下に向けて持つ。 
写真：防衛片袖の保持位置 
 
訳者注：ヘルパーの〝隠れ場所〟は材質や形は限定されていませんが、世

界中で一般的に三角すいのテントが使用されているので本規定書では〝

テント〟に統一しました。 
 
３.〝追補〟 
 
〝禁足と咆哮〟の後、指導手の指示でヘルパーは普通に歩いて、マーキングされた逃走開

始地点に移動する。ヘルパーの立ち位置と犬の待機位置の距離は５歩でなければならない。

ヘルパーは防衛片袖を装着している腕を犬の待機位置の方に向けて立つ。どの方向に逃走

するのか指導手が認識できるよにしなければならない。 
 
審査員の指示でヘルパーは素早く一定方向に駆け足で逃走を開始する。そのとき大げさな、

あるいは滅茶苦茶な走り方をしてはならない。防衛片袖は必要以上に振り動かしたりせず、

犬が目標を定めて最適な咬捕ができるチャンスを与える。逃走中は犬の方に体を振り向け

てはならないが、犬の動きは視野の中に入れる。防衛片袖を装着した腕を伸ばしてはいけ

ない。犬が咬捕した後は、防衛片袖を体に密着させるように引きつけてそのまま一定方向

に走る。 
 
ヘルパーの逃走距離は審査員が指定する。審査員が指示をしたら逃走をやめて立ち止まる。

ヘルパーが追補に相応しいダイナミックな逃走を実行すれば、審査員は最適な評価が行え

る。ヘルパーは犬に対するあらゆる補助行為、例えば「咬捕の前に大げさに防衛片袖を差

し出す」、「刺激するような声を出す」、「走り出す前や逃走中にソフトムチで防衛ズボンを

叩く」、「咬捕後の防衛片袖の保持に緊張感がない」、「逃走の度合いが低下する」、「自分勝

手に逃走を停止する」などをしてはならない。 
 
態度に関しては８．を参照（すべての課題において適用される） 
 
４.〝禁足から防御〟 
 
犬が禁足を行っているときに、審査員の指示でヘルパーは犬に攻撃を仕掛ける。その際、

犬を叩くことなくソフトムチを防衛片袖より上に振り上げて威嚇する。その瞬間、正面か

ら犬に向かって相応しい抵抗を加えながら前方へと駆け出すような感じで攻撃する。防衛

片袖は必要以上に移動させることなく、体の前方でお腹に密着するように引きつけて構え

る。犬が咬捕したら、犬の体はヘルパーのわきに置くようにして一定の方向へと負荷段階

を開始する。犬が防衛片袖を捕らえるこの場面で、ヘルパーは回転する動作をしてはなら

ない。攻め立てる方向はすべての犬に対して同一でなければならない。それとともに、す

べての犬の評価が正しく行えるように「犬に対する攻撃行動」、「負荷段階での犬の状態」、

「咬捕の状態」、「犬の放す行為と禁足状況」は審査員に見えるように実行する。指導手の

方向に攻め立ててはならない。 
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ムチによる負荷テストは、ソフトムチで犬の肩部またはキ甲部に行う。ムチによる負荷テ

ストの強さはすべての犬に対して均一でなければならない。１回目のムチによる負荷テス

トは負荷段階開始後、約４～５歩の地点で行い、２回目のムチによる負荷テストはさらに

４～５歩進んだ地点で行う。２回目のムチによる負荷テスト以降の攻め立てで、さらなる

ムチによる負荷テストを与えてはならない。 
 
負荷状況持続の距離は審査員が決定する。審査員が指示したら負荷行動を止めて立ち止ま

る。ヘルパーが相応しいダイナミックさで攻撃を実行すれば、審査員は最適な評価が行え

る。ヘルパーは犬に対するあらゆる補助行為、例えば「咬捕の前に防衛片袖を差し出す」、

「咬捕の前に刺激するような声を出す」、「ソフトムチで防衛ズボンを叩く」、「咬捕後の負

荷状況持続中における防衛片袖の保持に緊張感がない」、「異なる強さの負荷行動やムチに

よる負荷テスト」、「負荷耐力の不足する犬に対して自分勝手に停止する」などは許されな

い。 
 
態度に関しては８.を参照（すべての課題において適用される） 
 
５.〝背面護送〟（ＩＰＯ２、３） 
 
指導手の要求後に始まる約３０歩の背面護送は普通の歩度で歩く。その方向と距離は審査

員が指定する。護送中、ヘルパーは犬に刺激を与えるような仕草をしてはならない。ソフ

トムチと防衛片袖の保持位置は犬に余計な刺激を与えないようにする。特にソフトムチは

犬から見えないようにする。すべての犬に対して同一の歩調で歩く。 
 
６.〝背面護送からの奇襲〟（ＩＰＯ２、３） 
 
背面護送中の奇襲は審査員の指示によって実行する。ダイナミックに左回転あるいは右回

転で振り返り、犬に向かって圧力に満ちた奇襲を実行する。ソフトムチは防衛片袖より上

で振り上げて威嚇する。犬は静止することのないヘルパーの、防衛片袖の柔軟な部分（正

確な咬補部分）を捕らえなければならない。ヘルパーは犬を受け入れる瞬間、犬の力量衝

撃をうまくキャッチするために〝必要に応じて〟体を回転させる。防衛片袖を必要以上に

動かすことは避ける。犬が咬捕したら、犬の体はヘルパーのわきに置くようにして一定の

方向へと負荷段階を開始する。攻め立てる方向はすべての犬に対して同一でなければなら

ない。それとともに、すべての犬の評価が正しく行えるように「犬に対する攻撃行動」、「負

荷段階での犬の状態」、「咬捕の状態」、「犬の放す行為と禁足状況」は審査員に見えるよう

に実行する。指導手の方向に攻め立ててはならない。 
 
負荷状況持続の距離は審査員が決定する。審査員が指示したら負荷行動を止めて立ち止ま

る。ヘルパーが相応しいダイナミックさで攻撃を実行すれば、審査員は最適な評価が行え

る。ヘルパーは犬に対するあらゆる補助行為、例えば「犬が咬捕をする前に横に逸れすぎ

る」、「咬捕の前に防衛片袖を差し出す」、「奇襲の際に刺激するような声を出す」、「ソフト

ムチで防衛ズボンを叩く」、「咬捕後の負荷状況持続中における防衛片袖の保持に緊張感が

ない」、「異なる強さの負荷行動」、「負荷耐力の不足する犬に対して自分勝手に停止する」

などをしてはならない。 
 
態度に関しては８．を参照（すべての課題において適用される） 
 
７.〝ヘルパーの遠距離攻撃阻止〟 
 
審査員の指示で、ヘルパーは隠れ場所から出て駆け足で中央ラインへと向かう。中央ライ
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ン上に達したヘルパーは止まることなく方向変換して、指導手と犬の方へ駆け足で向かっ

て行く。その際、ソフトムチを振りかざして大声を上げて威嚇する。 
 
犬は静止することのないヘルパーの、防衛片袖の柔軟な部分（正確な咬補部分）を捕らえ

なければならない。ヘルパーは犬を受け入れる瞬間、犬の力量衝撃をうまくキャッチする

ために〝必要に応じて〟体を回転させる。犬を突き倒すような受け止め方をしてはならな

い。犬が咬捕したら、犬の体はヘルパーのわきに置くようにして一定の方向へと負荷段階

を開始する。犬に対する圧迫が真正面過ぎて、犬の体がよじれて押し倒されるようなアク

ションは避ける。攻め立てる方向はすべての犬に対して同一でなければならない。それと

ともに、すべての犬の評価が正しく行えるように「犬に対する攻撃行動」、「負荷段階での

犬の状態」、「咬捕の状態」、「犬の放す行為と禁足状況」は審査員に見えるように実行する。

指導手の方向に攻め立ててはならない。 
 
負荷状況持続の距離は審査員が決定する。審査員が指示したら負荷行動を止めて立ち止ま

る。ヘルパーが相応しいダイナミックさで攻撃を実行すれば、審査員は最適な評価が行え

る。ヘルパーは犬に対するあらゆる補助行為、例えば「攻撃度合いの減少」、「立ち止まっ

て受け止める」、「犬が咬捕をする前に横に逸れすぎる」、「犬を突き倒すような受け止め」、

「咬捕の前に防衛片袖を差し出す」、「咬捕後の負荷状況持続中における防衛片袖の保持に

緊張感がない」、「異なる強さの負荷行動」、「負荷耐力の不足する犬に対して自分勝手に停

止する」などは許されない。 
 
態度に関しては８．を参照（すべての課題において適用される） 
 
８.〝ヘルパーの態度〟（すべての課題において適用される） 
 
犬の「咬捕状態」「放す行為」「禁足状況」これらすべての防御課題は審査員が観察できる

ように実行する（審査員に背を向けて立たない。審査員とのアイコンタクトは常に保持す

る）。攻め立て行動からの停止は、犬に対する運動を徐々に減少させて刺激を止めるが、防

衛片袖を装着した腕の緊張感を抜いてはいけない。防衛片袖を急に引き上げるようなこと

はせずに、それまでの運動状態の位置のまま固定する。振り上げていたソフトムチは犬に

見えないように体の横で下に向けて保持する。犬が咬捕を放すときには、いかなる補助も

してはならない。咬捕を放した後に犬とアイコンタクトをとったり、刺激を与えるような

態度はすべて許されない。禁足中の犬がヘルパーの周りを回る行動をしたときは、突然動

いて犬を刺激することのないように、ゆっくりと犬の方に向きを変える。 
 
９.〝不安定または拒否する犬への対処〟 
 
防御課題中に犬が咬捕しなかった、あるいはヘルパーの負荷に耐えらずに放してしまった

場合、審査員が中止の合図をするまで止まることなくヘルパーは攻め立てを続行する。こ

のような状況のときに補助行為をしたり、自分勝手に止まったりしてはいけない。 
犬が咬捕を放す気にならないような身のこなし『犬に負ける』。 
あるいは咬捕を放さない犬に対してソフトムチを使用することは許されない。 
犬がヘルパーを見放して離れそうになったとき、何らかの刺激を与えて留まらせるような

ことをしてはならない。ヘルパーは国際試験規定を厳守して各課題の実行を積極的かつ公

平に遂行しなければならない。禁足中の犬が突いたり、咬みついたりしても防御行動をし

てはいけない。 
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〝ＴＳＢ〟評価（全試験段階に適用）
 
〝ＴＳＢ〟評価は繁殖活用のために、その犬の生まれ持った本質特性が〝防衛〟において

見極められて評価される。〝ＴＳＢ〟評価は試験の成績や順位によって与えられるのでは

なく、個々の犬のセクションＣ〝防衛〟後に審査員によって発表される。〝ＴＳＢ〟評価

が与えられるには、犬は最低１つの防衛課題（咬捕）を果たさなければならない。 
 

ausgeprägt（ｱｵｽｹﾞﾌﾟﾚｸﾄ） (a) 際立っている（優れている） 

vorhanden（ﾌｫｱﾊﾝﾃﾞﾝ） (vh) 持っている（しかし満ち溢れていない）

nicht genügend（ﾆﾋﾄ ｹﾞﾇｭｰｹﾞﾝﾄ） (ng) 不十分 
 
上記の評価は下記の特性が見極められて決定される： 
 

T riebveranlagung（ﾄﾘｰﾌﾟﾌｪﾗﾝﾗｰｸﾞﾝｸﾞ） 意欲 

S elbstsicherheit（ｾﾞﾙﾌﾟｽﾄｽﾞｨｯﾋｬｰﾊｲﾄ） 自信 

B elastbarkeit（ﾍﾞﾗｽﾄﾊﾞｰﾙｶｲﾄ） 負荷耐力
 
TSB – ausgeprägt 〝a〟『際立っている』と評価される犬： 
 
『大きな作業意欲』、『はっきりした意欲的行動』、『課題実行のためにひたむきに努力す

る』、『自信に満ちた態度』、『溢れる集中力と極めて大きな負荷耐力がある』 
 
TSB - vorhanden 〝vh〟『持っている（しかし満ち溢れていない）』と評価される犬： 
 
『作業意欲が満ち溢れていない』、『意欲的行動が満ち溢れていない』、『自信が満ち溢れて

いない』、『集中力と負荷耐力が満ち溢れていない』 
 
TSB - nicht genügend 〝ng〟『不十分』と評価される犬： 
 
『作業意欲が不足』、『本能的才能が不足』、『自信と負荷耐力が不足』 
 
特別規定
 
ＦＣＩに加盟している各国の団体は、自国において「許可制度」、「獣医あるいは動物保護

規制」、「衛生規定」、「その国の法律関連事項」このような事情がある場合には、一般規則

の範囲を広げることができる。命令は母国語の使用が可能（ドイツ語限定ではない）。 
 
世界選手権 
 
ＦＣＩのさまざまな世界選手権は実行規定が適用される。 
実行規定の編集発行と改正は作業犬委員会の職責である。 
 
表彰式、賞品授与
 
表彰式は試験の種目ごとに行われる： 
ＩＰＯ１、ＩＰＯ２、ＩＰＯ３、ＦＨ１、ＦＨ２、ＩＰＯ－ＦＨ、ＢＨ／ＶＴ試験 
 
ＩＰＯ１、２、３、において、追求、服従、防衛の総合点が同点の場合は、防衛の得点が

多い犬を上位とする。防衛も同点の場合は服従の得点が多い犬を上位とする。追求、服従、

防衛、すべてが同点の場合は同順位とする。ＩＰＯ１またはＩＰＯ２のリピート受験犬に

この法則は適用されない。リピーターの順位は同点犬の後となる。 
 
原則として全試験参加者は表彰式に参加する。試験の終了は表彰式とその後の試験資料の

返還までである。 
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懲戒法
 
イベント実行委員長は開催会場での秩序と安全を確保する責任がある。 
 
審査員は秩序や安全が守られないイベントを中断あるいは中止する権限がある。一般規則

違反、試験規定違反、動物保護に関する違反および道徳違反があった場合、その指導手は

イベントから排除される。 
 
審査員の判断は最終かつ絶対的である。審査に関するあらゆる不服に対しては、ドッグス

ポーツ会場から退場させられる。さらには懲戒処分もあり得る。審査決定に影響を及ぼす

ことがない場合は、審査員の規則違反を異議申し立てできる。その異議申し立ては所轄の

協会／クラブに書面で提出しなければならない。 
 
イベント主催者を経由して提出されるその書面には、申立人、クラブ会長とさらに別の証

人の署名が必要である。この異議申し立てはイベントの開催日から８日以内に提出されな

ければならない。異議申立書が受理されたからといって、審査員の判定の訂正が認められ

たわけではない。ビデオ記録は証拠として考慮されない。 
 
性格試験
 
犬の性格は全試験中において観察される（表彰式を含む）。性格の問題が顕著であると判断

された場合、その時点までの結果にかかわらず、性格テストが不合格となる。試験報告書

（含む訓練手帳）には、犬の性格の問題により〝失格〟と記入される。 
 
１．原則 
 
ａ

  ）性格テストは各試験の開始前に行われる。 

ｂ）性格テストは中立な場所で実行されなければならない。試験会場または追求会場と

密接な関係を持つ場所で行ってはならない。  
ｃ）すべての犬が個々に審査される。  
ｄ）追求開始直前あるいは各試験の開始直前のタイミングで性格テストを行ってはなら

ない。  
ｅ）犬にはリードが装着されていること（短い標準的なリード。追求の装備類が装着さ

れていてはいけない）。リードは緩めて保持する。命令を与えてはならない。 
 
注意点となる規則： 
 
性格テストを概略的に行ってはならない。 
どのような方法（状況）で行われるかは審査員に委ねられる。しかし、それは審査員によ

って極端に相違するものであってはならない。審査員は偏見なく公平にスムースに、そし

て安全に実行しなければならない。 
性格テストは通常の環境下で実施される。犬の自然な行動を観察するために、犬がいまま

で体験したことがないような、不自然な刺激を与える環境で行ってはならない。性格テス

トにおいて個体識別確認は必須要素である。審査員は性格の欠点を正確に判断するために、

部分的に再実行ができる（例えば銃声テスト）。 
 
２．個体識別確認の実施 
 
性格テストにおいて個体識別確認は必須要素である。 
これはイレズミ番号やマイクロチップの確認において判断される。 
血統書とイレズミ番号のない犬はマイクロチップが挿入されていなければならない。 
審査員は必ず性格テストを遂行し、その結果を試験報告書に記録しなければならない。イ

レズミ番号がハッキリと認識できなかった場合、その番号は記録して報告される。イレズ
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ミ番号は指導手の提示した血統書に記載されている番号と一致しなければならない。イレ

ズミ番号が読みにくいなどの場合も、試験資料に記録される。マイクロチップがリーダー

によって読み取れなかった場合も試験資料に記録される。国内の規則に従ってマイクロチ

ップが該当犬に挿入されたことが実証できれば試験に参加できる（例えば訓練資格証明書

または予防接種証明書に記載されている）。国外でマイクロチップが挿入された犬を所有

する指導手は、マイクロチップリーダーの読み取りに責任を持つ。個体識別が不可能な犬

は訓練イベント（試験）に参加することができない。 
 
３．性格テスト結果 
 
肯定的表現＝合格： 
 
≫ 犬は自信がある  
≫ 犬は静かである、安定している、そして注意力がある。  
≫ 犬は活発、そして注意力がある。  
≫ 犬はのびのびしている、そしておとなしい。 

 
ボーダーライン上＝さらなる観察が必要： 
 
≫ 犬は不安定だが攻撃的ではない、しかしながら試験過程においてはのびのびしている。  
≫ 少し緊張（興奮）している、しかしながら課題実行中は静かである。 

 
試験を受けることができない犬： 
 
≫ 安定せずに怖がっている犬、人から逃避しようとする。  
≫ 神経質、攻撃的、警戒心が強すぎる犬。怖がりで咬み癖がある。  
≫ 攻撃的で咬み癖のある犬。 

 
４．登録 
 
性格テストにおいて不合格となった犬の試験資料には〝性格の欠陥により失格〟と記録さ

れる。既得の点数は削除される。実行された課題の点数も講評されない。 
 
５．除外 
 
〝本質に欠陥がある〟と判断された犬は試験から除外される。 
その結論や決定の裁定は各国の団体の責任とする。 
 
銃声に対して無関心でいられない犬： 
 
銃声に対して攻撃的な態度を示す犬は、銃声シャイではなく性格が攻撃的と判断する。 
犬が銃声シャイであった場合、直ちに試験から除外され、点数は与えられない。 
 
銃声シャイとは？ 例えば・・・ 
 
≫ 銃声に対して犬は立ち上がり恐れて逃げる。  
≫ 怖がりながら指導手のところへ逃げる。  
≫ 恐怖でパニック状態となりその場を逃げ出そうとする。あるいは逃げ出してしまた。  
≫ 恐怖でパニック状態となりさ迷う（駆け回る）。 

 
犬が立ち上がった場合、それが訓練ミスによるものなのか、銃声に関連してなのかを見極

めなければならない。 
 
銃声シャイの疑いがある場合、審査員は再度鑑定しなければならない。犬にリードが装着

されて指導手が保持する。約１５歩の距離から審査員によって発砲が行われる。このとき

リードは弛んだ状態で犬は立っていなければならない。 
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BH/VT BEGLEITHUNDPRUFÜNG MIT VERHALTENSTEST 
und SACHKUNDEPRÜFUNG FÜR DEN HUNDEHALTER

 

同伴犬試験と行動テスト＋専門知識試験（指導手の筆記試験） 
 
同伴犬試験の実施方法と審査基準： 
 
すべての試験および競技会における実行と行動はスポーツマンシップにのっとって行う。

すべての関係者は規定を厳守しなければならない。試験内容は全出場者に対して平等でな

ければならない。試験の開催は会員に場所と日時を公示する。ＦＣＩ加盟団体、または、

その区分団体によって日程保護を付与された場合のみ実施することができる。加盟団体は

この主要規定を守らなければならない。 
 
一般規定： 
 
すべての指導手はFCI-Hundeführerschein（犬の指導手免許証）規則に準じた専門知識試験

の合格証明を提出しなければならない。ＶＤＨ発行の専門知識者証明、過去の同伴犬試験

の合格証明（専門知識試験を合格している）、あるいは犬の専門知識者であるという公的

に発行された証明書を提示しなければならない。同伴犬試験を始めて受験する指導手が適

切な専門知識合格証を提出しなかった（持っていない）場合、審査員によって作成された

専門知識試験（筆記テスト）に合格しなければならない。この試験は犬との実技試験が開

始される前に実施される。 
 
同伴犬試験はすべての犬種、そしていかなる大きさの犬でも受験することができる。年齢

は１５ヶ月以上であること。試験には最低４名の参加が必要である。同伴犬試験と他の試

験種目が合同の場合でも最低４名の出場者（例：ＩＰＯ、ＦＨ、ＢＨ）が必要である。一

人の審査員が１日の試験で審査できるのは１２～１８指導手で、試験のセクションの合計

数が３６を超えてはならない。（同伴犬試験＋専門知識試験は３セクション、専門知識試

験を除いた同伴犬試験だけの場合は２セクション） 
 
性格テスト： 
 
ＢＨ試験の前に性格テストを受けなければならない。その際、イレズミ番号および／また

はマイクロチップの読み取りによって個体識別確認が行われる。個体識別確認ができなか

った犬はＢＨ試験を受験することができない。性格テストの評価は試験の結果に影響を及

ぼす。犬が性格テストにおいて合格できなかった場合はＢＨ試験を受験することができな

い。 
 
評価： 
 
Ａ部門〝訓練場（試験会場）での同伴犬試験（服従）〟において７０％以上の得点を獲得

しなければ、Ｂ部門〝道路におけるテスト〟を受験することができない。 
 
審査結果の講評時に点数は発表されず〝合格〟あるいは〝不合格〟が審査員によって告げ

られる。試験で合格となるにはＡ部門（服従）において７０％以上の得点を得て、Ｂ部門

（道路での行動テスト）において審査員よって〝可〟と評価されなければならない。主催

者が表彰式のためにＢＨ試験出場者の順位付けを要請すれば、審査員はそれに応じること

ができる。 
 
ＢＨ／ＶＴ資格はＦＣＩ加盟団体での「繁殖」、「ショー」、「選定」、「展覧会規定」におい

て有効とならない。不合格となった場合、再受験のために一定期間を設ける必要はない。

試験の結果は合否に関わらず毎試験ごとに訓練証書に記録される。 
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Ａ）同伴犬試験（服従）合計６０点 
 

合計点 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

60 0～41 42～47 48～53 54～57 58～60 

 
ＢＨ／ＶＴ 課題１．２．３．４．要領図 
 

 
 

〝出発〟地点は終了基本姿勢の地点でもある。群衆において、指導手と犬は群衆の 
一人に対して左回転、異なるもう一人に対して右回転を行わなければならない。 

左反転 
ターン 

群衆

駆け足 
約１０歩 

ゆっくり 
約１０歩 

常
歩
で
最
低
５
０
歩

指
示
な
し
停
座

出
発

右折 右折 

左折 

約１０歩 

約
１
５
歩

１５歩

犬の所に戻る
３０歩 

呼び寄せ 

３．座る ４．伏せる＋呼び寄せ

ターン 
左反転 

１
０
～
１
５
歩

１
０
～
１
５
歩

〝伏せ〟 
基本姿勢から 

〝座れ〟 
基本姿勢から

約１５歩 

 
各課題は基本姿勢から開始して基本姿勢で終了する。基本姿勢とは、犬は静かにそして注

意して指導手の左側で真っ直ぐに座る。前後の位置は犬の肩甲骨と指導手の膝が並列する

ようにする。各課題の開始時に行う基本姿勢は一度だけ許されている（やり直しや動作緩

慢は評価が下がる）。基本姿勢での指導手はスポーツマンらしく振る舞う。足は必要以上に

広げずに自然に揃えて立つ。終了基本姿勢を次の課題の開始基本姿勢としてもよい。指導

手が補助を行った場合は減点の対象となる。犬のやる気を促すための物品や、あるいは玩

具を携帯して受験することはできない。指導手に身体的な問題がある場合、試験の実施前

にそのことを審査員に告げれば、課題実行が正確に行えなかったとしてもそれは考慮され

る。指導手が身体的な理由で犬を左側でハンドリングできない場合、右側でハンドリング

Copyright © 2011 Masuda Haruo. All Rights Reserved. 



Internationale Gebrauchshundprüfungen   22 / 103 

することができる。 
 
審査員の指示で課題の実行が開始される。その後の方向変換、指示なし停座、歩度の変更、

などは審査員の指示なしで実行する。しかし、そのことを審査員に尋ねたとしても問題と

ならない。 
 
課題が終了（明確な終了基本姿勢を示した後）するごとに犬を褒めてもかまわない。犬を

褒めた後は明確な約３秒の〝間〟を設ける。その後、指導手は次の課題のために新しい基

本姿勢をとることができる。 
課目と課目の移動中も犬は指導手の脚側で歩かなければならない。 
 

１．リード付き脚側行進（１５点） Leinenführigkeit
 
命令：〝Fuß gehen／脚側行進〟のための命令を使用する 
 
犬には動物保護法に適合した慣習的な、首輪あるいはハーネスにリードが装着されている。 
首輪は〝締め首輪〟の状態であってはならない。 
 
もう一方のペア（指導手と犬）は〝状況下での伏せ〟を開始するための基本姿勢をとる。 
この基本姿勢をとるという動作から、２頭（２ペア）の服従審査が開始される。 
 
基本姿勢から指導手の〝脚側行進〟の命令によって犬は喜んで付いて歩く。指導手と犬は

普通の歩度で止まることなく真っ直ぐに５０歩進む。左反転ターンの後、常歩で１０～１

５歩進んだ後、命令とともに歩度を駆け足に切り替える。１０～１５歩の駆け足の後、命

令とともに歩度をゆっくりに切り替えて１０～１５歩進む。駆け足とゆっくりの歩度の切

り替えは、中間歩度を設けずにダイレクトに行う。各歩調は明らかな速度の違いを示さな

ければならない。ゆっくりの歩度の後に適当な距離を歩き、その後、要領図の通り２回の

右屈折、第２の左反転ターン、停止（犬は指示なしで座る）を実行する。課題実行中の犬

は常に指導手の左側で歩行し前後の位置は犬の肩甲骨と指導手の膝が並行するようにす

る；前に出すぎたり、遅れたり、あるいは横に離れたりしてはいけない。 
 
停止（犬は指示なしで座る）は最低一回、要領図のとおり第二の反転ターンの後に、数歩

進んだ地点で行う。 
 
命令は歩き出す時（出発と各停止後）と歩度を切り替えるときだけ使用できる。 
方向変換時（反転ターン、右折、左折）に使用した場合は評価が下がる。 
 
指導手が停止地点で立ち止まったとき、命令や補助なく犬は直ちに座らなければならない。

停止後、指導手はその立ち位置を変えてはならない。特に、離れて座ってしまった犬に対

して近づくように移動することをしてはならない。リードは弛ませた状態で左手で持つ。

この課題の終盤に指導手と犬は審査員の指示で最低４名の動きのある群衆へと向かう。 
 
方向変換時に犬が「遅れたり」、「前に出ようとしたり」、「離れたり」、「歩くことをためら

って止まる」これらは誤った行動として評価される。 
 
群衆 
犬と指導手が群衆内を行進中、その人々は動いている。群衆内行進はリード付きとリード

なしの２回行う。指導手と犬は群衆の一人に対して左回転、異なるもう一人に対して右回

転を行わなければならない（例：８の字を描くように歩く）。そして最低１回、群衆内の人

の近くで停止する（犬は指示なしで座る）。 
審査員は指導手と犬の一連の動作に満足できない場合、再実行を指示することができる。

停止後、審査員の指示で群衆から指導手と犬は離れて終了基本姿勢をとる。明確な終了基

本姿勢を示した後、指導手は犬を褒めることができる。 
 
左反転ターン（１８０°） 
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左反転ターンは指導手は必ず左回転（その場で１８０度回転）でなければならない。 
それに伴う犬の動作は２パターン可能： 

≫ 犬は指導手の左回転に対して右回転を行い互いが交差するようにターンする。 
≫ 犬は指導手との位置関係を変えずに指導手と同じ動作で左反転ターンを行う。 

試験中はどちらかのパターンに統一されていなければならない。 
 

２．リードなし脚側行進（１５点） Freifolgen
 
命令：〝Fuß gehen／脚側行進〟を実行するための命令を使用する 
 
課題１〝リード付き脚側行進〟の終了基本姿勢の場面から・・・ 
審査員の指示で基本姿勢の犬からリードが外される。外したリードは指導手の左肩から右

腰にたすき掛けにするか犬から見えないようにポケットに入れる。準備完了後、直ちに脚

側行進で再び群衆内行進をリード付きのときと同じ要領で実行して群衆内で停止する。群

衆を離れて出発点で基本姿勢をとり、リード付き脚側行進と全く同じ要領でリードなし脚

側行進を行う。 
 

３．座る（１０点） Sitzübung
 
命令：〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Absitzen／座る〟を実行するための命令を使用する 
 
出発点での基本姿勢から、指導手とリードなしの犬は〝脚側行進〟の命令とともに真っ直

ぐに歩く。最低１０歩～１５歩の地点で指導手は立ち止まり基本姿勢をとる、と同時に犬

に（待てではなく）〝座れ〟を命じ、座った犬から１５歩進んで立ち止まり、まわれ右を

して犬と対面する。審査員の指示で犬のもとへ戻り犬の右側に立ちこの課題の終了基本姿

勢をとる。 
 
犬が座らずに立ったままあるいは伏せた場合は５点減点。 
 

４．伏せる＋呼び寄せ（１０点） Ablegen in Verbindung mit Herankommen
 
命令：〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Herankommen／呼び寄せる〟 
〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟を実行するための命令を使用する 
 
課題３〝座る〟の終了基本姿勢の場面から・・・ 
基本姿勢から指導手とリードなしの犬は〝脚側行進〟の命令とともに真っ直ぐに歩く。最

低１０歩～１５歩の地点で指導手は立ち止まり基本姿勢をとる、と同時に犬に〝伏せ〟を

命じ、伏せた犬から３０歩進んで立ち止まり、まわれ右をして犬と対面する。審査員の指

示で犬に命令をして呼び寄せる。喜んで素早い歩調で指導手のところに来た犬は指導手の

正面で接近して座る。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で指導手の左側に座る。 
 
犬が伏せずに立ったままあるいは座った場合は５点減点。 
 

５．状況下で伏せて待つ（１０点） Ablegen des Hundes unter Ablenkung
 
命令：〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟を実行するための命令を使用する 
 
もう一方の指導手と犬が課題１〝リード付き脚側行進〟で歩き出す前に、伏せて待つ場所

で指導手は犬からリードを外して基本姿勢（犬から離れる方向に向かって真っ直ぐに）を

とる。審査員の指示で〝伏せ〟の命令で犬を伏せさせ、リードや物品を犬の傍らに置くこ

となく最低３０歩振り返ることなく犬から離れて（試験会場内の犬から見える所）犬に背

中を向けて静かに立つ。犬は指導手の補助を受けずに、もう一方の犬が課題１～４を実行

している間、静かに待たなければならない。審査員の指示で指導手は犬のもとに戻り、伏
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せている犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の命令をする。犬は素早く

真っ直ぐに座り終了基本姿勢をとる。 
 
「指導手が落ち着きなく隠れてこっそりと補助する」、「犬の伏せている態度に落ち着きが

ない」、「指導手が戻ってきたとき命令前に立ち上がった、または座った」それらは程度に

応じて評価が下がる。待っている途中に犬が立ち上がった、あるいは座った。しかし、休

止位置を移動しなかった場合はいくらかの点数が与えられる。もう一方の犬が課題２（リ

ードなし脚側行進）を終えるまでに３ｍ以上動いてしまった場合、この課題は０点となる。

もう一方の犬が課題２（リードなし脚側行進）を終えた後で３ｍ以上動いてしまった場合

はいくらかの点数が与えられる。審査員の指示で指導手が犬のもとへと歩いているときに

犬が指導手に駈け寄ってきたら、そのタイミングに応じて最大３点までの減点。 
 

Ｂ）道路での試験 
 
全般： 
 
この課題は試験会場（服従会場）の外で、課題実行に適当な環境の市街地で行われる。 
一般道路（通り、道、あるいは場所）のどこでどのように実行するかを審査員と試験監督

が決定する。公共交通機関の妨げにならないように注意する。 
 
試験の性質上この課題実行はかなりの時間を必要とします。しかし、例えば犬の数が多い

からといってうわべだけの課題要求（手抜き）となってはならない。 
 
Ｂ部門での各課題審査は点数制ではない。Ｂ部門で合格となるには道路や公共の場での犬

の全体的な行動の印象が決定的な要素となる。 
 
本規定書の課題実施要領は一例である。審査員はそのときどきの地域の状況に応じて課題

の実施方法を変更することができる。審査員は行動に疑問のある犬にもう一度同じ課題を

実行するように要求したり、あるいは課題を変化させて実行させることができる。 
 
試験課題（本規定書の課題実施要領は一例です）
 

１．人のグループに遭遇したときの犬の態度 
 
審査員の指示で、指導手とリード付きの犬は指定された道路の歩道部分を歩く。審査員は

チーム（指導手と犬）から適当な距離を保って歩く。 
 
犬は指導手の左側で、肩甲骨と指導手の膝が並行する位置で素直に歩く。リードはピンと

張らずに少し緩めて保持される。 
 
犬は歩行者や交通に対して無関心でなければならない。 
 
通行人とすれ違ったり、追い越されたり、横切られたりしても、犬は中立で無関心でなけ

ればならない。（通行人役をあらかじめ準備しても良い） 
 
指導手と犬はさらに進み、くつろいだ雰囲気の人たち（最低６人以上）と出会い、指導手

はその中の一人と握手をして挨拶をして立ち話をする。指導手の指示で犬は座る、あるい

は伏せる。この短い会話の間、犬は静かな態度でなければならない。 
 

 
 

２．自転車に遭遇したときの犬の態度 
 
指導手とリード付きの犬が道を歩いていると、後ろから自転車がベルを鳴らしながら追い

越していく。その自転車は大きく離れた後Ｕターンをして、再びベルを鳴らして指導手と
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犬に向かってくる。すれ違う際、自転車と指導手の間に犬が位置するように実行する。 
 
犬は自転車に対してとらわれることのない態度を示さなければならない。 
 

 
 

３．自動車に遭遇したときの犬の態度 
 
指導手とリード付きの犬は数台の自動車の横を歩く。その時、ある一台の車がエンジンを

スタートさせる。さらに他の一台はドアを閉める。さらに歩いていると、一台の車が横で

停車し、ドライバーがウインドウを開けて指導手に道を尋ねる。犬は指導手の指示で座る、

あるいは伏せる。 
 
犬は自動車音や交通音に対して無関心で静かな態度を示さなければならない。 
 

 
 

４．ジョギングまたはインラインスケートをする人に遭遇したときの犬の態度 
 
指導手とリード付きの犬が静かな道を歩いていると、最低２名のジョガーがスピードを落

とすことなく追い越して行く。そのジョガーは追い越した後、Ｕターンをして再びスピー

ドを落とさずに犬の横を走ってすれ違う。 
ジョガーに追い越されるときとすれ違うとき、犬は正確な脚側行進をする必要はないが、

ジョガーにからむような行動をしてはならない。 
指導手は事無くジョガーをやり過ごすために、犬に座れまたは伏せを命じてもよい。 
 
全く同じ要領で２名のジョガーを２名のインラインスケーターに置き換えてもよい。 
 

 
 

５．他の犬に遭遇したときの犬の態度 
 
他の犬に追い越されたり、すれ違ったときに中立な態度を示さなければならない。 
指導手は事無く他の犬をやり過ごすために、犬に〝脚側行進〟の命令を繰り返し与えたり、

座らせたり伏せさせたりしてもよい。 
 

 
 

６．道で繋がれて少し待たされたときの犬の態度、他の動物に対する犬の態度 
 
審査員の指示で指導手とリード付きの犬は少し賑やかな通りの歩道を歩く。少し歩いた後、

審査員の指示でフェンス、壁に固定されたリング、あるいは柱などにリードを掛けるまた

は結ぶ。 
 
指導手は犬から見えないようにお店や建物の中に入る。 
 
待たされている犬は立っていても座っても、あるいは伏せてもかまわない。 
 
指導手がいないとき、通行人がリードを付けた犬とともに試験中の犬の前（約５歩の距離）

を横切る。（通行人役をあらかじめ準備しても良い） 
 
指導手が戻るまで、犬は静かに待っていなければならない。他の動物が前を通り過ぎる際

に攻撃的な態度（喧嘩を仕掛ける）をしてはならない。繋がれたリードを強く引っ張りな

がら吠え続けたりしてはならない。審査員の指示で指導手は犬の所に戻る。 
 
備考： 
あらかじめ予定していた場所で全受験犬の全審査を完了させるか、あるいは全受験犬がい

くつかの課題を終えた後、場所を移動して審査を行うかは審査員の判断に委ねられている。 
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APr 1 - 3 ( Gebrauchshundprüfung A 1 bis 3 ) 
 
合計２００点 
 
作業犬試験Ａ１～Ａ３はＩＰＯ１～３の追求を除いた〝服従＋防衛〟を行う。 
 
試験でこの訓練資格を得たとしてもショーまたは展覧会規定、繁殖規定、選定規定で有効

とならない。 
 

合計点 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

200 0～139 140～159 160～179 180～190 191～200 

 
 
 

FPr 1 - 3 ( Fährtenprüfung 1 - 3 ) 
 
追求試験レベル１～３はＩＰＯ１～３の〝追求〟を単課目で行う。 
この単課目は最低４名の出場者（ＢＨ／ＶＴが最低４頭、またはＩＰＯが最低４頭、また

はＦＨが最低４頭、あるいはＢＨ／ＶＴ、ＩＰＯ、ＦＨの出場合計が最低４頭）がある試

験において付け加えて実施することができる。 
どのレベルに出場するかは指導手が自由に決めることができる。 
 
試験でこの訓練資格を得たとしてもショーまたは展覧会規定、繁殖規定、選定規定で有効

とならない。 
 

満点 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

100 0～69 70～79 80～89 90～95 96～100 
 
追求試験は必ずしもレベル１～３の順序で行う必要はない。 
 
 
 

UPr 1 - 3 ( Unterordnungsprüfung 1 - 3 ) 
 
服従試験レベル１～３はＩＰＯ１～３の〝服従〟を単課目で行う。 
この単課目は最低４名の出場者（ＢＨ／ＶＴが最低４頭、またはＩＰＯが最低４頭、また

はＦＨが最低４頭、あるいはＢＨ／ＶＴ、ＩＰＯ、ＦＨの出場合計が最低４頭）がある試

験において付け加えて実施することができる。 
どのレベルに出場するかは指導手が自由に決めることができる。 
 
試験でこの訓練資格を得たとしてもショーまたは展覧会規定、繁殖規定、選定規定で有効

とならない。 
 

満点 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

100 0～69 70～79 80～89 90～95 96～100 
 
服従試験は必ずしもレベル１～３の順序で行う必要はない。 
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SPr 1 - 3 ( Schutzdienstprüfung 1 - 3 ) 
 
防衛試験レベル１～３はＩＰＯ１～３の〝防衛〟を単課目で行う。 
この単課目は最低４名の出場者（ＢＨ／ＶＴが最低４頭、またはＩＰＯが最低４頭、また

はＦＨが最低４頭、あるいはＢＨ／ＶＴ、ＩＰＯ、ＦＨの出場合計が最低４頭）がある試

験において付け加えて実施することができる。 
どのレベルに出場するかは指導手が自由に決めることができる。 
 
試験でこの訓練資格を得たとしてもショーまたは展覧会規定、繁殖規定、選定規定で有効

とならない。 
 
注意：防衛だけの単課目競技会の開催は許可されない。 
 

満点 
不可 

Mangelhaft 
可 

Befriedigend
良 

Gut 
特良 

Sehr Gut 
優 

Vorzüglich 

100 0～69 70～79 80～89 90～95 96～100 
 
防衛試験は必ずしもレベル１～３の順序で行う必要はない。 
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IPO-VO 
 

Fährten 追求 １００点  
Unterordnung 服従 １００点  
Schutzdienst 防衛 １００点 合計 ３００点

 
【出場規定】 
 
犬は試験日に受験可能年齢に達していなければならない。例外は認められない。 
受験の前提条件として各国の団体の規定に従いＢＨ／ＶＴに合格していなければならない。 
ＩＰＯ－ＶＯは３セクションである。訓練審査員が１日で審査できるのは最大１２頭。 
 
【全般規定】 
 
ＩＰＯ－ＶＯ（国際作業犬基礎試験）はＩＰＯ１試験への予備段階としてＦＣＩ作業犬委

員会によって考案された。この試験は以下のように使用できる。（ＩＰＯ－ＶＯを実施する

かどうかは各国の団体が決定する） 
 
１ ．成犬クラス出場申し込みのための訓練資格として。 

２．ＩＰＯ－ＶＯをＩＰＯ１受験の前段階として。 
 
ＩＰＯ－ＶＯは、委員会においてドイツ語で検討されて作成された。他の言語に訳して解

釈不能な部分があったときはドイツ語の原版を標準とする。 
 
特に明示された規定を除き、ＩＰＯ－ＶＯに関する規定はＩＰＯ２０１２（本試験規定）

に準ずる。 
 
【性格テスト】 
 
試験の一番最初に行われるセクションの前に、審査員は犬の性格（本質）テストを行わな

ければならない。全般規則〝性格テスト〟を参照適用。 
 

IPO-VO〝A〟Fährten 追求 
 
「指導手による印跡」、「最低２００歩」、「直線コース×２」、「コーナー×１（約９０°）」、 
「指導手所有の物品×１」、「印跡後の待機時間なし」、「作業制限時間１０分」 
 

出発 １０点 

追求コース（２９＋３０） ５９点 

コーナー １０点 

物品（１１＋１０） ２１点 

合計 １００点 

 
犬が物品を一つも発見できなかった場合、追求の評価は最高でも〝Befriedigend／可〟 
 
【全般規定】 
 
出発地点の左側にはっきりとした目印を地面に差し立てなければならない。 
 
印跡者（指導手）は印跡前に審査員または追求会場の責任者に物品を提示する。物品は指

導手の臭いがよく付いたものを使用する。大きさは長さ約１５ｃｍ。幅３～５ｃｍ。厚さ

約～１ｃｍ。色は地面と極端に違ってはいけない。印跡者（指導手）は出発点にしばらく

立ち止まった後、通常の歩き方で指示された方向に歩き出す。コーナーも通常の歩き方で

印跡する（〝追求コーナーの印跡〟参照）。 
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チーム（指導手と犬）が適切な追求をするために、印跡の前後に審査員および帯同者は追

求会場に立ち入ってはいけない。 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Suchen／捜す〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手は犬に必要な装備の装着を申告前に済ませておく。犬には１０ｍのリードを付ける

ことができる（追求リードなしでもよい）。１０ｍリードは首を絞めない状態の首輪に繋ぐ。

指導手と犬は審査員のもとで基本姿勢をとり、犬が物品を発見したら『くわえ上げる』ま

たは『指示する』のどちらであるかを申告する。指導手は作業の開始前、追求を命じると

き、全追求作業中、あらゆる強制を犬にしてはならない。 
 
審査員の指示で、指導手は犬をゆっくりとそして静かに出発点へと導き追求を開始する。

追求リードは、犬の背中の上、側面、またはわきの下、あるいは前足と後ろ足の両方の間

を通す。または追求装備に繋ぐ（使用が可能なのは、胸部ハーネス、または Böttchergeschirr
／リードを繋ぐ部分が胸下にある一本式タイプ。これ以外にさらにベルト類を付けること

はできない）。この準備のために出発点の約２ｍ手前で短時間、犬を座らせてもよい。出発

点で犬は集中した状態で静かにそして深い鼻使いで臭いを嗅ぎつけなければならない。 
 
出発後も犬は深い鼻使いで安定したテンポと集中力を持続して追求コースを進まなければ

ならない。指導手はリードの端を持ち１０ｍの間隔をあけて進む。リードにはゆとりがあ

ってもよい。リードなしで追求する場合も１０ｍの間隔をあける。コーナーにおいても犬

は確実に足跡を追わなければならない。 
 
犬は物品を発見したら、指導手の補助を受けることなく申告通りの方法で、直ちにくわえ

上げるか、説得力のある指示を行う。くわえ上げる場合は、立ち姿勢、座る、あるいは指

導手のもとに持ってくることが可能である。犬が物品を持来するときは指導手は立ち止ま

る。くわえ上げてさらに進んだり、くわえて伏せることは誤った行動である。指示は、伏

せる、座る、または立ち姿勢で行うことができる。犬が物品を指示、あるいはくわえ上げ

たら、指導手はリードを放して犬のもとに行き、発見した物品を高く持ち上げて審査員に

示す。 
 
ｃ）評価： 
 
「集中した」、「安定した」、「説得力」のある追求作業。犬がこのような肯定的な態度であ

れば「きびきびとした」あるいは「ゆっくりの」いわゆる〝追求スピード〟を差別評価す

る基準は特にない。説得力のある態度で追求コースから離れなければ、追求中の犬が左右

を少し確認しても評価に影響しない。 
 
「むだに嗅ぎ回る」、「高い鼻使い」、「排泄行為」、「コーナーでの旋回」、「指導手が絶え間

なく励ます」、「追求中あるいは物品に対してのリードまたは声による補助行為」、「誤った

物品のくわえ上げまたは指示」、「物品以外の物に指示を行った」これらはその度合いに応

じて評価が下がる。 
 
犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてしまった場合、追求作業は中止される。追

求コースから逸脱する犬を指導手が引き止めようとした場合、審査員は犬に追従するよう

に指導手に指示する。その指示に指導手が従わなかった場合、追求作業は中止される。出

発点から犬がスタートした後、「１０分以内」に最終地点に到達しなければ追求作業は中止

される。中止となった地点までの評価／得点は与えられる。 
 
各コースはそれぞれ評価と点数で審査される。犬が追求コース上にいたとしても捜すこと

をしない（長い間同じ場所にとどまって捜そうとしない）場合も作業は中止される。 
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IPO-VO〝B〟Unterordnung 服従 
 

課題１：リード付き脚側行進 ３０点 

課題２：リードなし脚側行進 ２０点 

課題３：常歩行進中の伏せと招呼 １５点 

課題４：持来（任意物品） １０点 

課題５：８０ｃｍ障害（往復） １０点 

課題６：状況下での休止 １５点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
ＩＰＯ－ＶＯでは基本姿勢をとる際、〝Absitzen／座れ〟を命令してもよい。 
 

IPO-VO B １．リード付き脚側行進 ３０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手とリード付きの犬は審査員の前まで行き犬を座らせて申告をする。 
基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は「注意して」、「喜んで」右肩甲部と指導手の左

膝が揃う位置で歩く。リードはピンと張らずに持つ。 
 
『常歩３０歩』→『左反転ターン』→『常歩１５歩』→『右折』→『常歩１５歩』→『左

折』→『グループ内行進』→『グループ内で指導手停止』→『グループから離れて出発点

で終了基本姿勢』 
 
最初の直進を行進中に最低１５歩の距離から５秒の間隔で２回の発砲が行われる（口径６

ｍｍ）。犬は発砲に対して無関心でなければならない。グループは最低４人で構成されてお

り静かに動いている。 
 
ｃ）評価： 
 
「前に出る」、「横に離れる」、「遅れる」、「余分な命令」、「体を使った補助行為」、「注意力

に欠ける」、「意気消沈」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 

IPO-VO B ２．リードなし脚側行進 ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
課題１〝リード付き脚側行進〟の終了基本姿勢の場面から・・・ 
〝リードを外す〟そして、基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は「注意して」、「喜ん

で」右肩甲部と指導手の左膝が揃う位置で歩く。 
 
『常歩３０歩』→『左反転ターン』→『常歩１５歩』→『右折』→『常歩１５歩』→『左
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折』→『常歩１５歩』→『指導手停止（終了基本姿勢）』 
 
終了基本姿勢を示した後〝リードを付ける〟 
 
ｃ）評価： 
 
「前に出る」、「横に離れる」、「遅れる」、「座る動作が遅いまたは躊躇して座る」、「余分な

命令」、「体を使った補助行為」、「注意力に欠ける」、「意気消沈」これらは度合いに応じて

評価が下がる。 
 

IPO-VO B ３．常歩行進中の伏せと招呼 ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Herankommen／招呼〟〝in Gst gehen
／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
〝リードを外す〟そして、基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。歩き出し

て１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩度を変えたり、振り向いた

りせずに〝伏せ〟の命令をする。犬は直ちに伏せる。指導手はそのまま１５歩進んで立ち

止まり、静かに伏せている犬の方に向き変える。審査員の指示で〝招呼〟の命令をする。

または犬の名前を呼ぶ。犬は喜んで、スピィーディに、一直線に指導手のもとに来て、接

近して真っ直ぐに正面停座をする。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作

で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。終

了基本姿勢を示した後〝リードを付ける〟 
 
ｃ）評価： 
 
「助走での誤り」、「伏せる動作が遅い」、「伏せているときに落ち着きがない」、「指導手の

もとへ来る速度が遅い」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座

から終了基本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
〝伏せ〟の命令に対して犬が座るまたは立っている場合は減点７点となる。 
 

IPO-VO B ４．持来（任意物品） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
基本姿勢で〝リードを外す〟そして、指導手持参の任意物品を最低５歩前方に投げる。物

品が静止したら〝持来〟の命令をする。静かに自主的に座っていた犬はスピーディに一直

線に物品へと走り、素早くくわえ上げてスピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。

接近して真っ直ぐに正面停座をして、物品は静かにそして固く保持する。指導手は次の〝

受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。次の〝基本姿勢

に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩

甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変え

てはいけない。終了基本姿勢を示した後〝リードを付ける〟 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「物品へ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「持ってくる速

度が遅い」、「物品を落とす」、「物品をもて遊ぶ」、「チューイングする」、「指導手が両足を
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広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行する際の誤り」「指

導手が立ち位置を変えずに補助」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不可〟

となる。犬が物品を持来できなかった場合はこの課題は０点となる。 
 

IPO-VO B ５．８０ｃｍ障害（往復） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Herankommen／招呼〟〝Zurückspringen／帰路飛越〟〝 in Gst 
gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は障害から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢とり〝リードを外す〟そして、

〝飛越〟の命令で静かに自主的に座っていた犬は障害を飛越し、着地したら犬の動きを止

めることなく帰路の〝飛越〟の命令を与える。犬は直ちに障害を飛越し、指導手に接近し

て真っ直ぐに正面停座する。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導

手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。終了基本

姿勢を示した後〝リードを付ける〟 
 
往路飛越の際、指導手は命令と同時に２歩動いて補助してもよい。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ためらったジャンプ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了

基本姿勢に移行する際の誤り」、「指導手の補助行為」これらは度合いに応じて評価が下が

る。犬が障害に接触した場合はその都度１点までの減点。足を掛けた場合はその都度２点

までの減点。 
 

IPO-VO B ６．状況下での休止 １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
〝服従〟は２頭で行われる。１頭は出発点で脚側行進のための基本姿勢をとり、もう１頭

は審査員が指示した位置で指導手とともに正しい基本姿勢をとり〝リードを外す〟審査員

の指示で〝伏せ〟の命令をかけて犬を伏せさせる。リードや何らかの物品を犬の側に置く

ことなく指導手は振り向かずに離れて試験会場内の最低２０歩離れた地点で犬に背を向け

て立つ（一般的にはテントの近く）。ペアのもう１頭の犬が課題１～３を実行している間、

犬は指導手の影響を受けることなく静かに伏せていなければならない。審査員の指示で指

導手は犬のもとに行き、犬の右側に立つ。審査員の指示で〝座れ〟の命令をかける。犬は

素早く真っ直ぐに座る。終了基本姿勢を示した後〝リードを付ける〟 
 
ｃ）評価： 
 
「指導手に落ち着きがない、こっそり犬に指示をする」、「伏せている犬に落ち着きがない」

または「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」これらは度合いに応

じて評価が下がる。場所を移動せずに立ち上がるまたは座った場合にはその失敗分を差し

引いた評価がされる。ペアのもう１頭の犬が課題３を実行し終えるまでに伏せていた位置

から３ｍ以上移動した場合はこの課題の評価は０点となる。 
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IPO-VO〝C〟Schutzdienst 防衛 
 

課題１：禁足と咆哮 １５点 

課題２：ヘルパーの逃走阻止 ３０点 

課題３：ヘルパーの攻撃阻止 ５０点 

課題４：護送 ５点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
特に明示された規定を除き、ＩＰＯ－ＶＯに関する規定はＩＰＯ２０１２（本試験規定）

に準ずる。 
 
ＩＰＯ－ＶＯでは〝ＴＳＢ〟評価は審査されない。防衛ヘルパーはソフトムチを所持して

いるが殴打することはない。威嚇のためだけに使用される。 
 
各咬補において、審査員の指示なしで〝放せ〟の命令ができる。 
第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
 
≪Ablassen／放す≫ 評価一覧表 
 
第１の命令で 第２の命令で 第２の命令で 第３の命令で 第３の命令で 第３の命令で

ためらって 
放した 

直ちに 
放した 

ためらって

放した 
直ちに 
放した 

ためらって 
放した 

放さない 
あるいは命 
令以外の方 
法で放した 

程度に応じて 
減点 0,5～3 

減点３ 
程度に応じて

減点 3,5～6
減点６ 

程度に応じて 
減点 6,5～9 

試験失格 

 

IPO-VO C １．禁足と咆哮 １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Revieren／パトロール〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬から約２０歩離れたテントの中に、犬から見えないようにヘルパーは立ってい

る。審査員の指示で犬からリードを外し〝パトロール〟の命令と腕による指示でヘルパー

のいるテントへと向かわせる。 
 
犬はヘルパーに対して積極的に「集中力のある禁足」と「持続性のある咆哮」を実行しな

ければならない。ヘルパーに飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。 
 
審査員の指示で指導手は直ちに犬のもとに行き犬の首輪をしっかりと掴む。 
 
ｃ）評価： 
 
犬は〝厳しい咆哮〟と〝圧力のある禁足〟を行う。それらが不足していたり持続性に欠け

る場合は度合いに応じて評価が下がる。ヘルパーにからむ行為、例えばつついたり、飛び

ついたり等は３点までの減点。防衛片袖を強く咬んだ場合は１２点までの減点。ヘルパー

のもとを離れた場合、禁足と咆哮は〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。犬がヘル
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パーに対して無関心な場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO-VO C ２．ヘルパーの逃走阻止 ３０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Abwehren／逃走阻止〟〝Ablassen／放す〟 
 
ｂ）実行： 
 
禁足咆哮中の犬の首輪を指導手がしっかりと掴んで静かに犬を後退させたら、ヘルパーは

テントから静かに出る。そして逃走のために駆け出す。審査員の指示で指導手は〝逃走阻

止〟の命令とともに掴んでいた首輪を放して犬をヘルパーに向かわせる。犬は自主的にエ

ネルギッシュかつ力強い咬捕で効果的に逃走を阻止する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ

咬捕することが許されている。審査員の指示でヘルパーは停止する。ヘルパーが完全に停

止した後、犬は直ちに防衛片袖を放す。指導手は審査員の指示なしでタイミングよく〝放

せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は犬のもとに行き首輪をしっかりと掴む。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早くエネルギッシュな反応と追補」、「力強い咬捕」、「落ち着いた咬補

での効果的な逃走阻止」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い位置での注意

力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。ヘルパーの逃走に対して約

２０歩以内に咬捕して逃走を阻止できなかった場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO-VO C ３．ヘルパーの攻撃阻止 ５０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Abwehren／攻撃を防御〟〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
「ヘルパーの逃走阻止の最終場面から続けて」～ 指導手は犬の首輪を保持し続ける。この

とき、犬の興奮をかき立ててはいけない。審査員の指示でヘルパーは指導手と犬から歩い

て離れる。ヘルパーは約２０歩離れたら振り返って指導手と犬に向かって大声を上げて激

しく威嚇する。指導手は犬に〝攻撃防御〟の命令をかけて発進させる。ヘルパーの攻撃に

対して犬は躊躇することなくエネルギッシュかつ力強い咬捕で攻撃を阻止する。犬はヘル

パーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。審査員の指示でヘルパーは停止する。

ヘルパーが完全に停止した後、犬は直ちに防衛片袖を放す。指導手は審査員の指示なしで

タイミングよく〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って
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いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。そして犬にリードを付ける。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「エネルギッシュな防御と力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、

「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下が

る。 
監視状態の犬が「ヘルパーを見放して離れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留

まった」場合、ヘルパーの攻撃阻止は〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。 
 

IPO-VO C ４．護送 ５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
ヘルパーを審査員に引き渡すために約１０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側行進〟または

〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導手の中間位置

で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そのとき、ヘル

パーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の前で側面護送

を停止する。犬は指示なしで座る。そして審査員に〝防衛〟の終了を報告する。 
 
ｃ）評価： 
 
度合いに応じて評価が下がる重要な判断基準： 
ヘルパーを注意して監視する。正しい脚側行進（リードは緩められた状態で）。 
 
 
ＩＰＯ－ＶＯ脚側行進要領図： 

左反転

ターン

群衆
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IPO 1 
 

Fährten 追求 １００点  
Unterordnung 服従 １００点  
Schutzdienst 防衛 １００点 合計 ３００点

 
【出場規定】 
 
犬は試験日に受験可能年齢に達していなければならない。例外は認められない。 
受験の前提条件として各国の団体の規定に従いＢＨ／ＶＴに合格していなければならない。 
 

IPO 1〝A〟Fährten 追求 
 
「指導手による印跡」、「最低３００歩」、「直線コース×３」、「コーナー×２（約９０°）」、 
「指導手所有の物品×２」、「印跡後最低２０分待機」、「作業制限時間１５分」 
 

追求コース ７９点 

物品（１１＋１０） ２１点 

合計 １００点 

 
犬が物品を一つも発見できなかった場合、追求の評価は最高でも〝Befriedigend／可〟 
 
【全般規定】 
 
追求コースは担当審査員または追求会場の責任者が追求会場の地形を考慮して決定する。

追求コースはさまざまなパターンを準備する。例えば、このようなことをしてはならない

『コーナーから物品までの間隔がいつも同じ距離』等々。 
出発地点の左側にはっきりとした目印を地面に差し立てなければならない。 
 
印跡の配置場所（スタート順）は、印跡前に審査員立ち会いのもと、くじ引きで決定する。 
 
【追求会場】 
 
追求作業は自然のあらゆる地表条件で行われる。例えば、草地、耕作地、森林地帯。 
さまざまな条件の追求会場がすべての試験段階において使用可能である。 
足跡が見える会場はできるだけ使用を避ける。 
 
【印跡】 
 
担当審査員または追求会場責任者の責務： 
 
 ≫ 追求会場の割り振り 
 ≫ 印跡者への指示 
 ≫ 印跡された追求コースの監視 
 
各追求コースは会場の地形に合わせて決定される。 
 
印跡は自然な歩行で実行する。不自然で補助的な印跡は全追求コース（直線、コーナー、

物品配置地点）でしてはならない。 
 
印跡者（指導手）は印跡前に審査員または追求会場の責任者に物品を提示する。物品は指

導手の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。印跡者（指導手）は出発

点にしばらく立ち止まった後、通常の歩き方で指示された方向に歩き出す。引っ掻いて歩

いたり、中断したりせずに印跡する。各直線コースは最低３０歩なければならない。コー

ナーも通常の歩き方で印跡する。コーナー（約９０°）においても、引っ掻いて歩いたり、
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中断するような歩行をしてはならない。ただし、コーナーに続く次のコースへの進入がス

ムーズに行えるように注意する（〝追求コーナーの印跡〟参照）。 
 
印跡前に追求コースの下書（下見）をしてはならない（コーナーや物品の位置に目印を置

いてはいけない）。犬は印跡の様子が見えない所で待機させる。 
 
【物品配置】 
 
第１物品は最低１００歩進んだ第１コースまたは第２コースに置く。第２物品は追求コー

スの最終地点に置く。コーナーの前後２０歩以内に物品を置いてはならない。物品は立ち

止まらずに置く。最終物品を置いた後、指導手（印跡者）はさらに数歩、同じ方向に進む。 
 
【追求物品】 
 
物品は指導手の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。素材の異なる２

種類の物品でなければならない（素材の例：皮、繊維製品、木）。物品の大きさは長さ約１

０ｃｍ。幅２～３ｃｍ。厚さ０､５～１ｃｍ。色は地面と極端に違ってはいけない。 
 
地区開催以上のＩＰＯ２、３、そしてＦＨ試験の追求物品にはすべて番号が記入される。

その番号は追求コースの番号と一致しなければならない。 
 
チーム（指導手と犬）が適切な追求をするために、印跡の前後に審査員、印跡者、帯同者

は追求会場に立ち入ってはいけない。 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Suchen／捜す〟 
命令は出発点と第１物品発見後または〝間違った物品指示〟の再スタート時に使用できる 
 
ｂ）追求作業の実行と評価： 
 
指導手は犬に必要な装備の装着を申告前に済ませておく。犬には１０ｍのリードを付ける

ことができる（追求リードなしでもよい）。１０ｍリードは首を絞めない状態の首輪に繋ぐ。

指導手と犬は審査員のもとで基本姿勢をとり、犬が物品を発見したら『くわえ上げる』ま

たは『指示する』のどちらであるかを申告する。 
 
追求リードは最低１０ｍでなければならない。審査員による、リードの長さ、首輪および

追求装備のチェックは試験の開始前にのみ行うことができる。「Rollleinen／巻き取り式の

リード」を使用することはできない。 
 
指導手は作業の開始前、追求を命じるとき、全追求作業中、あらゆる強制を犬にしてはな

らない。 
 
【出発】 
 
審査員の指示で、指導手は犬をゆっくりとそして静かに出発点へと導き追求を開始する。 
追求リードは、犬の背中の上、側面、またはわきの下、あるいは前足と後ろ足の両方の間

を通す。または追求装備に繋ぐ（使用が可能なのは、胸部ハーネス、または Böttchergeschirr
／リードを繋ぐ部分が胸下にある一本式タイプ。これ以外にさらにベルト類を付けること

はできない）。この準備のために出発点の約２ｍ手前で短時間、犬を座らせてもよい。 
 
犬は出発において確信的でなければならない（物品発見後の再スタート時も）。 
リードは指導手によって、ある程度のゆとりが作られなければならない。 
 
出発点で犬は集中した状態で静かにそして深い鼻使いで臭いを嗅ぎつけなければならない。

臭いを嗅ぎつける際に指導手は〝捜せ〟の命令以外にあらゆる補助をしてはならない。 
審査員は、犬が出発でどれだけの時間、嗅ぎ取りに執着するかを見るのではなく、犬が出

発でどれだけ強く嗅ぎ取ったのかを、第一コースでの追求態度で判断しなければならない。 
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出発で嗅ぎ取り（スタート）に３回失敗した場合、追求作業は中止される。 
 
出発後も犬は深い鼻使いで安定したテンポと集中力を持続して追求コースを進まなければ

ならない。指導手はリードの端を持ち１０ｍの間隔をあけて進む。リードにはゆとりがあ

ってもよい。そのリードが地面に接触しても問題ない。しかし、大きくたるませて犬との

間隔を短くしてはならない。リードなしで追求する場合も１０ｍの間隔をあける。 
 
【追求実行】 
 
犬は「集中して」、「持続的に」、「できるだけ安定したテンポ（地形の難易度に応じた）」で

追求作業を実行しなければならない。安定しており、説得力のある作業であれば、追求の

テンポ「きびきびとした、あるいは、ゆっくりとした」は評価の基準とならない。 
指導手は必ずしも追求コースを踏み外すことなく歩く必要はない。 
 
【コーナー】 
 
コーナーにおいても犬は確実に足跡を追わなければならない。説得力があり足跡から体が

離れなければ評価に影響しない。コーナーでの旋回は誤りである。コーナーを通過した後

も犬は同じテンポで進まなければならない。コーナーの領域（前後も含む）においても可

能な限り、指導手は犬との定められた間隔を保つ。 
 
【物品の指示またはくわえ上げ】 
 
犬は物品を発見したら、指導手の補助を受けることなく申告通りの方法で、直ちにくわえ

上げるか、説得力のある指示を行う。くわえ上げる場合は、立ち姿勢、座る、あるいは指

導手のもとに持ってくることが可能である。犬が物品を持来するときは指導手は立ち止ま

る（犬の方に向かって歩いてはいけない）。指示は、伏せる、座る、または立ち姿勢で行う

ことができる（その動作が物品ごとに変わっても問題ない）。 
 
犬が物品を指示、あるいはくわえ上げたら、指導手はリードを放して犬のもとに行き、発

見した物品を高く持ち上げて審査員に示す。犬が指示した物品を拾い上げる、またはくわ

え上げた物品を受け取るときの、指導手の立ち位置は犬の横でなければならない。 
 
犬の指示態度に説得力があるならば、指示した物品に対して犬の体が少し斜めとなっても

評価に影響しない。物品の横で指示したり、指導手の方向に体を強く傾けて指示すること

は誤りである。くわえ上げてさらに進んだり、くわえて伏せることは誤った行動である。

〝くわえ上げ〟と〝指示〟の両方を行った場合は評価が下がる。指導手の強い補助によっ

て発見した物品は通過（未発見）と見なされる。それは例えば『物品に対して指示をせず

に先に進もうとする犬を、指導手がリードの操作あるいは命令で物品に留め置いた場合』 
 
犬は、指示またはくわえ上げを行った位置で再スタートまで静かに待たなければならない。

再スタートの際、指導手は首輪または追求装備に連結されたリードを短く持ち〝捜せ〟の

命令で再び犬に追求を開始させる。 
 
【追求コース逸脱】 
 
追求コースから犬が逸脱することを指導手が防ごうとした場合、審査員は指導手に対して

犬に追従するように指示する。指導手はその指示に従わなければならない。このとき、指

導手が審査員の指示に従わなかったり、犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてし

まった場合（リードなしの場合も同じ）、追求作業は中止される。 
 
【犬を褒める】 
 
ＩＰＯ－ＶＯとＩＰＯ１でのみ追求作業中の犬を「ときどき褒める」ことができる（〝捜

せ〟を褒め言葉として使用してはいけない）。この「ときどき褒める」ことはコーナーでは

使用できない。物品発見時にも短く褒めることができる（物品を拾い上げる前、あるいは

物品を審査員に示してポケットに入れた後のいずれか一度だけ）。 

Copyright © 2011 Masuda Haruo. All Rights Reserved. 



Internationale Gebrauchshundprüfungen   39 / 103 

 
【作業終了報告】 
 
最終物品の発見後に、審査員のもとへ行き追求作業の終了報告を行う。基本姿勢をとり犬

が発見した物品を提示する。その後、審査員の講評がなされ、評価と得点が発表される。 
審査員のもとへ行く際に遊んだりエサを与えたりしてはならない。 
 
【評価】 
 
セクションＡ〝追求〟の審査は出発の場面から開始される。 
 
犬に期待するのは：適切な訓練による「説得力のある」、「集中した」、「持続力のある」嗅

覚作業。 
 
指導手は：任務実行中の犬の精神状態や体感状況を、犬の反応から正しく理解して犬が集

中して追求作業ができる状況を保つように注意する。 
 
審査員は犬だけを、あるいは指導手だけを見るのではなく「追求会場の状況」、「天候」、「追

求コース以外の誘惑」、「進行時間」を観察しなければならない。それらすべての要因に基

づいて評価が決定されなければならない。 
 
≫ 追求態度（例：直線での追求テンポ、コーナーの前後、物品の前後）  
≫ 訓練水準（例：落ち着きのない出発、意気消沈、逃避的）  
≫ 指導手による補助は許されない  
≫ 追求作業における困難  

       ・地面の条件（密集したつる草、砂、地面の変化、肥料） 

       ・風の条件 

       ・けもの道 

       ・天候（暑さ、寒さ、雨、雪） 

      ・天候の変化 
 
評価はこれらの条件を考慮して決定されなければならない。 
 
指導手と装備完了の犬が申告をした後、審査員は適確な審査位置に立つ、または追求作業

を追尾する。そして、指導手が犬に対して何らかの影響を及ぼすような態度や命令を行っ

ていないかを観察する。 
 
犬との距離は作業中の犬に影響を及ぼさないように、そして指導手の邪魔にならないよう

に配慮する。審査員は追求作業全体を体感しなければならない。 
 
審査員は犬の作業がどれほど意欲的かつ確実であるか、あるいは不確実または粗略である

かを見極めて評価しなければならない。 
 
「集中した」、「安定した」、「説得力」のある追求作業。犬がこのような肯定的な態度であ

れば「きびきびとした」あるいは「ゆっくりの」いわゆる〝追求スピード〟を差別評価す

る基準は特にない。 
 
説得力のある態度で追求コースから離れなければ、追求中の犬が左右を少し確認しても評

価に影響しない。「むだに嗅ぎ回る」、「排泄行為」、「コーナーでの旋回」、「指導手が絶え

間なく励ます」、「追求中あるいは物品に対してのリードまたは声による補助行為」、「誤っ

た物品のくわえ上げまたは指示」、「物品以外の物に指示を行った」これらはその度合いに

応じて評価が下がる（それぞれ最大４点までの減点）。 
 
「ひどくむだに嗅ぎ回る」、「集中力不足の追求」、「慌てた追求」、「排泄行為」、「ねずみ取

りの仕草」およびこれらに類するものに関しては（それぞれ最大８点までの減点）。 
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犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてしまった場合、追求作業は中止される。追

求コースから逸脱する犬を指導手が引き止めようとした場合、審査員は犬に追従するよう

に指導手に指示する。その指示に指導手が従わなかった場合、追求作業は中止される。 
 
出発点から犬がスタートした後、「ＩＰＯ１およびＩＰＯ２は１５分以内」、「ＩＰＯ３は

２０分以内」に最終地点に到達しなければ追求作業は中止される。中止となった地点まで

の評価／得点は与えられる。 
 
犬が物品ごとに〝くわえ上げ〟と〝指示〟の異なった発見動作をすることは誤りである。

発見動作は申告通りでなければならない。 
 
「物品に対する誤った指示またはくわえ上げ」、「物品以外の物に指示を行った」その度合

いに応じてそれぞれ最大４点までの減点（再スタートを行ったので）。物品以外の物に指示

を行った犬が指導手の命令なしで直ぐに自発的に再スタートした場合は減点２点（再スタ

ートを行っていないので）。 
 
印跡者によって設置された物品を一つも発見できなかった場合、セクションＡ〝追求〟の

評価は最高でも〝Befriedigend／可〟となる。物品未発見の場合、追求作業における課題の

一つである〝物品発見後の再スタート〟を実行できないということを考慮しなければなら

ない（物品発見後の再スタートにおける犬の態度を審査員が評価できない）。 
 
追求中、野生動物の出現により、犬が狩猟本能行動を示したときに、指導手は犬に対して

〝伏せ〟を命令することができる。犬がそれに従った場合は審査員の指示で追求作業は続

行される。犬が従わなかった場合は試験は中止される（評価：不服従のために試験失格）。 
 
【中止／失格】 
 

行動・態度 結果・記録 

出発地点において犬はスタートを３回失敗した。 〝追求中止〟 

全段階に適用：犬が追求コースからリード分１０ｍ以

上離れた場合。あるいは、コースを離脱した犬に追従

するように審査員が指示したのに指導手が従わない。 
 
犬が制限時間内に追求最終地点に到達できなかった。 
ＩＰＯ１、２＝１５分 ＩＰＯ３＝２０分 

〝追求中止〟 
 

中止となった地点までの 
評価／得点が与えられる 

 
審査講評は中止地点まで！ 

くわえ上げた物品を犬が放さない。 
 
犬が野生動物を追いかけて再開不可能 

〝試験失格〟不服従のため 

 
【ＩＰＯ１ 追求コースパターン】 
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IPO 1〝B〟Unterordnung 服従 
 

課題１：脚側行進（リードなし） ２０点 

課題２：常歩行進中の座れ １０点 

課題３：常歩行進中の伏せと招呼 １０点 

課題４：ダンベル持来（６５０ｇ） １０点 

課題５：１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題６：斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題７：前進と伏せ １０点 

課題８：状況下での休止 １０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
指導手と『リード付きの犬』は、審査員のもとで基本姿勢をとり申告を行う。 
その後にリードを外す。 
 
服従で特に注意すべきこと：『自信を取り除かれて単に表面的に演じさせられているだけで、

犬が仕事をすることの喜びを無くしてしまっていないかを観察しなければならない』 
 
全課題において犬は指導手の要求に対して集中して喜んで仕事をする。この喜んで実行す

るすべての仕事は同時に正確さも求められる。もちろん、それは評価の判断に影響する。 
 
指導手がある課題の実行を忘れた場合（部分的ではなく）、審査員はそのことを指摘して未

公開の課題実行を要求する。このことによる減点はない。 
課題実行中にその課題のある部分を行わなかった場合は評価に影響する。 
 
審査員は遅くとも服従が開始されるまでに、使用する用具を国際試験規定に照らし合わせ

て点検する。その用具は国際試験規定に適合していなければならない。 
 
〝脚側行進〟と〝状況下での休止〟の実行中に発砲が行われる（口径６ｍｍ）。 
 
審査員の指示で課題の実行が開始される。その後の方向変換、指示なし停座、歩度の変更、

などは審査員の指示なしで実行する。 
 
命令の規則は本規定書に明記されている。命令は普通に発音される短い一単語を使用する。

どのような言語でも使用可能であるが、同じ動作を要求するための命令は常に同じでなけ

ればならない。指導手が命令を三回使用したにもかかわらず、犬が課題またはその課題の

中で必要な動作が実行できなかった場合、その課題作業は中止され評価は与えられない（例

外あり）。〝招呼〟の命令は犬の名前に置き換えてもよい。犬の名前とそれ以外に何らかの

命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
【課題開始】 
 
各課題は審査員の指示によって開始される。 
 
【基本姿勢】 
 
もう一方の指導手と犬が〝状況下の休止〟位置で基本姿勢をとるタイミングに合わせて、

出発点で脚側行進のための基本姿勢をとる。この２頭の基本姿勢から審査が開始される。 
 
各課題は基本姿勢から開始して基本姿勢で終了する。基本姿勢での指導手はスポーツマン

らしく振る舞う。足は必要以上に広げずに自然に揃えて立つ。 
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基本姿勢は一度だけ許されている（やり直しや動作緩慢は評価が下がる）。指導手と犬は前

方への動きを止めて基本姿勢をとる（指導手がステップバックして犬を後退させながらと

る基本姿勢は誤り）。犬は「密着して」、「真っ直ぐに」、「静かに」、「注意して」指導手の左

側で犬の肩と指導手の膝が揃うように座る。 
 
犬を短く褒める行為は、各課題での終了基本姿勢を明確に示した後、基本姿勢のままで褒

める。その後、指導手は新しい基本姿勢をとる。褒めることと次の新しい開始の間には、

明確な約３秒の〝間〟を作らなければならない。 
 
いわゆる〝助走（犬と指導手の行進）〟は基本姿勢から開始される。指導手（と犬）は助

走中の最低１０歩～最大１５歩までの間で定められた課題を実行しなければならない。 
 
指導手の正面に座った犬を移動させて基本姿勢をさせるとき、そして「座っている」、「立

っている」、「伏せている」犬の右側に立ち次の行動命令を与える前に、明確な約３秒の〝

間〟を作らなければならない。 
 
何らかの姿勢で待っている犬のもとに指導手が行き、犬の右側に立つとき、犬の正面から

直接、あるいは犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
基本姿勢と助走での誤りはその課題の評価に影響する。 
 
次の課題のために移動が必要なときも脚側行進を実行する。犬を自由にしたり、遊んだり

してはいけない。持来用のダンベルを取りに行くときも犬と一緒に行かなければならない。 
 
指導手は反転ターンを必ず左回転で実行する（Ｕの字で歩くのではなく、その場で１８０

度左回転する）。犬は左回転中の指導手の周囲を小回りでくるっと回る。あるいは指導手と

の位置関係を変えずに指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度ひねる。 
試験ではどちらかのパターンに統一されていなければならない。 
 
犬が正面停座の後、基本姿勢の位置（指導手の左側）へ移動する際、指導手の後ろを小回

りでくるっと回る、あるいは頭を軸に体を１８０度ひねってのどちらでもよい。 
 
障害の素材は堅く、高さ１００ｃｍ、幅１５０ｃｍとする。斜壁は幅１５０ｃｍ、長さ１

９１ｃｍの二枚の板が上部で連結されており、４０度に広げて設置したときに頂点が地面

から１８０ｃｍとなるように設計されている。斜壁は全体に滑り止めの加工がされていな

ければならない。両壁面の上半部分にはそれぞれ３本ずつ、２４ｍｍ×４８ｍｍの登坂補

助の角材が取り付けられている。試験では全出場犬が同じ障害・斜壁を飛越しなければな

らない。 
 
持来をともなう課題においては、木製ダンベルの使用だけが許されている。全出場者は主

催者が準備したダンベルを使用しなければならない。持来をともなう課題の実行前にダン

ベルを犬にくわえさせてはいけない。 
 
【課題の分割】 
 
２部門で構成された課題「行進中の座れ」「行進中の伏せと招呼」「行進中の立止」「行進中

の立止と招呼」これらは２分割されてそれぞれの区分が別々の評価を受ける。 
 
ａ）〝基本姿勢〟～〝助走〟～〝実行〟  ＝ ５点 

 
ｂ）〝実行後の態度〟～〝終了基本姿勢〟 ＝ ５点 

 
各課題に対する評価は〝開始基本姿勢〟から〝終了基本姿勢〟まで、犬の態度が注意深く

観察されて決定される。 
 
【追加の命令】 
 
犬が３回の命令で課題を実行できなかった場合、その課題の評価は〝Ｍ／不可〟（０点）
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となる（例外あり）。区分課題において犬が３回目の命令で実行した場合、その区分評価は

〝Ｍ／不可〟となる。 
 
招呼のための命令〝来い〟は犬の名前に置き換えてもよい。 
犬の名前と何らかの命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
追加の命令に対する評価： 
 
追加の命令１回（合計２回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｂ／可〟となる 

 
追加の命令２回（合計３回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｍ／不可〟となる 

 
例：区分課題５点 
 

正面停座から基本姿勢に移るための命令 
で犬は座ったまま。 
第２の命令（追加の命令１回目）で犬は 
基本姿勢へと移動した。 

区分評価〝Ｂ／可〟＝－１,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｇ／８,５点となる 

前進中の犬が伏せの命令を無視して走っ 
た。第２の命令（追加の命令１回目）で 
犬は止まって座った。第３の命令（追加 
の命令２回目）で犬は直ちに伏せた。 

区分評価〝Ｍ／不可〟＝－２,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｂ／７,５点となる 

 

IPO 1 B １．脚側行進（リードなし） ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Fuß gehen／脚側行進〟 〝 
命令は歩き出すとき（出発と各停止後）と歩度を切り替えるときだけ使用できる。 
方向変換時（反転ターン、右折、左折）に命令を使用した場合は評価が下がる。 
 
ｂ）実行：（実施要領図参照） 
 
指導手とリード付きの犬は審査員の前まで行き犬を座らせて申告をする。 
その後、犬からリードを外して脚側行進で出発地点に行き基本姿勢をとる。 
審査員の指示でこの課題が開始される。正しい基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は

「注意して」、「喜んで」、「真っ直ぐに」右肩甲部と指導手の左膝が揃う位置で歩く。 
 
２０１２年から、すべての試験における脚側行進の実施要領は下記に統一される。 
 
『常歩５０歩』→『①左反転ターン』→『常歩１０～１５歩』→『駆け足１０～１５歩』

→『ゆっくり歩く１０～１５歩』→『常歩に戻る』→『右折』→『約１５歩』→『右折』

→『約１５歩』→『②左反転ターン』→『①指導手停止』→『左折』→『グループ内行進』

→『グループ内で②指導手停止』→『出発点付近で終了基本姿勢』 
 
駆け足からゆっくり歩くへの切り替えは中間歩度を設けずに行う（それぞれ最低１０歩）。

各歩調は明確に区別された速度で行う。指導手が停止したら犬は指示なしで素早く真っ直

ぐに座る。グループは最低４人で構成されており静かに動いている。指導手と犬はグルー

プの１人に対して右回り、他の１人に対して左回りを実行し、最低１回、指導手はグルー

プ内で停止する。行進が不十分な場合、審査員はグループ内行進を繰り返すように要求す

ることができる。審査員の指示でグループから離れて脚側行進で出発点に戻りこの課題の

終了基本姿勢をとる。この終了基本姿勢を次の課題の開始基本姿勢としてもよい。 
 
反転ターンを実行するとき、指導手は必ず左回転で行う（Ｕの字を歩いて行うのではなく

体を軸にしてその場で１８０度回れ左）。 
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このときの犬の動作は２パターン可能： 
 
－  犬は左回転中の指導手の周囲をくるっと回る（右回りで）。 

－ 犬は指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度、左回転させる。 
 
試験中はどちらかのパターンに統一されていること。 
 
犬は常に肩甲骨と指導手の左膝が揃うポジションで歩く。前に出たり、遅れたり、離れて

歩いてはならない。最初の直進を行進中に最低１５歩の距離から５秒の間隔で２回の発砲

が行われる（口径６ｍｍ）。犬は発砲に対して無関心でなければならない。犬が銃声シャイ

の場合、試験失格となり既得の点数はすべて剥奪される。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「前に出る」、「横に離れる」、「遅れる」、「座る動作が遅いまた

は躊躇して座る」、「余分な命令」、「体を使った補助行為」、「各歩調の行進中の注意力に欠

ける」、「注意力に欠ける方向変換」、「意気消沈」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 

IPO 1 B ２．常歩行進中の座れ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Absitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝座れ〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに座る。

指導手はそのまま１５歩進んで立ち止まり、静かに注意して座っている犬の方に向き変え

る。審査員の指示で犬のもとに戻り犬の右側に立つ。このとき犬の正面から直接、あるい

は犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「座る動作が遅い」、「座っているときに落ち

着きがない、注意力に欠ける」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が座らずに伏せるまたは立っている場合は減点５点となる。 
座らなかったこと以外にも誤った態度がある場合は更なる減点対象となる。 
 

IPO 1 B ３．常歩行進中の伏せと招呼 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Herankommen／招呼〟〝in Gst gehen
／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝伏せ〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに伏せる。

指導手はそのまま３０歩進んで立ち止まり、静かに注意して伏せている犬の方に向き変え
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る。審査員の指示で〝招呼〟の命令をする。または犬の名前を呼ぶ。犬は喜んで、スピィ

ーディに、一直線に指導手のもとに来て、接近して真っ直ぐに正面停座をする。次の〝基

本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と

犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「伏せる動作が遅い」、「伏せているときに落

ち着きがない」、「指導手のもとへ来る速度が遅い」、「指導手のもとに来る途中で失速」、

「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行

する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
〝伏せ〟の命令に対して犬が座るまたは立っている場合は減点５点となる。 
 

IPO 1 B ４．ダンベル持来（６５０ｇ） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手はダンベル（６５０ｇ）を約１０ｍ前方に投げる。ダンベルを

投げる際に指導手は立ち位置を移動してはならない。ダンベルが静止したら〝持来〟の命

令をする。静かに自主的に座っていた犬はスピーディに一直線にダンベルへと走り、素早

くくわえ上げてスピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正面

停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令を

かけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、

腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指

導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実

行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「持ってく

る速度が遅い」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チューイングする」、「指

導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行する

際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不可〟

となる。犬がダンベルを持来できなかった場合はこの課題は０点となる。 
 

IPO 1 B ５．１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は障害から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢とり、指導手はダンベル（６

５０ｇ）を１ｍ障害の向こう側に投げる。ダンベルが静止したら〝飛越〟の命令をする。

静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟の命令で障害を飛越し（持来の命令は

犬がジャンプをしているときに与える）、スピーディに一直線にダンベルへと走り、素早く

くわえ上げて、直ちに障害を飛越し、スピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接
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近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の

〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダ

ンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令

で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真

っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとしたジャンプ」、「力強さに欠けるジャンプ（ためら

い）」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「ゆっくりとした帰路ジャ

ンプ」、「力強さに欠ける帰路ジャンプ（ためらい）」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをも

て遊ぶ」、「チューイングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正

面停座から終了基本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が障害に接触した場合はその都度１点までの減点。足を掛けた場合はその都度２点まで

の減点。 
 
障害持来の点数分配： 
 

往路ジャンプ ダンベル持来 帰路ジャンプ 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路ジャンプ－持来－帰路ジャンプ）の内、最低１回のジャンプと

〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
 
往 復のジャンプと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路のジャンプをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 

往復のジャンプに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、

あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。待機中の犬が障害の横をすり抜けて指導手を

追いかけて行った場合、この課題は中止され０点となる。待機中の犬は動いてしまったが

障害の手前で留まっている場合、続行可能であるが課題の評価が一つ下がる。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
往路ジャンプで強い接触により障害が倒れてしまった場合、この課題はやり直される（た

だし、たとえやり直しで良いジャンプを行ったとしても、往路ジャンプの評価は〝unteren 
mangelhaft／重い不可－４点〟）。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 1 B ６．斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は斜壁から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢をとり、指導手はダンベル（６
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５０ｇ）を斜壁の向こう側に投げる。静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟

の命令で斜壁を登り（持来の命令は犬が斜壁を登っているときに与える）、スピーディに一

直線にダンベルへと走り、素早くくわえ上げて、直ちに斜壁を登り、スピーディに一直線

に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそし

て固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らな

ければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の

〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左

膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち

位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとした登り降り」、「力強さに欠ける登り降り」、「ダンベ

ルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「帰路でのゆっくりとした登り降り」、「帰

路での力強さに欠ける登り降り」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チュー

イングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基

本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 
斜壁持来の点数分配： 
 

往路の登り降り ダンベル持来 帰路の登り降り 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路の登り降り－持来－帰路の登り降り）の内、最低１回の登り降

りと〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
 
往 復の登り降りと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路の登り降りをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 

往復の登り降りに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、

あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 1 B ７．前進と伏せ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Voraussenden／前進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は前進を実行する方向に脚側行進で真っ直ぐ歩く。１０～

１５歩の地点において、指導手は立ち止まると同時に腕を上げて〝前進〟の命令をする。

犬はまるで目標があるかのようにひたむきに速いスピードで指示された方向に最低３０歩

前進する。審査員の指示で指導手は犬に〝伏せ〟の命令を与える。それに対して犬は即座

に伏せなければならない。指導手は犬が伏せるまで腕を上げ続けていてもよい。審査員の
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指示で指導手は犬のもとに行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の

命令をかける。犬は素早く座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「助走での誤り」、「指導手が犬と一緒に走る」、「前進するスピードが遅い」、「方向が横に

強く逸れる」、「前進の距離が短い」、「ためらった伏せ」、「命令前に伏せる」、「伏せている

ときに落ち着きがない」、「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」こ

れらは度合いに応じて評価が下がる。 
補助：例えば〝前進のために〟あるいは〝伏せのために〟追加の命令をかけた。このよう

な場合も評価が下がる。 
 
指導手が犬に〝伏せ〟の命令を３回かけても全く止まらない場合、この課題は０点となる。 
 

第２の命令で犬は直ちに伏せた《１回目の追加の命令》 －１,５点 

第３の命令で犬は直ちに伏せた《２回目の追加の命令》 －２,５点 

第１～第３のいずれかの命令で犬は伏せずに停止した。 
第 ３の命令を与えられても、座っている、または、立っている。 

例：第２の命令で立って止まった。第３の命令で座った。 

－３,５点 

 
その他にも何らかの失敗がある場合は更に評価は下がる。犬が伏せた地点（または停止位

置）から完全に離れた。あるいは指導手の方に戻ってきた場合、この課題は０点となる。 
 

IPO 1 B ８．状況下での休止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
〝服従〟は２頭で行われる。１頭は出発点で脚側行進のための基本姿勢をとり、もう１頭

は審査員が指示した位置で指導手とともに正しい基本姿勢をとる。審査員の指示で〝伏せ

〟の命令をかけて犬を伏せさせる。リードや何らかの物品を犬の側に置くことなく指導手

は振り向かずに離れて試験会場内の最低３０歩離れた地点で犬に背を向けて立つ（一般的

にはテントの近く）。ペアのもう１頭の犬が課題１～６を実行している間、犬は指導手の影

響を受けることなく静かに伏せていなければならない。審査員の指示で指導手は犬のもと

に行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の命令をかける。犬は素早

く真っ直ぐに座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「指導手に落ち着きがない、こっそり犬に指示をする」、「伏せている犬に落ち着きがない」

または「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」これらは度合いに応

じて評価が下がる。 
場所を移動せずに立ち上がるまたは座った場合にはその失敗分を差し引いた評価がされる。

ペアのもう１頭の犬が課題３を実行し終えるまでに伏せていた位置から３ｍ以上移動した

場合はこの課題の評価は０点となる。ペアのもう１頭の犬が課題３を実行し終えた後で伏

せている位置から３ｍ以上移動した場合はそれまでの休止分だけが評価される。指導手が

犬のもとに行くときに犬が立ち上がって指導手の方に来た場合は最大３点までの減点。 
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IPO 1〝C〟Schutzdienst 防衛 
 

課題１：パトロール（２ヶ所） ５点 

課題２：禁足と咆哮（５＋５） １０点 

課題３：ヘルパーの逃走阻止 ２０点 

課題４：禁足から防御 ３５点 

課題５：ヘルパーの遠距離攻撃阻止 ３０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
セクションＣ〝防衛〟に適した広さの会場（最大では公式サッカーグランド１０５ｍ×７

０ｍ）に左右３ヶ所、合計６ヶ所の〝隠れ場所〟が設置されている（防衛設営参照）。 
ＩＰＯ１では５番テントと６番テントを使用する。指導手、審査員そしてヘルパーが作業

実行のために必要な目印はよく見えるようにマーキングされていなければならない。 
 
訳者注『ヘルパーの〝隠れ場所〟は材質や形は限定されていませんが、世界中で一般的に

三角すいのテントが使用されているので本規定書では〝テント〟に統一しました』 
 
【防衛ヘルパー／防衛着衣】 
 
ヘルパーは防衛着衣、防衛片袖、ソフトムチ（ステッキ状）を装備する。防衛片袖は犬が

咬捕するのに適した部分が設けられ、着色されていない黄麻繊維製のカバーで覆われたも

のを使用しなければならない。ヘルパーは常に犬の動きを注視する。禁足場面において必

要であれば犬を刺激することなく静かに動いてもよい。ただし、犬が興奮するような態度

や抵抗するようなことをしてはならない。万が一のときヘルパーは防衛片袖で身の安全を

守る。 
 
試験は１人のヘルパーで行うことができる（どの試験段階でも）。ただし、一試験段階に７

頭以上の受験があるとき、あるいは地区大会以上の競技会では、必ず２名のヘルパーで行

わなければならない。各試験段階の出場犬は全犬、同じヘルパーで受験しなければならな

い（２名の場合も）。 
 
例外：ヘルパー自身も試験出場者である場合、その１回に限りヘルパーの交代が許される。

（ローカル試験のみ） 
 
【申告】 
 
ａ）指導手はリード付きの犬とともに審査員のもとで基本姿勢をとり申告をする。 
ｂ）〝パトロールの出発地点〟に移動してからリードを外して開始基本姿勢をとる。 
ｃ）審査員の指示により、その基本姿勢から方向を定めてパトロールを開始する。 

 
【備考】 
 
申告が規定通りに行えない。例えば犬がコントロール不能となり、その場から、あるいは

ヘルパーのいるテントへと走り出してしまったとき、指導手は犬に呼び戻しの命令を３回

かけることができる。この３回の命令で犬が指導手のもとに帰ってこないときは〝不服従

により試験失格〟となりセクションＣ〝防衛〟は中止される。 
 
指導手が犬を掌握できない。犬が防衛片袖を放さない。あるいは指導手が命令以外の方法

で放させた（例えば犬を触って）。防衛片袖以外のヘルパーの体（着衣）を咬んだ。これら

の行動をした場合〝試験失格〟となる。〝ＴＳＢ〟評価は与えられない。 
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【マーキング】 
 
国際試験規定に定められたマーキングは、指導手、審査員、ヘルパーによく見えるように

印されなければならない。≫ そのマーキングとは 
 
≫ 隠れ場所で禁足咆哮中の犬を呼び戻すときの指導手の立ち位置 
≫ ヘルパーの逃走開始地点と逃走終了地点 
≫ ヘルパーの逃走阻止における犬の待機位置 
≫ ヘルパーの遠距離攻撃阻止における指導手と犬の待機位置 

 
防衛課題（咬捕）を拒む、あるいは咬捕を放して再び咬補をしなかった場合、セクション

Ｃは中止される。〝防衛〟の評価／得点は与えられない。〝ＴＳＢ〟評価は〝ng〟となる。 
 
各咬補において、審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミング

で〝放せ〟の命令ができる。 
第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
 
≪Ablassen／放す≫ 評価一覧表 
 
第１の命令で 第２の命令で 第２の命令で 第３の命令で 第３の命令で 第３の命令で

ためらって 
放した 

直ちに 
放した 

ためらって

放した 
直ちに 
放した 

ためらって 
放した 

放さない 
あるいは命 
令以外の方 
法で放した 

程度に応じて 
減点 0,5～3 

減点３ 
程度に応じて

減点 3,5～6
減点６ 

程度に応じて 
減点 6,5～9 

試験失格 

 

IPO 1 C １．パトロール ５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Revieren／パトロール〟〝Herankommen／呼び寄せ〟 〝 
「犬の名前」と「呼び寄せ」の命令を連結して使用してもよい。例：〝太郎来い〟 
 
ｂ）実行：（２ヶ所：出発は４番と５番の中間点→５番テント→最終６番テント） 
 
ヘルパーは犬から見えないように６番（最終）テントの中にいる。指導手とリード付きの

犬は４番テントと５番テントの中間地点に行き基本姿勢をとり、リードを外す。審査員の

指示で、短い〝パトロール〟の命令と左右いずれかの腕による指示で（この動作は１テン

トごとに繰り返すことができる）、犬は目標を定めてスピーディに５番テントへ走り、なる

べく小回りで注意してテントを回る。テントの側面に犬が出てきたら〝呼び寄せ〟の命令

で呼び寄せて、犬の動きを止めることなく、新たな〝パトロール〟の命令でヘルパーのい

る最終テントへと向かわせる。指導手はこの一連の動作実行中、中央ライン上を歩いて進

み、横に逸れてはいけない。犬は常に指導手の前方を横切るように走らなけばならない。

最終テントに犬が到達したら指導手は立ち止まり、命令を与えたり指示をしたりしてはい

けない。 
 
ｃ）評価： 
 
「犬が操縦性に欠ける」、「迅速性に欠ける」、「目標が定まらない」、「テントを大回り」、

「テントに対して注意不足」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 
パトロールにおける誤り： 
 
 ≫ 開始基本姿勢において「落ち着きがない」、「注意力に欠ける」。 
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 ≫ 余分な命令または指示。 
 ≫ 指導手の進路が中央ラインをキープしていない。 
 ≫ 指導手が普通の速度で歩行しない。 
 ≫ 大きすぎるパトロール。 
 ≫ 指導手の命令によってではなく犬が自動的にパトロールをしている。 
 ≫ テントを回らない。テントを回る際に注意力に欠ける 
 ≫ 犬の操縦性と服従性が欠けている。 
 
最終テントに向かう場面で命令を３回使用しても犬が最終テントに到達できず、ヘルパー

を発見できなかった場合、防衛は中止される。パトロール中に指導手が犬を呼び、犬が基

本姿勢の位置（犬の姿勢は何であれ）に来てパトロールが中断した場合、防衛は中止され

る。（記録は「中止」得点なし／防衛以外の既得の点数は残る／ＴＳＢ評価は与えられない） 
 

IPO 1 C ２．禁足と咆哮 （５＋５）１０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
① 〝Herankommen／呼び寄せ〝〟in Gst gehen／基本姿勢に移る〟を連結して使用する 

②  犬を迎えに行く場合は〝Fuß gehen／脚側行進〟の命令のみ 

連結命令の例：〝コイアトエ〟（コイで呼んで犬が手元に来てからアトエはダメ） 
 
ｂ）実行： 
 
犬はヘルパーに対して積極的に「集中力のある禁足」と「持続性のある咆哮」を実行しな

ければならない。ヘルパーに飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。咆哮開始から

約２０秒後、審査員の指示で指導手はテントから５歩の位置に立つ（ヘルパーに対峙する

犬の背後）。 
 
ＩＰＯ１では下記の２パターンが可能（事前に申告）。 
 
①審査員の指示により⇒『連結命令で犬を呼び寄せて基本姿勢をとる』  
②審査員の指示により⇒『犬の右側に立ち〝脚側行進〟の命令だけをかけて犬とともに

歩き５歩の位置で基本姿勢をとる』 
 
どちらのパターンでも評価は変わらない。 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーはマーキ

ングされた逃走開始地点へと移動する。このとき犬は基本姿勢で静かに注意して座ってい

なければならない。 
 
ｃ）評価： 
 
犬は呼ばれるまで〝厳しい咆哮〟と〝圧力のある禁足〟を行う。それらが不足していたり

持続性に欠けたり、審査員や歩み寄ってきた指導手を気にする場合は度合いに応じて評価

が下がる。 
 
咆哮の評価：連続的な咆哮に対して５点が与えられる。弱い咆哮（圧力不足、エネルギッ

シュさに欠ける）、連続性に欠ける咆哮は２点までの減点。「吠えない」しかし犬は積極的

に集中してヘルパーを禁足していた場合、咆哮は０点となるが禁足には５点が与えられる。 
 
ヘルパーにからむ行為、例えばつついたり、飛びついたり等は２点までの減点。防衛片袖

を強く咬んだ場合は９点までの減点。犬が防衛片袖を咬んで放さない場合、指導手は５歩

の位置から〝呼び寄せ＋基本姿勢に移る〟この連結命令を１度だけ使用できる（〝放せ〟

の命令をしてはいけない）。この１回限りの命令で、防衛片袖を放して指導手のもとに来な

い場合は〝試験失格〟となり防衛は中止される。防衛片袖を放して指導手のもとに来れば
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防衛は続行できるが、この課題評価は Mangelhaft／不可（－９点）となる。犬が故意にヘ

ルパーの防衛片袖以外の部分を（突くではなく）咬んだ場合〝試験失格〟となる。 
 
審査員が指導手に来るように指示する前に、犬がヘルパーを見放して中央ライン上にいる

指導手のもとに戻ろうとした場合、もう一度ヘルパーのもとへ行くように命令できる。ヘ

ルパーのもとに留まれば〝防衛〟は続行されるが禁足と咆哮の評価は〝unteren 
Mangelhaft／重い不可（－９点）となる。もう一度ヘルパーのもとに行くように命令された

犬が行くことを嫌がったり、行ったはいいがまたヘルパーを見放した場合、〝防衛〟は中

止される。審査員の指示後、指導手が最終テントに向かって歩いているとき、あるいは５

歩の位置からの「呼び寄せ」の命令前に犬が勝手に指導手のもとに来た場合、禁足と咆哮

は〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。 
 

IPO 1 C ３．ヘルパーの逃走阻止 ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟 
〝Abwehren (Stell oder Voran)／防御（阻止または前進）〟〝Ablassen／放す〟 
 
ｂ）実行： 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーは普通の

歩度で逃走開始地点へ移動する。審査員の指示で指導手と犬は待機位置に移動する。この

とき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。 
指導手と犬は待機位置で〝伏せ〟の命令前に基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静

かに座る。〝伏せ〟の命令で犬は直ちに素早く伏せる。そして静かに確実にヘルパーを注

視する。指導手はテントに戻り、犬とヘルパーそして審査員が見える位置に立つ。 
 
ヘルパーの立ち位置から犬が待機する位置の距離は５歩。 
 

 
 

機
待

の

範

犬

半径３歩の４分の１の円を描く 
ヘルパーから２歩の地点を軸にして

逃走の方向 

ヘルパーの立ち位置

２歩

３歩 囲

審査員の指示でヘルパーは逃走を開始する。 
ヘルパーの走り出しと同じ瞬間に、指導手は〝阻止せよ〟または〝前へ〟を犬に命令する。

犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で効果的に逃走を阻止

する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。審査員の指示でヘル

パーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリップの持続を示してから〟放す。指導手は

審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令

を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 
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ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「高い支配欲」、「素早くエネルギッシュな反応と追補」、「力強い咬捕」、

「落ち着いた咬補での効果的な逃走阻止」、「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」

これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの逃走に対して犬は待機位置で伏せたまま。あるいは約２０歩以内に追補できな

い。または咬捕を保持できずに逃走を阻止できなかった場合〝防衛〟は中止される。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。「ヘルパーを見

放して離れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止さ

れる。 
指導手が〝逃走阻止の発進命令〟を犬に与えなかった場合、課題評価が一つ下がる。 
 

IPO 1 C ４．禁足から防御 ３５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
逃走阻止の咬補を放して約５秒後、審査員の指示でヘルパーは禁足中の犬に対して攻撃を

仕掛ける。犬は指導手の指示なしでエネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬はヘ

ルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。ヘルパーはムチで叩くようなそぶ

りで脅しながら攻め立てる。この場面でソフトムチによる負荷テストが２回実行される。

負荷テストは肩部とキ甲部にのみ行われる。負荷に対する犬の活力と安定性は特に注意し

て観察される。負荷に対して犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示

さなければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。 
このときヘルパーからソフトムチを取り上げない。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの負荷に耐えきれず防衛片袖を放して再び咬補をしなかった場合〝防衛〟は中止

される。監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価

が１つ下がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下が

る。「監視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手

が犬のもとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価さ

れる。審査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離

れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
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IPO 1 C ５．ヘルパーの遠距離攻撃阻止 ３０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Absitzen／座る〟〝Abwehren／攻撃を防御〟〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本

姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬はマーキングされた待機地点に移動する（１番テントと２番テントの中間地点）。

このとき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。待機地点に到着したら向き直り、

犬に〝座れ〟を命じて基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静かに座る。首輪を持っ

てもよいが犬の興奮をかき立ててはいけない。審査員の指示でソフトムチを持ったヘルパ

ーは、テントから出て駆け足で中央ラインへと向かう。中央ラインに達したヘルパーは止

まることなく方向変換して指導手と犬に標準を定めて大声を上げて激しく威嚇する。ヘル

パーが４０～３０歩の距離に近づき、審査員が指示をしたら、指導手は犬に〝攻撃防御〟

の命令をかけて発進させる。指導手は犬の発進後もその位置を移動してはならない。ヘル

パーの攻撃に対して犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で

効果的に攻撃を阻止する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。 
 
ヘルパーの負荷に対して、犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示さ

なければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリッ

プの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間

⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。このときヘルパーからソフトムチを取り上

げる。そしてヘルパーを審査員に引き渡すために約２０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側

行進〟または〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導

手の中間位置で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そ

のとき、ヘルパーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の

前で側面護送を停止する。犬は指示なしで座る。ソフトムチを審査員に手渡し〝防衛〟の

終了を報告する。審査員の指示により脚側行進でヘルパーから５歩離れて基本姿勢をとる。

リードを付けて審査結果の講評位置へ移動する。ヘルパーは審査員の指示で退場する。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「エネルギッシュな防御と力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、

「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下が

る。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手が犬の

もとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。審

査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離れる／指

導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
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IPO 2 
 

Fährten 追求 １００点  
Unterordnung 服従 １００点  
Schutzdienst 防衛 １００点 合計 ３００点

 

IPO 2〝A〟Fährten 追求 
 
「他人による印跡」、「最低４００歩」、「直線コース×３」、「コーナー×２（約９０°）」、 
「物品×２」、「印跡後最低３０分待機」、「作業制限時間１５分」 
 

追求コース ７９点 

物品（１１＋１０） ２１点 

合計 １００点 

 
犬が物品を一つも発見できなかった場合、追求の評価は最高でも〝Befriedigend／可〟 
 
【全般規定】 
 
追求コースは担当審査員または追求会場の責任者が追求会場の地形を考慮して決定する。

追求コースはさまざまなパターンを準備する。例えば、このようなことをしてはならない

『コーナーから物品までの間隔がいつも同じ距離』等々。 
出発地点の左側にはっきりとした目印を地面に差し立てなければならない。 
 
追求作業の順番は印跡された後、審査員立ち会いのもと、くじ引きで決定する。 
 
【追求会場】 
 
追求作業は自然のあらゆる地表条件で行われる。例えば、草地、耕作地、森林地帯。 
さまざまな条件の追求会場がすべての試験段階において使用可能である。 
足跡が見える会場はできるだけ使用を避ける。 
 
【印跡】 
 
担当審査員または追求会場責任者の責務： 
 
 ≫ 追求会場の割り振り 
 ≫ 印跡者への指示 
 ≫ 印跡された追求コースの監視 
 
各追求コースは会場の地形に合わせて決定される。 
 
印跡は自然な歩行で実行する。不自然で補助的な印跡は全追求コース（直線、コーナー、

物品配置地点）でしてはならない。 
 
印跡者は印跡前に審査員または追求会場のチーフスタッフに物品を提示する。物品は印跡

者の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。印跡者は出発点にしばらく

立ち止まった後、通常の歩き方で指示された方向に歩き出す。引っ掻いて歩いたり、中断

したりせずに印跡する。各直線コースは最低３０歩なければならない。コーナーも通常の

歩き方で印跡する。コーナー（約９０°）においても、引っ掻いて歩いたり、中断するよう

な歩行をしてはならない。ただし、コーナーに続く次のコースへの進入がスムーズに行え

るように注意する（〝追求コーナーの印跡〟参照）。 
 
印跡前に追求コースの下書（下見）をしてはならない（コーナーや物品の位置に目印を置

いてはいけない）。印跡中、指導手と犬は見えないところで待機していなければならない。 
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【物品配置】 
 
第１物品は最低１００歩進んだ第１コースまたは第２コースに置く。第２物品は追求コー

スの最終地点に置く。コーナーの前後２０歩以内に物品を置いてはならない。物品は立ち

止まらずに置く。最終物品を置いた後、印跡者はさらに数歩、同じ方向に進む。 
 
【追求物品】 
 
物品は印跡者の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。素材の異なる２

種類の物品でなければならない（素材の例：皮、繊維製品、木）。物品の大きさは長さ約１

０ｃｍ。幅２～３ｃｍ。厚さ０､５～１ｃｍ。色は地面と極端に違ってはいけない。 
 
地区開催以上のＩＰＯ２、３、そしてＦＨ試験の追求物品にはすべて番号が記入される。

その番号は追求コースの番号と一致しなければならない。 
 
チーム（指導手と犬）が適切な追求をするために、印跡の前後に審査員、印跡者、帯同者

は追求会場に立ち入ってはいけない。 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Suchen／捜す〟 
命令は出発点と第１物品発見後または〝間違った物品指示〟の再スタート時に使用できる 
 
ｂ）追求作業の実行と評価： 
 
指導手は犬に必要な装備の装着を申告前に済ませておく。犬には１０ｍのリードを付ける

ことができる（追求リードなしでもよい）。１０ｍリードは首を絞めない状態の首輪に繋ぐ。

指導手と犬は審査員のもとで基本姿勢をとり、犬が物品を発見したら『くわえ上げる』ま

たは『指示する』のどちらであるかを申告する。 
 
追求リードは最低１０ｍでなければならない。審査員による、リードの長さ、首輪および

追求装備のチェックは試験の開始前にのみ行うことができる。「Rollleinen／巻き取り式の

リード」を使用することはできない。 
 
指導手は作業の開始前、追求を命じるとき、全追求作業中、あらゆる強制を犬にしてはな

らない。 
 
【出発】 
 
審査員の指示で、指導手は犬をゆっくりとそして静かに出発点へと導き追求を開始する。 
追求リードは、犬の背中の上、側面、またはわきの下、あるいは前足と後ろ足の両方の間

を通す。または追求装備に繋ぐ（使用が可能なのは、胸部ハーネス、または Böttchergeschirr
／リードを繋ぐ部分が胸下にある一本式タイプ。これ以外にさらにベルト類を付けること

はできない）。この準備のために出発点の約２ｍ手前で短時間、犬を座らせてもよい。 
 
犬は出発において確信的でなければならない（物品発見後の再スタート時も）。 
リードは指導手によって、ある程度のゆとりが作られなければならない。 
 
出発点で犬は集中した状態で静かにそして深い鼻使いで臭いを嗅ぎつけなければならない。

臭いを嗅ぎつける際に指導手は〝捜せ〟の命令以外にあらゆる補助をしてはならない。 
審査員は、犬が出発でどれだけの時間、嗅ぎ取りに執着するかを見るのではなく、犬が出

発でどれだけ強く嗅ぎ取ったのかを、第一コースでの追求態度で判断しなければならない。 
 
出発で嗅ぎ取り（スタート）に３回失敗した場合、追求作業は中止される。 
 
出発後も犬は深い鼻使いで安定したテンポと集中力を持続して追求コースを進まなければ

ならない。指導手はリードの端を持ち１０ｍの間隔をあけて進む。リードにはゆとりがあ

ってもよい。そのリードが地面に接触しても問題ない。しかし、大きくたるませて犬との
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間隔を短くしてはならない。リードなしで追求する場合も１０ｍの間隔をあける。 
 
【追求実行】 
 
犬は「集中して」、「持続的に」、「できるだけ安定したテンポ（地形の難易度に応じた）」で

追求作業を実行しなければならない。安定しており、説得力のある作業であれば、追求の

テンポ「きびきびとした、あるいは、ゆっくりとした」は評価の基準とならない。 
指導手は必ずしも追求コースを踏み外すことなく歩く必要はない。 
 
【コーナー】 
 
コーナーにおいても犬は確実に足跡を追わなければならない。説得力があり足跡から体が

離れなければ評価に影響しない。コーナーでの旋回は誤りである。コーナーを通過した後

も犬は同じテンポで進まなければならない。コーナーの領域（前後も含む）においても可

能な限り、指導手は犬との定められた間隔を保つ。 
 
【物品の指示またはくわえ上げ】 
 
犬は物品を発見したら、指導手の補助を受けることなく申告通りの方法で、直ちにくわえ

上げるか、説得力のある指示を行う。くわえ上げる場合は、立ち姿勢、座る、あるいは指

導手のもとに持ってくることが可能である。犬が物品を持来するときは指導手は立ち止ま

る（犬の方に向かって歩いてはいけない）。指示は、伏せる、座る、または立ち姿勢で行う

ことができる（その動作が物品ごとに変わっても問題ない）。 
 
犬が物品を指示、あるいはくわえ上げたら、指導手はリードを放して犬のもとに行き、発

見した物品を高く持ち上げて審査員に示す。犬が指示した物品を拾い上げる、またはくわ

え上げた物品を受け取るときの、指導手の立ち位置は犬の横でなければならない。 
 
犬の指示態度に説得力があるならば、指示した物品に対して犬の体が少し斜めとなっても

評価に影響しない。物品の横で指示したり、指導手の方向に体を強く傾けて指示すること

は誤りである。くわえ上げてさらに進んだり、くわえて伏せることは誤った行動である。

〝くわえ上げ〟と〝指示〟の両方を行った場合は評価が下がる。指導手の強い補助によっ

て発見した物品は通過（未発見）と見なされる。それは例えば『物品に対して指示をせず

に先に進もうとする犬を、指導手がリードの操作あるいは命令で物品に留め置いた場合』 
 
犬は、指示またはくわえ上げを行った位置で再スタートまで静かに待たなければならない。

再スタートの際、指導手は首輪または追求装備に連結されたリードを短く持ち〝捜せ〟の

命令で再び犬に追求を開始させる。 
 
【追求コース逸脱】 
 
追求コースから犬が逸脱することを指導手が防ごうとした場合、審査員は指導手に対して

犬に追従するように指示する。指導手はその指示に従わなければならない。このとき、指

導手が審査員の指示に従わなかったり、犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてし

まった場合（リードなしの場合も同じ）、追求作業は中止される。 
 
【犬を褒める】ＩＰＯ－ＶＯとＩＰＯ１でのみ追求作業中の犬を「ときどき褒める」ことができる 
 
物品発見時に犬を短く褒めることができる（物品を拾い上げる前、あるいは物品を審査員

に示してポケットに入れた後のいずれか一度だけ）。 
 
【作業終了報告】 
 
最終物品の発見後に、審査員のもとへ行き追求作業の終了報告を行う。基本姿勢をとり犬

が発見した物品を提示する。その後、審査員の講評がなされ、評価と得点が発表される。 
審査員のもとへ行く際に遊んだりエサを与えたりしてはならない。 
 
【評価】 
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セクションＡ〝追求〟の審査は出発の場面から開始される。 
 
犬に期待するのは：適切な訓練による「説得力のある」、「集中した」、「持続力のある」嗅

覚作業。 
 
指導手は：任務実行中の犬の精神状態や体感状況を、犬の反応から正しく理解して犬が集

中して追求作業ができる状況を保つように注意する。 
 
審査員は犬だけを、あるいは指導手だけを見るのではなく「追求会場の状況」、「天候」、「追

求コース以外の誘惑」、「進行時間」を観察しなければならない。それらすべての要因に基

づいて評価が決定されなければならない。 
 
≫ 追求態度（例：直線での追求テンポ、コーナーの前後、物品の前後）  
≫ 訓練水準（例：落ち着きのない出発、意気消沈、逃避的）  
≫ 指導手による補助は許されない  
≫ 追求作業における困難  

       ・地面の条件（密集したつる草、砂、地面の変化、肥料） 

       ・風の条件 

       ・けもの道 

       ・天候（暑さ、寒さ、雨、雪） 

      ・天候の変化 
 
評価はこれらの条件を考慮して決定されなければならない。 
 
指導手と装備完了の犬が申告をした後、審査員は適確な審査位置に立つ、または追求作業

を追尾する。そして、指導手が犬に対して何らかの影響を及ぼすような態度や命令を行っ

ていないかを観察する。 
 
犬との距離は作業中の犬に影響を及ぼさないように、そして指導手の邪魔にならないよう

に配慮する。審査員は追求作業全体を体感しなければならない。 
 
審査員は犬の作業がどれほど意欲的かつ確実であるか、あるいは不確実または粗略である

かを見極めて評価しなければならない。 
 
「集中した」、「安定した」、「説得力」のある追求作業。犬がこのような肯定的な態度であ

れば「きびきびとした」あるいは「ゆっくりの」いわゆる〝追求スピード〟を差別評価す

る基準は特にない。 
 
説得力のある態度で追求コースから離れなければ、追求中の犬が左右を少し確認しても評

価に影響しない。「むだに嗅ぎ回る」、「排泄行為」、「コーナーでの旋回」、「指導手が絶え

間なく励ます」、「追求中あるいは物品に対してのリードまたは声による補助行為」、「誤っ

た物品のくわえ上げまたは指示」、「物品以外の物に指示を行った」これらはその度合いに

応じて評価が下がる（それぞれ最大４点までの減点）。 
 
「ひどくむだに嗅ぎ回る」、「集中力不足の追求」、「慌てた追求」、「排泄行為」、「ねずみ取

りの仕草」およびこれらに類するものに関しては（それぞれ最大８点までの減点）。 
 
犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてしまった場合、追求作業は中止される。追

求コースから逸脱する犬を指導手が引き止めようとした場合、審査員は犬に追従するよう

に指導手に指示する。その指示に指導手が従わなかった場合、追求作業は中止される。 
 
出発点から犬がスタートした後、「ＩＰＯ１およびＩＰＯ２は１５分以内」、「ＩＰＯ３は

２０分以内」に最終地点に到達しなければ追求作業は中止される。中止となった地点まで

の評価／得点は与えられる。 
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犬が物品ごとに〝くわえ上げ〟と〝指示〟の異なった発見動作をすることは誤りである。

発見動作は申告通りでなければならない。 
 
「物品に対する誤った指示またはくわえ上げ」、「物品以外の物に指示を行った」その度合

いに応じてそれぞれ最大４点までの減点（再スタートを行ったので）。物品以外の物に指示

を行った犬が指導手の命令なしで直ぐに自発的に再スタートした場合は減点２点（再スタ

ートを行っていないので）。 
 
印跡者によって設置された物品を一つも発見できなかった場合、セクションＡ〝追求〟の

評価は最高でも〝Befriedigend／可〟となる。物品未発見の場合、追求作業における課題の

一つである〝物品発見後の再スタート〟を実行できないということを考慮しなければなら

ない（物品発見後の再スタートにおける犬の態度を審査員が評価できない）。 
 
追求中、野生動物の出現により、犬が狩猟本能行動を示したときに、指導手は犬に対して

〝伏せ〟を命令することができる。犬がそれに従った場合は審査員の指示で追求作業は続

行される。犬が従わなかった場合は試験は中止される（評価：不服従のために試験失格）。 
 
【中止／失格】 
 

行動・態度 結果・記録 

出発地点において犬はスタートを３回失敗した。 〝追求中止〟 

全段階に適用：犬が追求コースからリード分１０ｍ以

上離れた場合。あるいは、コースを離脱した犬に追従

するように審査員が指示したのに指導手が従わない。 
 
犬が制限時間内に追求最終地点に到達できなかった。 
ＩＰＯ１、２＝１５分 ＩＰＯ３＝２０分 

〝追求中止〟 
 

中止となった地点までの 
評価／得点が与えられる 

 
審査講評は中止地点まで！ 

くわえ上げた物品を犬が放さない。 
 
犬が野生動物を追いかけて再開不可能 

〝試験失格〟不服従のため 

 
【ＩＰＯ２ 追求コースパターン】 
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IPO 2〝B〟Unterordnung 服従 
 

課題１：脚側行進（リードなし） １０点 

課題２：常歩行進中の座れ １０点 

課題３：常歩行進中の伏せと招呼 １０点 

課題４：常歩行進中の立止 １０点 

課題５：ダンベル持来（１０００ｇ） １０点 

課題６：１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題７：斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題８：前進と伏せ １０点 

課題９：状況下での休止 １０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
指導手と『リードなしの犬』は、審査員のもとで基本姿勢をとり申告を行う。 
 
服従で特に注意すべきこと：『自信を取り除かれて単に表面的に演じさせられているだけで、

犬が仕事をすることの喜びを無くしてしまっていないかを観察しなければならない』 
 
全課題において犬は指導手の要求に対して集中して喜んで仕事をする。この喜んで実行す

るすべての仕事は同時に正確さも求められる。もちろん、それは評価の判断に影響する。 
 
指導手がある課題の実行を忘れた場合（部分的ではなく）、審査員はそのことを指摘して未

公開の課題実行を要求する。このことによる減点はない。 
課題実行中にその課題のある部分を行わなかった場合は評価に影響する。 
 
審査員は服従が開始されるまでに使用する用具を国際試験規定に照らし合わせて点検する。

その用具は国際試験規定に適合していなければならない。 
 
〝脚側行進〟と〝状況下での休止〟の実行中に発砲が行われる（口径６ｍｍ）。 
 
審査員の指示で課題の実行が開始される。その後の方向変換、指示なし停座、歩度の変更、

などは審査員の指示なしで実行する。 
 
命令の規則は本規定書に明記されている。命令は普通に発音される短い一単語を使用する。

どのような言語でも使用可能であるが、同じ動作を要求するための命令は常に同じでなけ

ればならない。指導手が命令を三回使用したにもかかわらず、犬が課題またはその課題の

中で必要な動作が実行できなかった場合、その課題作業は中止され評価は与えられない（例

外あり）。〝招呼〟の命令は犬の名前に置き換えてもよい。犬の名前とそれ以外に何らかの

命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
【課題開始】 
 
各課題は審査員の指示によって開始される。 
 
【基本姿勢】 
 
もう一方の指導手と犬が〝状況下の休止〟位置で基本姿勢をとるタイミングに合わせて、

出発点で脚側行進のための基本姿勢をとる。この２頭の基本姿勢から審査が開始される。 
 
各課題は基本姿勢から開始して基本姿勢で終了する。基本姿勢での指導手はスポーツマン
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らしく振る舞う。足は必要以上に広げずに自然に揃えて立つ。 
 
基本姿勢は一度だけ許されている（やり直しや動作緩慢は評価が下がる）。指導手と犬は前

方への動きを止めて基本姿勢をとる（指導手がステップバックして犬を後退させながらと

る基本姿勢は誤り）。犬は「密着して」、「真っ直ぐに」、「静かに」、「注意して」指導手の左

側で犬の肩と指導手の膝が揃うように座る。 
 
犬を短く褒める行為は、各課題での終了基本姿勢を明確に示した後、基本姿勢のままで褒

める。その後、指導手は新しい基本姿勢をとる。褒めることと次の新しい開始の間には、

明確な約３秒の〝間〟を作らなければならない。 
 
いわゆる〝助走（犬と指導手の行進）〟は基本姿勢から開始される。指導手（と犬）は助

走中の最低１０歩～最大１５歩までの間で定められた課題を実行しなければならない。 
 
指導手の正面に座った犬を移動させて基本姿勢をさせるとき、そして「座っている」、「立

っている」、「伏せている」犬の右側に立ち次の行動命令を与える前に、明確な約３秒の〝

間〟を作らなければならない。 
 
何らかの姿勢で待っている犬のもとに指導手が行き、犬の右側に立つとき、犬の正面から

直接、あるいは犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
基本姿勢と助走での誤りはその課題の評価に影響する。 
 
次の課題のために移動が必要なときも脚側行進を実行する。犬を自由にしたり、遊んだり

してはいけない。持来用のダンベルを取りに行くときも犬と一緒に行かなければならない。 
 
指導手は反転ターンを必ず左回転で実行する（Ｕの字で歩くのではなく、その場で１８０

度左回転する）。犬は左回転中の指導手の周囲を小回りでくるっと回る。あるいは指導手と

の位置関係を変えずに指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度ひねる。 
試験ではどちらかのパターンに統一されていなければならない。 
 
犬が正面停座の後、基本姿勢の位置（指導手の左側）へ移動する際、指導手の後ろを小回

りでくるっと回る、あるいは頭を軸に体を１８０度ひねってのどちらでもよい。 
 
障害の素材は堅く、高さ１００ｃｍ、幅１５０ｃｍとする。斜壁は幅１５０ｃｍ、長さ１

９１ｃｍの二枚の板が上部で連結されており、４０度に広げて設置したときに頂点が地面

から１８０ｃｍとなるように設計されている。斜壁は全体に滑り止めの加工がされていな

ければならない。両壁面の上半部分にはそれぞれ３本ずつ、２４ｍｍ×４８ｍｍの登坂補

助の角材が取り付けられている。試験では全出場犬が同じ障害・斜壁を飛越しなければな

らない。 
 
持来をともなう課題においては、木製ダンベルの使用だけが許されている。全出場者は主

催者が準備したダンベルを使用しなければならない。持来をともなう課題の実行前にダン

ベルを犬にくわえさせてはいけない。 
 
【課題の分割】 
 
２部門で構成された課題「行進中の座れ」「行進中の伏せと招呼」「行進中の立止」「行進中

の立止と招呼」これらは２分割されてそれぞれの区分が別々の評価を受ける。 
 
ａ）〝基本姿勢〟～〝助走〟～〝実行〟  ＝ ５点 

 
ｂ）〝実行後の態度〟～〝終了基本姿勢〟 ＝ ５点 

 
各課題に対する評価は〝開始基本姿勢〟から〝終了基本姿勢〟まで、犬の態度が注意深く

観察されて決定される。 
 
【追加の命令】 
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犬が３回の命令で課題を実行できなかった場合、その課題の評価は〝Ｍ／不可〟（０点）

となる（例外あり）。区分課題において犬が３回目の命令で実行した場合、その区分評価は

〝Ｍ／不可〟となる。 
 
招呼のための命令〝来い〟は犬の名前に置き換えてもよい。 
犬の名前と何らかの命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
追加の命令に対する評価： 
 
追加の命令１回（合計２回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｂ／可〟となる 

 
追加の命令２回（合計３回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｍ／不可〟となる 

 
例：区分課題５点 
 

正面停座から基本姿勢に移るための命令 
で犬は座ったまま。 
第２の命令（追加の命令１回目）で犬は 
基本姿勢へと移動した。 

区分評価〝Ｂ／可〟＝－１,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｇ／８,５点となる 

前進中の犬が伏せの命令を無視して走っ 
た。第２の命令（追加の命令１回目）で 
犬は止まって座った。第３の命令（追加 
の命令２回目）で犬は直ちに伏せた。 

区分評価〝Ｍ／不可〟＝－２,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｂ／７,５点となる 

 

IPO 2 B １．脚側行進（リードなし） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Fuß gehen／脚側行進〟 〝 
命令は歩き出すとき（出発と各停止後）と歩度を切り替えるときだけ使用できる。 
方向変換時（反転ターン、右折、左折）に命令を使用した場合は評価が下がる。 
 
ｂ）実行：（実施要領図参照） 
 
指導手とリードなしの犬は審査員の前まで行き犬を座らせて申告をする。 
その後、脚側行進で出発地点に行き基本姿勢をとる。審査員の指示でこの課題が開始され

る。正しい基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は「注意して」、「喜んで」、「真っ直ぐ

に」右肩甲部と指導手の左膝が揃う位置で歩く。 
 
２０１２年から、すべての試験における脚側行進の実施要領は下記に統一される。 
 
『常歩５０歩』→『①左反転ターン』→『常歩１０～１５歩』→『駆け足１０～１５歩』

→『ゆっくり歩く１０～１５歩』→『常歩に戻る』→『右折』→『約１５歩』→『右折』

→『約１５歩』→『②左反転ターン』→『①指導手停止』→『左折』→『グループ内行進』

→『グループ内で②指導手停止』→『出発点付近で終了基本姿勢』 
 
駆け足からゆっくり歩くへの切り替えは中間歩度を設けずに行う（それぞれ最低１０歩）。

各歩調は明確に区別された速度で行う。指導手が停止したら犬は指示なしで素早く真っ直

ぐに座る。グループは最低４人で構成されており静かに動いている。指導手と犬はグルー

プの１人に対して右回り、他の１人に対して左回りを実行し、最低１回、指導手はグルー

プ内で停止する。行進が不十分な場合、審査員はグループ内行進を繰り返すように要求す

ることができる。審査員の指示でグループから離れて脚側行進で出発点に戻りこの課題の

終了基本姿勢をとる。この終了基本姿勢を次の課題の開始基本姿勢としてもよい。 
 
反転ターンを実行するとき、指導手は必ず左回転で行う（Ｕの字を歩いて行うのではなく
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体を軸にしてその場で１８０度回れ左）。 
 
このときの犬の動作は２パターン可能： 
 
－  犬は左回転中の指導手の周囲をくるっと回る（右回りで）。 

－ 犬は指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度、左回転させる。 
 
試験中はどちらかのパターンに統一されていること。 
 
犬は常に肩甲骨と指導手の左膝が揃うポジションで歩く。前に出たり、遅れたり、離れて

歩いてはならない。最初の直進を行進中に最低１５歩の距離から５秒の間隔で２回の発砲

が行われる（口径６ｍｍ）。犬は発砲に対して無関心でなければならない。犬が銃声シャイ

の場合、試験失格となり既得の点数はすべて剥奪される。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「前に出る」、「横に離れる」、「遅れる」、「座る動作が遅いまた

は躊躇して座る」、「余分な命令」、「体を使った補助行為」、「各歩調の行進中の注意力に欠

ける」、「注意力に欠ける方向変換」、「意気消沈」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 

IPO 2 B ２．常歩行進中の座れ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Absitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝座れ〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに座る。

指導手はそのまま１５歩進んで立ち止まり、静かに注意して座っている犬の方に向き変え

る。審査員の指示で犬のもとに戻り犬の右側に立つ。このとき犬の正面から直接、あるい

は犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「座る動作が遅い」、「座っているときに落ち

着きがない、注意力に欠ける」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が座らずに伏せるまたは立っている場合は減点５点となる。 
座らなかったこと以外にも誤った態度がある場合は更なる減点対象となる。 
 

IPO 2 B ３．常歩行進中の伏せと招呼 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Herankommen／招呼〟〝in Gst gehen
／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝伏せ〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに伏せる。
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指導手はそのまま３０歩進んで立ち止まり、静かに注意して伏せている犬の方に向き変え

る。審査員の指示で〝招呼〟の命令をする。または犬の名前を呼ぶ。犬は喜んで、スピィ

ーディに、一直線に指導手のもとに来て、接近して真っ直ぐに正面停座をする。次の〝基

本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と

犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「伏せる動作が遅い」、「伏せているときに落

ち着きがない」、「指導手のもとへ来る速度が遅い」、「指導手のもとに来る途中で失速」、

「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行

する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
〝伏せ〟の命令に対して犬が座るまたは立っている場合は減点５点となる。 
 

IPO 2 B ４．常歩行進中の立止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Abstellen／立つ〟〝Absitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝立て〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに立ち止

まる。指導手はそのまま１５歩進んで立ち止まり、静かに注意して立っている犬の方に向

き変える。審査員の指示で犬のもとに戻り犬の右側に立つ。このとき犬の正面から直接、

あるいは犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「立ち止まる動作が遅い」、「立っているとき

に落ち着きがない、注意力に欠ける」、「指導手が戻ってくる際に落ち着きがない」、「終了

基本姿勢のための座る動作が遅い」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が立止を行わずに座るまたは伏せる場合は減点５点となる。 
立止を行わなかった以外にも誤った態度がある場合は更なる減点対象となる。 
 

IPO 2 B ５．ダンベル持来（１０００ｇ） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手はダンベル（１０００ｇ）を約１０ｍ前方に投げる。ダンベル

を投げる際に指導手は立ち位置を移動してはならない。ダンベルが静止したら〝持来〟の

命令をする。静かに自主的に座っていた犬はスピーディに一直線にダンベルへと走り、素

早くくわえ上げてスピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正

面停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令

をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、

腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指

導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実
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行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「持ってく

る速度が遅い」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チューイングする」、「指

導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行する

際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不可〟

となる。犬がダンベルを持来できなかった場合はこの課題は０点となる。 
 

IPO 2 B ６．１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は障害から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢とり、指導手はダンベル（６

５０ｇ）を１ｍ障害の向こう側に投げる。ダンベルが静止したら〝飛越〟の命令をする。

静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟の命令で障害を飛越し（持来の命令は

犬がジャンプをしているときに与える）、スピーディに一直線にダンベルへと走り、素早く

くわえ上げて、直ちに障害を飛越し、スピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接

近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の

〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダ

ンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令

で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真

っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとしたジャンプ」、「力強さに欠けるジャンプ（ためら

い）」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「ゆっくりとした帰路ジャ

ンプ」、「力強さに欠ける帰路ジャンプ（ためらい）」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをも

て遊ぶ」、「チューイングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正

面停座から終了基本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が障害に接触した場合はその都度１点までの減点。足を掛けた場合はその都度２点まで

の減点。 
 
障害持来の点数分配： 
 

往路ジャンプ ダンベル持来 帰路ジャンプ 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路ジャンプ－持来－帰路ジャンプ）の内、最低１回のジャンプと

〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
 
往 復のジャンプと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路のジャンプをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 

往復のジャンプに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、
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あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。待機中の犬が障害の横をすり抜けて指導手を

追いかけて行った場合、この課題は中止され０点となる。待機中の犬は動いてしまったが

障害の手前で留まっている場合、続行可能であるが課題の評価が一つ下がる。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
往路ジャンプで強い接触により障害が倒れてしまった場合、この課題はやり直される（た

だし、たとえやり直しで良いジャンプを行ったとしても、往路ジャンプの評価は〝unteren 
mangelhaft／重い不可－４点〟）。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 2 B ７．斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は斜壁から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢をとり、指導手はダンベル（６

５０ｇ）を斜壁の向こう側に投げる。静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟

の命令で斜壁を登り（持来の命令は犬が斜壁を登っているときに与える）、スピーディに一

直線にダンベルへと走り、素早くくわえ上げて、直ちに斜壁を登り、スピーディに一直線

に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそし

て固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らな

ければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の

〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左

膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち

位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとした登り降り」、「力強さに欠ける登り降り」、「ダンベ

ルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「帰路でのゆっくりとした登り降り」、「帰

路での力強さに欠ける登り降り」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チュー

イングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基

本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 
斜壁持来の点数分配： 
 

往路の登り降り ダンベル持来 帰路の登り降り 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路の登り降り－持来－帰路の登り降り）の内、最低１回の登り降

りと〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
 
往 復の登り降りと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路の登り降りをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 
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往復の登り降りに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、

あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 2 B ８．前進と伏せ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Voraussenden／前進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は前進を実行する方向に脚側行進で真っ直ぐ歩く。１０～

１５歩の地点において、指導手は立ち止まると同時に腕を上げて〝前進〟の命令をする。

犬はまるで目標があるかのようにひたむきに速いスピードで指示された方向に最低３０歩

前進する。審査員の指示で指導手は犬に〝伏せ〟の命令を与える。それに対して犬は即座

に伏せなければならない。指導手は犬が伏せるまで腕を上げ続けていてもよい。審査員の

指示で指導手は犬のもとに行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の

命令をかける。犬は素早く座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「助走での誤り」、「指導手が犬と一緒に走る」、「前進するスピードが遅い」、「方向が横に

強く逸れる」、「前進の距離が短い」、「ためらった伏せ」、「命令前に伏せる」、「伏せている

ときに落ち着きがない」、「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」こ

れらは度合いに応じて評価が下がる。 
補助：例えば〝前進のために〟あるいは〝伏せのために〟追加の命令をかけた。このよう

な場合も評価が下がる。 
 
指導手が犬に〝伏せ〟の命令を３回かけても全く止まらない場合、この課題は０点となる。 
 

第２の命令で犬は直ちに伏せた《１回目の追加の命令》 －１,５点 

第３の命令で犬は直ちに伏せた《２回目の追加の命令》 －２,５点 

第１～第３のいずれかの命令で犬は伏せずに停止した。 
第 ３の命令を与えられても、座っている、または、立っている。 

例：第２の命令で立って止まった。第３の命令で座った。 

－３,５点 

 
その他にも何らかの失敗がある場合は更に評価は下がる。犬が伏せた地点（または停止位

置）から完全に離れた。あるいは指導手の方に戻ってきた場合、この課題は０点となる。 
 

IPO 2 B ９．状況下での休止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
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ｂ）実行： 
 
〝服従〟は２頭で行われる。１頭は出発点で脚側行進のための基本姿勢をとり、もう１頭

は審査員が指示した位置で指導手とともに正しい基本姿勢をとる。審査員の指示で〝伏せ

〟の命令をかけて犬を伏せさせる。リードや何らかの物品を犬の側に置くことなく指導手

は振り向かずに離れて試験会場内の最低３０歩離れた地点で犬に背を向けて立つ（一般的

にはテントの近く）。ペアのもう１頭の犬が課題１～７を実行している間、犬は指導手の影

響を受けることなく静かに伏せていなければならない。審査員の指示で指導手は犬のもと

に行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の命令をかける。犬は素早

く真っ直ぐに座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「指導手に落ち着きがない、こっそり犬に指示をする」、「伏せている犬に落ち着きがない」

または「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」これらは度合いに応

じて評価が下がる。 
場所を移動せずに立ち上がるまたは座った場合にはその失敗分を差し引いた評価がされる。

ペアのもう１頭の犬が課題４を実行し終えるまでに伏せていた位置から３ｍ以上移動した

場合はこの課題の評価は０点となる。ペアのもう１頭の犬が課題４を実行し終えた後で伏

せている位置から３ｍ以上移動した場合はそれまでの休止分だけが評価される。指導手が

犬のもとに行くときに犬が立ち上がって指導手の方に来た場合は最大３点までの減点。 
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IPO 2〝C〟Schutzdienst 防衛 
 

課題１：パトロール（４ヶ所） ５点 

課題２：禁足と咆哮（５＋５） １０点 

課題３：ヘルパーの逃走阻止 １０点 

課題４：禁足から防御 ２０点 

課題５：背面護送 ５点 

課題６：背面護送から奇襲 ３０点 

課題７：ヘルパーの遠距離攻撃阻止 ２０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
セクションＣ〝防衛〟に適した広さの会場（最大では公式サッカーグランド１０５ｍ×７

０ｍ）に左右３ヶ所、合計６ヶ所の〝隠れ場所〟が設置されている（防衛設営参照）。 
ＩＰＯ２では３番～６番テント（４ヶ所）を使用する。指導手、審査員そしてヘルパーが

作業実行のために必要な目印はよく見えるようにマーキングされていなければならない。 
 
訳者注『ヘルパーの〝隠れ場所〟は材質や形は限定されていませんが、世界中で一般的に

三角すいのテントが使用されているので本規定書では〝テント〟に統一しました』 
 
【防衛ヘルパー／防衛着衣】 
 
ヘルパーは防衛着衣、防衛片袖、ソフトムチ（ステッキ状）を装備する。防衛片袖は犬が

咬捕するのに適した部分が設けられ、着色されていない黄麻繊維製のカバーで覆われたも

のを使用しなければならない。ヘルパーは常に犬の動きを注視する。禁足場面において必

要であれば犬を刺激することなく静かに動いてもよい。ただし、犬が興奮するような態度

や抵抗するようなことをしてはならない。万が一のときヘルパーは防衛片袖で身の安全を

守る。 
 
試験は１人のヘルパーで行うことができる（どの試験段階でも）。ただし、一試験段階に７

頭以上の受験があるとき、あるいは地区大会以上の競技会では、必ず２名のヘルパーで行

わなければならない。各試験段階の出場犬は全犬、同じヘルパーで受験しなければならな

い（２名の場合も）。 
 
例外：ヘルパー自身も試験出場者である場合、その１回に限りヘルパーの交代が許される。

（ローカル試験のみ） 
 
【申告】 
 
ａ）指導手はリードなしの犬とともに審査員のもとで基本姿勢をとり申告をする。 
ｂ）〝パトロールの出発地点〟に移動して開始基本姿勢をとる。 
ｃ）審査員の指示により、その基本姿勢から方向を定めてパトロールを開始する。 

 
【備考】 
 
申告が規定通りに行えない。例えば犬がコントロール不能となり、その場から、あるいは

ヘルパーのいるテントへと走り出してしまったとき、指導手は犬に呼び戻しの命令を３回

かけることができる。この３回の命令で犬が指導手のもとに帰ってこないときは〝不服従

により試験失格〟となりセクションＣ〝防衛〟は中止される。 
 
指導手が犬を掌握できない。犬が防衛片袖を放さない。あるいは指導手が命令以外の方法
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で放させた（例えば犬を触って）。防衛片袖以外のヘルパーの体（着衣）を咬んだ。これら

の行動をした場合〝試験失格〟となる。〝ＴＳＢ〟評価は与えられない。 
 
【マーキング】 
 
国際試験規定に定められたマーキングは、指導手、審査員、ヘルパーによく見えるように

印されなければならない。≫ そのマーキングとは 
 
≫ 隠れ場所で禁足咆哮中の犬を呼び戻すときの指導手の立ち位置 
≫ ヘルパーの逃走開始地点と逃走終了地点 
≫ ヘルパーの逃走阻止における犬の待機位置 
≫ ヘルパーの遠距離攻撃阻止における指導手と犬の待機位置 

 
防衛課題（咬捕）を拒む、あるいは咬捕を放して再び咬補をしなかった場合、セクション

Ｃは中止される。〝防衛〟の評価／得点は与えられない。〝ＴＳＢ〟評価は〝ng〟となる。 
 
各咬補において、審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミング

で〝放せ〟の命令ができる。 
第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
 
≪Ablassen／放す≫ 評価一覧表 
 
第１の命令で 第２の命令で 第２の命令で 第３の命令で 第３の命令で 第３の命令で

ためらって 
放した 

直ちに 
放した 

ためらって

放した 
直ちに 
放した 

ためらって 
放した 

放さない 
あるいは命 
令以外の方 
法で放した 

程度に応じて 
減点 0,5～3 

減点３ 
程度に応じて

減点 3,5～6
減点６ 

程度に応じて 
減点 6,5～9 

試験失格 

 

IPO 2 C １．パトロール ５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Revieren／パトロール〟〝Herankommen／呼び寄せ〟 〝 
「犬の名前」と「呼び寄せ」の命令を連結して使用してもよい。例：〝太郎来い〟 
 
ｂ）実行：（４ヶ所：出発は２番と３番の中間点→３番テント→４番テント→５番テント→最終６番テント） 
 
ヘルパーは犬から見えないように６番（最終）テントの中にいる。指導手とリードなしの

犬は４ヶ所のテントをパトロールするために、２番テントと３番テントの中間地点に行き

基本姿勢をとる。審査員の指示で、短い〝パトロール〟の命令と左右いずれかの腕による

指示で（この動作は１テントごとに繰り返すことができる）、犬は目標を定めてスピーディ

に３番テントへ走り、なるべく小回りで注意してテントを回る。テントの側面に犬が出て

きたら〝呼び寄せ〟の命令で呼び寄せて、犬の動きを止めることなく、新たな〝パトロー

ル〟の命令で次のテントへと向かわせる。指導手はこの一連の動作実行中、中央ライン上

を歩いて進み、横に逸れてはいけない。犬は常に指導手の前方を横切るように走らなけば

ならない。最終テントに犬が到達したら指導手は立ち止まり、命令を与えたり指示をした

りしてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「犬が操縦性に欠ける」、「迅速性に欠ける」、「目標が定まらない」、「テントを大回り」、

「テントに対して注意不足」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
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パトロールにおける誤り： 
 
 ≫ 開始基本姿勢において「落ち着きがない」、「注意力に欠ける」。 
 ≫ 余分な命令または指示。 
 ≫ 指導手の進路が中央ラインをキープしていない。 
 ≫ 指導手が普通の速度で歩行しない。 
 ≫ 大きすぎるパトロール。 
 ≫ 指導手の命令によってではなく犬が自動的にパトロールをしている。 
 ≫ テントを回らない。テントを回る際に注意力に欠ける 
 ≫ 犬の操縦性と服従性が欠けている。 
 
最終テントに向かう場面で命令を３回使用しても犬が最終テントに到達できず、ヘルパー

を発見できなかった場合、防衛は中止される。パトロール中に指導手が犬を呼び、犬が基

本姿勢の位置（犬の姿勢は何であれ）に来てパトロールが中断した場合、防衛は中止され

る。（記録は「中止」得点なし／防衛以外の既得の点数は残る／ＴＳＢ評価は与えられない） 
 

IPO 2 C ２．禁足と咆哮 （５＋５）１０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Herankommen／呼び寄せ〝〟in Gst gehen／基本姿勢に移る〟を連結して使用する 〝 
連結命令の例：〝コイアトエ〟（コイで呼んで犬が手元に来てからアトエはダメ） 
 
ｂ）実行： 
 
犬はヘルパーに対して積極的に「集中力のある禁足」と「持続性のある咆哮」を実行しな

ければならない。ヘルパーに飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。咆哮開始から

約２０秒後、審査員の指示で指導手はテントから５歩の位置に立つ（ヘルパーに対峙する

犬の背後）。審査員の指示により連結命令で犬を呼び寄せて基本姿勢をとる。 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーはマーキ

ングされた逃走開始地点へと移動する。このとき犬は基本姿勢で静かに注意して座ってい

なければならない。 
 
ｃ）評価： 
 
犬は呼ばれるまで〝厳しい咆哮〟と〝圧力のある禁足〟を行う。それらが不足していたり

持続性に欠けたり、審査員や歩み寄ってきた指導手を気にする場合は度合いに応じて評価

が下がる。 
 
咆哮の評価：連続的な咆哮に対して５点が与えられる。弱い咆哮（圧力不足、エネルギッ

シュさに欠ける）、連続性に欠ける咆哮は２点までの減点。「吠えない」しかし犬は積極的

に集中してヘルパーを禁足していた場合、咆哮は０点となるが禁足には５点が与えられる。 
 
ヘルパーにからむ行為、例えばつついたり、飛びついたり等は２点までの減点。防衛片袖

を強く咬んだ場合は９点までの減点。犬が防衛片袖を咬んで放さない場合、指導手は５歩

の位置から〝呼び寄せ＋基本姿勢に移る〟この連結命令を１度だけ使用できる（〝放せ〟

の命令をしてはいけない）。この１回限りの命令で、防衛片袖を放して指導手のもとに来な

い場合は〝試験失格〟となり防衛は中止される。防衛片袖を放して指導手のもとに来れば

防衛は続行できるが、この課題評価は Mangelhaft／不可（－９点）となる。犬が故意にヘ

ルパーの防衛片袖以外の部分を（突くではなく）咬んだ場合〝試験失格〟となる。 
 
審査員が指導手に来るように指示する前に、犬がヘルパーを見放して中央ライン上にいる

指導手のもとに戻ろうとした場合、もう一度ヘルパーのもとへ行くように命令できる。ヘ
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ルパーのもとに留まれば〝防衛〟は続行されるが禁足と咆哮の評価は〝unteren 
Mangelhaft／重い不可（－９点）となる。もう一度ヘルパーのもとに行くように命令された

犬が行くことを嫌がったり、行ったはいいがまたヘルパーを見放した場合、〝防衛〟は中

止される。審査員の指示後、指導手が最終テントに向かって歩いているとき、あるいは５

歩の位置からの「呼び寄せ」の命令前に犬が勝手に指導手のもとに来た場合、禁足と咆哮

は〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。 
 

IPO 2 C ３．ヘルパーの逃走阻止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟 
〝Abwehren (Stell oder Voran)／防御（阻止または前進）〟〝Ablassen／放す〟 
 
ｂ）実行： 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーは普通の

歩度で逃走開始地点へ移動する。審査員の指示で指導手と犬は待機位置に移動する。この

とき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。 
指導手と犬は待機位置で〝伏せ〟の命令前に基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静

かに座る。〝伏せ〟の命令で犬は直ちに素早く伏せる。そして静かに確実にヘルパーを注

視する。指導手はテントに戻り、犬とヘルパーそして審査員が見える位置に立つ。 
 
ヘルパーの立ち位置から犬が待機する位置の距離は５歩。 
 

 
 

の

機
待

範
半径３歩の４分の１の円を描く 

犬

逃走の方向 

ヘルパーから２歩の地点を軸にして

ヘルパーの立ち位置

２歩

３歩 囲

審査員の指示でヘルパーは逃走を開始する。 
ヘルパーの走り出しと同じ瞬間に、指導手は〝阻止せよ〟または〝前へ〟を犬に命令する。

犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で効果的に逃走を阻止

する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。審査員の指示でヘル

パーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリップの持続を示してから〟放す。指導手は

審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令

を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「高い支配欲」、「素早くエネルギッシュな反応と追補」、「力強い咬捕」、

「落ち着いた咬補での効果的な逃走阻止」、「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」

これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
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ヘルパーの逃走に対して犬は待機位置で伏せたまま。あるいは約２０歩以内に追補できな

い。または咬捕を保持できずに逃走を阻止できなかった場合〝防衛〟は中止される。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。「ヘルパーを見

放して離れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止さ

れる。 
指導手が〝逃走阻止の発進命令〟を犬に与えなかった場合、課題評価が一つ下がる。 
 

IPO 2 C ４．禁足から防御 ３５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
逃走阻止の咬補を放して約５秒後、審査員の指示でヘルパーは禁足中の犬に対して攻撃を

仕掛ける。犬は指導手の指示なしでエネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬はヘ

ルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。ヘルパーはムチで叩くようなそぶ

りで脅しながら攻め立てる。この場面でソフトムチによる負荷テストが２回実行される。

負荷テストは肩部とキ甲部にのみ行われる。負荷に対する犬の活力と安定性は特に注意し

て観察される。負荷に対して犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示

さなければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。 
このときヘルパーからソフトムチを取り上げない。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの負荷に耐えきれず防衛片袖を放して再び咬補をしなかった場合〝防衛〟は中止

される。監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価

が１つ下がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下が

る。「監視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手

が犬のもとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価さ

れる。審査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離

れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO 2 C ５．背面護送 ５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟（例：〝Fuß／アトエ〟〝Transport／トランスポート〟） 
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ｂ）実行： 
 
課題４〝禁足から防御〟の終了基本姿勢から、審査員の指定した方向に約３０歩の背面護

送を行う。指導手はヘルパーに先に歩くように要求する。指導手と犬はヘルパーの５歩後

方で脚側行進をする。護送中、犬はヘルパーに対して注意して監視する。ヘルパーとの５

歩の間隔は終始維持されなければならない。 
 
ｃ）評価： 
 
度合いに応じて評価が下がる重要な判断基準： 
ヘルパーを注意して監視する。正しい脚側行進。５歩の間隔維持。 
 

IPO 2 C ６．背面護送から奇襲 ３０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
背面護送中、審査員の指示でヘルパーは止まることなく振り返って犬を奇襲する。指導手

の指示なしで犬は躊躇することなく、エネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬は

ヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。犬が防御のために発進した瞬間、

指導手は立ち止まる。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。このときヘルパーからソフトムチを取り上

げる。そしてヘルパーを審査員に引き渡すために約２０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側

行進〟または〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導

手の中間位置で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そ

のとき、ヘルパーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の

前で側面護送を停止する。犬は指示なしで座る。ソフトムチを審査員に手渡し〝第１作業

の終了〟を報告する。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手が犬の

もとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。審

査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離れる／指

導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO 2 C ７．ヘルパーの遠距離攻撃阻止 ２０点 
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ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Absitzen／座る〟〝Abwehren／攻撃を防御〟〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本

姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬はマーキングされた待機地点に移動する（１番テントと２番テントの中間地点）。

このとき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。待機地点に到着したら向き直り、

犬に〝座れ〟を命じて基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静かに座る。首輪を持っ

てもよいが犬の興奮をかき立ててはいけない。審査員の指示でソフトムチを持ったヘルパ

ーは、テントから出て駆け足で中央ラインへと向かう。中央ラインに達したヘルパーは止

まることなく方向変換して指導手と犬に標準を定めて大声を上げて激しく威嚇する。ヘル

パーが５０～４０歩の距離に近づき、審査員が指示をしたら、指導手は犬に〝攻撃防御〟

の命令をかけて発進させる。指導手は犬の発進後もその位置を移動してはならない。ヘル

パーの攻撃に対して犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で

効果的に攻撃を阻止する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。 
 
ヘルパーの負荷に対して、犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示さ

なければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリッ

プの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間

⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。このときヘルパーからソフトムチを取り上

げる。そしてヘルパーを審査員に引き渡すために約２０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側

行進〟または〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導

手の中間位置で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そ

のとき、ヘルパーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の

前で側面護送を停止する。犬は指示なしで座る。ソフトムチを審査員に手渡し〝防衛〟の

終了を報告する。審査員の指示により脚側行進でヘルパーから５歩離れて基本姿勢をとる。

リードを付けて審査結果の講評位置へ移動する。ヘルパーは審査員の指示で退場する。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「エネルギッシュな防御と力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、

「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下が

る。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手が犬の

もとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。審

査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離れる／指

導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
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IPO 3 
 

Fährten 追求 １００点  
Unterordnung 服従 １００点  
Schutzdienst 防衛 １００点 合計 ３００点

 

IPO 3〝A〟Fährten 追求 
 
「他人による印跡」、「最低６００歩」、「直線コース×５」、「コーナー×４（約９０°）」、 
「物品×３」、「印跡後最低６０分待機」、「作業制限時間２０分」 
 

追求コース ７９点 

物品（７＋７＋７） ２１点 

合計 １００点 

 
犬が物品を一つも発見できなかった場合、追求の評価は最高でも〝Befriedigend／可〟 
 
【全般規定】 
 
追求コースは担当審査員または追求会場の責任者が追求会場の地形を考慮して決定する。

追求コースはさまざまなパターンを準備する。例えば、このようなことをしてはならない

『コーナーから物品までの間隔がいつも同じ距離』等々。 
出発地点の左側にはっきりとした目印を地面に差し立てなければならない。 
 
追求作業の順番は印跡された後、審査員立ち会いのもと、くじ引きで決定する。 
 
【追求会場】 
 
追求作業は自然のあらゆる地表条件で行われる。例えば、草地、耕作地、森林地帯。 
さまざまな条件の追求会場がすべての試験段階において使用可能である。 
足跡が見える会場はできるだけ使用を避ける。 
 
【印跡】 
 
担当審査員または追求会場責任者の責務： 
 
 ≫ 追求会場の割り振り 
 ≫ 印跡者への指示 
 ≫ 印跡された追求コースの監視 
 
各追求コースは会場の地形に合わせて決定される。 
 
印跡は自然な歩行で実行する。不自然で補助的な印跡は全追求コース（直線、コーナー、

物品配置地点）でしてはならない。 
 
印跡者は印跡前に審査員または追求会場のチーフスタッフに物品を提示する。物品は印跡

者の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。印跡者は出発点にしばらく

立ち止まった後、通常の歩き方で指示された方向に歩き出す。引っ掻いて歩いたり、中断

したりせずに印跡する。各直線コースは最低３０歩なければならない。コーナーも通常の

歩き方で印跡する。コーナー（約９０°）においても、引っ掻いて歩いたり、中断するよう

な歩行をしてはならない。ただし、コーナーに続く次のコースへの進入がスムーズに行え

るように注意する（〝追求コーナーの印跡〟参照）。 
 
印跡前に追求コースの下書（下見）をしてはならない（コーナーや物品の位置に目印を置

いてはいけない）。印跡中、指導手と犬は見えないところで待機していなければならない。 
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【物品配置】 
 
第１物品は最低１００歩進んだ第１コースまたは第２コースに置く。第２物品は審査員の

指示のもと第２または第３コースに置く。コーナーの前後２０歩以内に物品を置いてはな

らない。第３物品は追求コースの最終地点に置く。物品は立ち止まらずに置く。最終物品

を置いた後、印跡者はさらに数歩、同じ方向に進む。 
 
【追求物品】 
 
物品は印跡者の臭いがよく付いたものを使用する（最低３０分以上所持）。素材の異なる３

種類の物品でなければならない（素材の例：皮、繊維製品、木）。物品の大きさは長さ約１

０ｃｍ。幅２～３ｃｍ。厚さ０､５～１ｃｍ。色は地面と極端に違ってはいけない。 
 
地区開催以上のＩＰＯ２、３、そしてＦＨ試験の追求物品にはすべて番号が記入される。

その番号は追求コースの番号と一致しなければならない。 
 
チーム（指導手と犬）が適切な追求をするために、印跡の前後に審査員、印跡者、帯同者

は追求会場に立ち入ってはいけない。 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Suchen／捜す〟 
命令は出発点と第１物品と第２物品の発見後または〝間違った物品指示〟の再スタート時

に使用できる 
 
ｂ）追求作業の実行と評価： 
 
指導手は犬に必要な装備の装着を申告前に済ませておく。犬には１０ｍのリードを付ける

ことができる（追求リードなしでもよい）。１０ｍリードは首を絞めない状態の首輪に繋ぐ。

指導手と犬は審査員のもとで基本姿勢をとり、犬が物品を発見したら『くわえ上げる』ま

たは『指示する』のどちらであるかを申告する。 
 
追求リードは最低１０ｍでなければならない。審査員による、リードの長さ、首輪および

追求装備のチェックは試験の開始前にのみ行うことができる。「Rollleinen／巻き取り式の

リード」を使用することはできない。 
 
指導手は作業の開始前、追求を命じるとき、全追求作業中、あらゆる強制を犬にしてはな

らない。 
 
【出発】 
 
審査員の指示で、指導手は犬をゆっくりとそして静かに出発点へと導き追求を開始する。 
追求リードは、犬の背中の上、側面、またはわきの下、あるいは前足と後ろ足の両方の間

を通す。または追求装備に繋ぐ（使用が可能なのは、胸部ハーネス、または Böttchergeschirr
／リードを繋ぐ部分が胸下にある一本式タイプ。これ以外にさらにベルト類を付けること

はできない）。この準備のために出発点の約２ｍ手前で短時間、犬を座らせてもよい。 
 
犬は出発において確信的でなければならない（物品発見後の再スタート時も）。 
リードは指導手によって、ある程度のゆとりが作られなければならない。 
 
出発点で犬は集中した状態で静かにそして深い鼻使いで臭いを嗅ぎつけなければならない。

臭いを嗅ぎつける際に指導手は〝捜せ〟の命令以外にあらゆる補助をしてはならない。 
審査員は、犬が出発でどれだけの時間、嗅ぎ取りに執着するかを見るのではなく、犬が出

発でどれだけ強く嗅ぎ取ったのかを、第一コースでの追求態度で判断しなければならない。 
 
出発で嗅ぎ取り（スタート）に３回失敗した場合、追求作業は中止される。 
 
出発後も犬は深い鼻使いで安定したテンポと集中力を持続して追求コースを進まなければ
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ならない。指導手はリードの端を持ち１０ｍの間隔をあけて進む。リードにはゆとりがあ

ってもよい。そのリードが地面に接触しても問題ない。しかし、大きくたるませて犬との

間隔を短くしてはならない。リードなしで追求する場合も１０ｍの間隔をあける。 
 
【追求実行】 
 
犬は「集中して」、「持続的に」、「できるだけ安定したテンポ（地形の難易度に応じた）」で

追求作業を実行しなければならない。安定しており、説得力のある作業であれば、追求の

テンポ「きびきびとした、あるいは、ゆっくりとした」は評価の基準とならない。 
指導手は必ずしも追求コースを踏み外すことなく歩く必要はない。 
 
【コーナー】 
 
コーナーにおいても犬は確実に足跡を追わなければならない。説得力があり足跡から体が

離れなければ評価に影響しない。コーナーでの旋回は誤りである。コーナーを通過した後

も犬は同じテンポで進まなければならない。コーナーの領域（前後も含む）においても可

能な限り、指導手は犬との定められた間隔を保つ。 
 
【物品の指示またはくわえ上げ】 
 
犬は物品を発見したら、指導手の補助を受けることなく申告通りの方法で、直ちにくわえ

上げるか、説得力のある指示を行う。くわえ上げる場合は、立ち姿勢、座る、あるいは指

導手のもとに持ってくることが可能である。犬が物品を持来するときは指導手は立ち止ま

る（犬の方に向かって歩いてはいけない）。指示は、伏せる、座る、または立ち姿勢で行う

ことができる（その動作が物品ごとに変わっても問題ない）。 
 
犬が物品を指示、あるいはくわえ上げたら、指導手はリードを放して犬のもとに行き、発

見した物品を高く持ち上げて審査員に示す。犬が指示した物品を拾い上げる、またはくわ

え上げた物品を受け取るときの、指導手の立ち位置は犬の横でなければならない。 
 
犬の指示態度に説得力があるならば、指示した物品に対して犬の体が少し斜めとなっても

評価に影響しない。物品の横で指示したり、指導手の方向に体を強く傾けて指示すること

は誤りである。くわえ上げてさらに進んだり、くわえて伏せることは誤った行動である。

〝くわえ上げ〟と〝指示〟の両方を行った場合は評価が下がる。指導手の強い補助によっ

て発見した物品は通過（未発見）と見なされる。それは例えば『物品に対して指示をせず

に先に進もうとする犬を、指導手がリードの操作あるいは命令で物品に留め置いた場合』 
 
犬は、指示またはくわえ上げを行った位置で再スタートまで静かに待たなければならない。

再スタートの際、指導手は首輪または追求装備に連結されたリードを短く持ち〝捜せ〟の

命令で再び犬に追求を開始させる。 
 
【追求コース逸脱】 
 
追求コースから犬が逸脱することを指導手が防ごうとした場合、審査員は指導手に対して

犬に追従するように指示する。指導手はその指示に従わなければならない。このとき、指

導手が審査員の指示に従わなかったり、犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてし

まった場合（リードなしの場合も同じ）、追求作業は中止される。 
 
【犬を褒める】ＩＰＯ－ＶＯとＩＰＯ１でのみ追求作業中の犬を「ときどき褒める」ことができる 
 
物品発見時に犬を短く褒めることができる（物品を拾い上げる前、あるいは物品を審査員

に示してポケットに入れた後のいずれか一度だけ）。 
 
【作業終了報告】 
 
最終物品の発見後に、審査員のもとへ行き追求作業の終了報告を行う。基本姿勢をとり犬

が発見した物品を提示する。その後、審査員の講評がなされ、評価と得点が発表される。 
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審査員のもとへ行く際に遊んだりエサを与えたりしてはならない。 
 
【評価】 
 
セクションＡ〝追求〟の審査は出発の場面から開始される。 
 
犬に期待するのは：適切な訓練による「説得力のある」、「集中した」、「持続力のある」嗅

覚作業。 
 
指導手は：任務実行中の犬の精神状態や体感状況を、犬の反応から正しく理解して犬が集

中して追求作業ができる状況を保つように注意する。 
 
審査員は犬だけを、あるいは指導手だけを見るのではなく「追求会場の状況」、「天候」、「追

求コース以外の誘惑」、「進行時間」を観察しなければならない。それらすべての要因に基

づいて評価が決定されなければならない。 
 
≫ 追求態度（例：直線での追求テンポ、コーナーの前後、物品の前後）  
≫ 訓練水準（例：落ち着きのない出発、意気消沈、逃避的）  
≫ 指導手による補助は許されない  
≫ 追求作業における困難  

       ・地面の条件（密集したつる草、砂、地面の変化、肥料） 

       ・風の条件 

       ・けもの道 

       ・天候（暑さ、寒さ、雨、雪） 

      ・天候の変化 
 
評価はこれらの条件を考慮して決定されなければならない。 
 
指導手と装備完了の犬が申告をした後、審査員は適確な審査位置に立つ、または追求作業

を追尾する。そして、指導手が犬に対して何らかの影響を及ぼすような態度や命令を行っ

ていないかを観察する。 
 
犬との距離は作業中の犬に影響を及ぼさないように、そして指導手の邪魔にならないよう

に配慮する。審査員は追求作業全体を体感しなければならない。 
 
審査員は犬の作業がどれほど意欲的かつ確実であるか、あるいは不確実または粗略である

かを見極めて評価しなければならない。 
 
「集中した」、「安定した」、「説得力」のある追求作業。犬がこのような肯定的な態度であ

れば「きびきびとした」あるいは「ゆっくりの」いわゆる〝追求スピード〟を差別評価す

る基準は特にない。 
 
説得力のある態度で追求コースから離れなければ、追求中の犬が左右を少し確認しても評

価に影響しない。「むだに嗅ぎ回る」、「排泄行為」、「コーナーでの旋回」、「指導手が絶え

間なく励ます」、「追求中あるいは物品に対してのリードまたは声による補助行為」、「誤っ

た物品のくわえ上げまたは指示」、「物品以外の物に指示を行った」これらはその度合いに

応じて評価が下がる（それぞれ最大４点までの減点）。 
 
「ひどくむだに嗅ぎ回る」、「集中力不足の追求」、「慌てた追求」、「排泄行為」、「ねずみ取

りの仕草」およびこれらに類するものに関しては（それぞれ最大８点までの減点）。 
 
犬が追求コースからリード分１０ｍ以上離れてしまった場合、追求作業は中止される。追

求コースから逸脱する犬を指導手が引き止めようとした場合、審査員は犬に追従するよう

に指導手に指示する。その指示に指導手が従わなかった場合、追求作業は中止される。 
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出発点から犬がスタートした後、「ＩＰＯ１およびＩＰＯ２は１５分以内」、「ＩＰＯ３は

２０分以内」に最終地点に到達しなければ追求作業は中止される。中止となった地点まで

の評価／得点は与えられる。 
 
犬が物品ごとに〝くわえ上げ〟と〝指示〟の異なった発見動作をすることは誤りである。

発見動作は申告通りでなければならない。 
 
「物品に対する誤った指示またはくわえ上げ」、「物品以外の物に指示を行った」その度合

いに応じてそれぞれ最大４点までの減点（再スタートを行ったので）。物品以外の物に指示

を行った犬が指導手の命令なしで直ぐに自発的に再スタートした場合は減点２点（再スタ

ートを行っていないので）。 
 
印跡者によって設置された物品を一つも発見できなかった場合、セクションＡ〝追求〟の

評価は最高でも〝Befriedigend／可〟となる。物品未発見の場合、追求作業における課題の

一つである〝物品発見後の再スタート〟を実行できないということを考慮しなければなら

ない（物品発見後の再スタートにおける犬の態度を審査員が評価できない）。 
 
追求中、野生動物の出現により、犬が狩猟本能行動を示したときに、指導手は犬に対して

〝伏せ〟を命令することができる。犬がそれに従った場合は審査員の指示で追求作業は続

行される。犬が従わなかった場合は試験は中止される（評価：不服従のために試験失格）。 
 
【中止／失格】 
 

行動・態度 結果・記録 

出発地点において犬はスタートを３回失敗した。 〝追求中止〟 

全段階に適用：犬が追求コースからリード分１０ｍ以

上離れた場合。あるいは、コースを離脱した犬に追従

するように審査員が指示したのに指導手が従わない。 
 
犬が制限時間内に追求最終地点に到達できなかった。 
ＩＰＯ１、２＝１５分 ＩＰＯ３＝２０分 

〝追求中止〟 
 

中止となった地点までの 
評価／得点が与えられる 

 
審査講評は中止地点まで！ 

くわえ上げた物品を犬が放さない。 
 
犬が野生動物を追いかけて再開不可能 

〝試験失格〟不服従のため 
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【ＩＰＯ３ 追求コースパターン】 
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IPO 3〝B〟Unterordnung 服従 
 

課題１：脚側行進（リードなし） １０点 

課題２：常歩行進中の座れ １０点 

課題３：速歩行進中の伏せと招呼 １０点 

課題４：速歩行進中の立止と招呼 １０点 

課題５：ダンベル持来（２０００ｇ） １０点 

課題６：１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題７：斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 

課題８：前進と伏せ １０点 

課題９：状況下での休止 １０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
指導手と『リードなしの犬』は、審査員のもとで基本姿勢をとり申告を行う。 
 
服従で特に注意すべきこと：『自信を取り除かれて単に表面的に演じさせられているだけで、

犬が仕事をすることの喜びを無くしてしまっていないかを観察しなければならない』 
 
全課題において犬は指導手の要求に対して集中して喜んで仕事をする。この喜んで実行す

るすべての仕事は同時に正確さも求められる。もちろん、それは評価の判断に影響する。 
 
指導手がある課題の実行を忘れた場合（部分的ではなく）、審査員はそのことを指摘して未

公開の課題実行を要求する。このことによる減点はない。 
課題実行中にその課題のある部分を行わなかった場合は評価に影響する。 
 
審査員は服従が開始されるまでに使用する用具を国際試験規定に照らし合わせて点検する。

その用具は国際試験規定に適合していなければならない。 
 
〝脚側行進〟と〝状況下での休止〟の実行中に発砲が行われる（口径６ｍｍ）。 
 
審査員の指示で課題の実行が開始される。その後の方向変換、指示なし停座、歩度の変更、

などは審査員の指示なしで実行する。 
 
命令の規則は本規定書に明記されている。命令は普通に発音される短い一単語を使用する。

どのような言語でも使用可能であるが、同じ動作を要求するための命令は常に同じでなけ

ればならない。指導手が命令を三回使用したにもかかわらず、犬が課題またはその課題の

中で必要な動作が実行できなかった場合、その課題作業は中止され評価は与えられない（例

外あり）。〝招呼〟の命令は犬の名前に置き換えてもよい。犬の名前とそれ以外に何らかの

命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
【課題開始】 
 
各課題は審査員の指示によって開始される。 
 
【基本姿勢】 
 
もう一方の指導手と犬が〝状況下の休止〟位置で基本姿勢をとるタイミングに合わせて、

出発点で脚側行進のための基本姿勢をとる。この２頭の基本姿勢から審査が開始される。 
 
各課題は基本姿勢から開始して基本姿勢で終了する。基本姿勢での指導手はスポーツマン
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らしく振る舞う。足は必要以上に広げずに自然に揃えて立つ。 
 
基本姿勢は一度だけ許されている（やり直しや動作緩慢は評価が下がる）。指導手と犬は前

方への動きを止めて基本姿勢をとる（指導手がステップバックして犬を後退させながらと

る基本姿勢は誤り）。犬は「密着して」、「真っ直ぐに」、「静かに」、「注意して」指導手の左

側で犬の肩と指導手の膝が揃うように座る。 
 
犬を短く褒める行為は、各課題での終了基本姿勢を明確に示した後、基本姿勢のままで褒

める。その後、指導手は新しい基本姿勢をとる。褒めることと次の新しい開始の間には、

明確な約３秒の〝間〟を作らなければならない。 
 
いわゆる〝助走（犬と指導手の行進）〟は基本姿勢から開始される。指導手（と犬）は助

走中の最低１０歩～最大１５歩までの間で定められた課題を実行しなければならない。 
 
指導手の正面に座った犬を移動させて基本姿勢をさせるとき、そして「座っている」、「立

っている」、「伏せている」犬の右側に立ち次の行動命令を与える前に、明確な約３秒の〝

間〟を作らなければならない。 
 
何らかの姿勢で待っている犬のもとに指導手が行き、犬の右側に立つとき、犬の正面から

直接、あるいは犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
基本姿勢と助走での誤りはその課題の評価に影響する。 
 
次の課題のために移動が必要なときも脚側行進を実行する。犬を自由にしたり、遊んだり

してはいけない。持来用のダンベルを取りに行くときも犬と一緒に行かなければならない。 
 
指導手は反転ターンを必ず左回転で実行する（Ｕの字で歩くのではなく、その場で１８０

度左回転する）。犬は左回転中の指導手の周囲を小回りでくるっと回る。あるいは指導手と

の位置関係を変えずに指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度ひねる。 
試験ではどちらかのパターンに統一されていなければならない。 
 
犬が正面停座の後、基本姿勢の位置（指導手の左側）へ移動する際、指導手の後ろを小回

りでくるっと回る、あるいは頭を軸に体を１８０度ひねってのどちらでもよい。 
 
障害の素材は堅く、高さ１００ｃｍ、幅１５０ｃｍとする。斜壁は幅１５０ｃｍ、長さ１

９１ｃｍの二枚の板が上部で連結されており、４０度に広げて設置したときに頂点が地面

から１８０ｃｍとなるように設計されている。斜壁は全体に滑り止めの加工がされていな

ければならない。両壁面の上半部分にはそれぞれ３本ずつ、２４ｍｍ×４８ｍｍの登坂補

助の角材が取り付けられている。試験では全出場犬が同じ障害・斜壁を飛越しなければな

らない。 
 
持来をともなう課題においては、木製ダンベルの使用だけが許されている。全出場者は主

催者が準備したダンベルを使用しなければならない。持来をともなう課題の実行前にダン

ベルを犬にくわえさせてはいけない。 
 
【課題の分割】 
 
２部門で構成された課題「行進中の座れ」「行進中の伏せと招呼」「行進中の立止」「行進中

の立止と招呼」これらは２分割されてそれぞれの区分が別々の評価を受ける。 
 
ａ）〝基本姿勢〟～〝助走〟～〝実行〟  ＝ ５点 

 
ｂ）〝実行後の態度〟～〝終了基本姿勢〟 ＝ ５点 

 
各課題に対する評価は〝開始基本姿勢〟から〝終了基本姿勢〟まで、犬の態度が注意深く

観察されて決定される。 
 
【追加の命令】 
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犬が３回の命令で課題を実行できなかった場合、その課題の評価は〝Ｍ／不可〟（０点）

となる（例外あり）。区分課題において犬が３回目の命令で実行した場合、その区分評価は

〝Ｍ／不可〟となる。 
 
招呼のための命令〝来い〟は犬の名前に置き換えてもよい。 
犬の名前と何らかの命令も使用した場合はダブルコマンドと見なされる。 
 
追加の命令に対する評価： 
 
追加の命令１回（合計２回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｂ／可〟となる 

 
追加の命令２回（合計３回の命令）⇒ 課題の区分評価が〝Ｍ／不可〟となる 

 
例：区分課題５点 
 

正面停座から基本姿勢に移るための命令 
で犬は座ったまま。 
第２の命令（追加の命令１回目）で犬は 
基本姿勢へと移動した。 

区分評価〝Ｂ／可〟＝－１,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｇ／８,５点となる 

前進中の犬が伏せの命令を無視して走っ 
た。第２の命令（追加の命令１回目）で 
犬は止まって座った。第３の命令（追加 
の命令２回目）で犬は直ちに伏せた。 

区分評価〝Ｍ／不可〟＝－２,５点 
 
他に失敗がなければこの課題の評価は 
Ｂ／７,５点となる 

 

IPO 3 B １．脚側行進（リードなし） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Fuß gehen／脚側行進〟 〝 
命令は歩き出すとき（出発と各停止後）と歩度を切り替えるときだけ使用できる。 
方向変換時（反転ターン、右折、左折）に命令を使用した場合は評価が下がる。 
 
ｂ）実行：（実施要領図参照） 
 
指導手とリードなしの犬は審査員の前まで行き犬を座らせて申告をする。 
その後、脚側行進で出発地点に行き基本姿勢をとる。審査員の指示でこの課題が開始され

る。正しい基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は「注意して」、「喜んで」、「真っ直ぐ

に」右肩甲部と指導手の左膝が揃う位置で歩く。 
 
２０１２年から、すべての試験における脚側行進の実施要領は下記に統一される。 
 
『常歩５０歩』→『①左反転ターン』→『常歩１０～１５歩』→『駆け足１０～１５歩』

→『ゆっくり歩く１０～１５歩』→『常歩に戻る』→『右折』→『約１５歩』→『右折』

→『約１５歩』→『②左反転ターン』→『①指導手停止』→『左折』→『グループ内行進』

→『グループ内で②指導手停止』→『出発点付近で終了基本姿勢』 
 
駆け足からゆっくり歩くへの切り替えは中間歩度を設けずに行う（それぞれ最低１０歩）。

各歩調は明確に区別された速度で行う。指導手が停止したら犬は指示なしで素早く真っ直

ぐに座る。グループは最低４人で構成されており静かに動いている。指導手と犬はグルー

プの１人に対して右回り、他の１人に対して左回りを実行し、最低１回、指導手はグルー

プ内で停止する。行進が不十分な場合、審査員はグループ内行進を繰り返すように要求す

ることができる。審査員の指示でグループから離れて脚側行進で出発点に戻りこの課題の

終了基本姿勢をとる。この終了基本姿勢を次の課題の開始基本姿勢としてもよい。 
 
反転ターンを実行するとき、指導手は必ず左回転で行う（Ｕの字を歩いて行うのではなく
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体を軸にしてその場で１８０度回れ左）。 
 
このときの犬の動作は２パターン可能： 
 
－  犬は左回転中の指導手の周囲をくるっと回る（右回りで）。 

－ 犬は指導手と同じ動作で頭を軸にして体を１８０度、左回転させる。 
 
試験中はどちらかのパターンに統一されていること。 
 
犬は常に肩甲骨と指導手の左膝が揃うポジションで歩く。前に出たり、遅れたり、離れて

歩いてはならない。最初の直進を行進中に最低１５歩の距離から５秒の間隔で２回の発砲

が行われる（口径６ｍｍ）。犬は発砲に対して無関心でなければならない。犬が銃声シャイ

の場合、試験失格となり既得の点数はすべて剥奪される。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「前に出る」、「横に離れる」、「遅れる」、「座る動作が遅いまた

は躊躇して座る」、「余分な命令」、「体を使った補助行為」、「各歩調の行進中の注意力に欠

ける」、「注意力に欠ける方向変換」、「意気消沈」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 

IPO 3 B ２．常歩行進中の座れ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Absitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。歩き出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝座れ〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに座る。

指導手はそのまま１５歩進んで立ち止まり、静かに注意して座っている犬の方に向き変え

る。審査員の指示で犬のもとに戻り犬の右側に立つ。このとき犬の正面から直接、あるい

は犬の後ろを回ってのどちらでもよい。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「座る動作が遅い」、「座っているときに落ち

着きがない、注意力に欠ける」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が座らずに伏せるまたは立っている場合は減点５点となる。 
座らなかったこと以外にも誤った態度がある場合は更なる減点対象となる。 
 

IPO 3 B ３．速歩行進中の伏せと招呼 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Herankommen／招呼〟〝in Gst gehen
／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は脚側行進で真っ直ぐ歩く。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で歩く。１０歩～１５歩の間で歩度を速歩に切り替えて１０歩～１５歩の間にお

いて、指導手は立ち止まったり、歩度を変えたり、振り向いたりせずに〝伏せ〟の命令を
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する。犬は直ちに真っ直ぐに伏せる。指導手はそのまま３０歩進んで立ち止まり、静かに

注意して伏せている犬の方に向き変える。審査員の指示で〝招呼〟の命令をする。または

犬の名前を呼ぶ。犬は喜んで、スピィーディに、一直線に指導手のもとに来て、接近して

真っ直ぐに正面停座をする。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導

手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「伏せる動作が遅い」、「伏せているときに落

ち着きがない」、「指導手のもとへ来る速度が遅い」、「指導手のもとに来る途中で失速」、

「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行

する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
〝伏せる〟ための命令に対して犬が座るまたは立っている場合は減点５点となる。 
 

IPO 3 B ４．速歩行進中の立止と招呼 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Abstellen／立つ〟〝Herankommen／招呼〟〝in Gst gehen／
基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は駆け足で脚側行進をする。助走中の犬は「注意して」、「喜

んで」そして「遅れることなく」、「集中して」、「真っ直ぐに」指導手の左膝と右肩甲部が

揃う位置で走る。走り出して１０歩～１５歩の間において、指導手は立ち止まったり、歩

度を変えたり、振り向いたりせずに〝立て〟の命令をする。犬は直ちに真っ直ぐに立ち止

まる。指導手はそのまま３０歩進んで立ち止まり、静かに注意して立っている犬の方に向

き変える。審査員の指示で〝招呼〟の命令をする。または犬の名前を呼ぶ。犬は喜んで、

スピィーディに、一直線に指導手のもとに来て、接近して真っ直ぐに正面停座をする。次

の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の

左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。 
 
ｃ）評価： 
 
「開始基本姿勢での誤り」、「助走での誤り」、「立ち止まる動作が遅い」、「立っているとき

に落ち着きがない、注意力に欠ける、動く」、「指導手のもとへ来る速度が遅い」、「指導手

のもとに来る途中で失速」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停

座から終了基本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
〝立て〟の命令に対して犬が座るまたは伏せる場合は減点５点となる。 
 

IPO 3 B ５．ダンベル持来（２０００ｇ） １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手はダンベル（２０００ｇ）を約１０ｍ前方に投げる。ダンベル

を投げる際に指導手は立ち位置を移動してはならない。ダンベルが静止したら〝持来〟の

命令をする。静かに自主的に座っていた犬はスピーディに一直線にダンベルへと走り、素

早くくわえ上げてスピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正

面停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令
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をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、

腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指

導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実

行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「持ってく

る速度が遅い」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チューイングする」、「指

導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基本姿勢に移行する

際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不可〟

となる。犬がダンベルを持来できなかった場合はこの課題は０点となる。 
 

IPO 3 B ６．１ｍ障害とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は障害から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢とり、指導手はダンベル（６

５０ｇ）を１ｍ障害の向こう側に投げる。ダンベルが静止したら〝飛越〟の命令をする。

静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟の命令で障害を飛越し（持来の命令は

犬がジャンプをしているときに与える）、スピーディに一直線にダンベルへと走り、素早く

くわえ上げて、直ちに障害を飛越し、スピーディに一直線に指導手のもとへ持来する。接

近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそして固く保持する。指導手は次の

〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らなければならない。受け取ったダ

ンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の〝基本姿勢に移る〟ための命令

で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左膝と犬の肩甲部が揃う位置で真

っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとしたジャンプ」、「力強さに欠けるジャンプ（ためら

い）」、「ダンベルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「ゆっくりとした帰路ジャ

ンプ」、「力強さに欠ける帰路ジャンプ（ためらい）」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをも

て遊ぶ」、「チューイングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正

面停座から終了基本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
犬が障害に接触した場合はその都度１点までの減点。足を掛けた場合はその都度２点まで

の減点。 
 
障害持来の点数分配： 
 

往路ジャンプ ダンベル持来 帰路ジャンプ 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路ジャンプ－持来－帰路ジャンプ）の内、最低１回のジャンプと

〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
 
往 復のジャンプと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路のジャンプをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 
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往復のジャンプに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、

あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。待機中の犬が障害の横をすり抜けて指導手を

追いかけて行った場合、この課題は中止され０点となる。待機中の犬は動いてしまったが

障害の手前で留まっている場合、続行可能であるが課題の評価が一つ下がる。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
往路ジャンプで強い接触により障害が倒れてしまった場合、この課題はやり直される（た

だし、たとえやり直しで良いジャンプを行ったとしても、往路ジャンプの評価は〝unteren 
mangelhaft／重い不可－４点〟）。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 3 B ７．斜壁とダンベル持来（６５０ｇ） １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Springen／飛越〟〝Bringen／持来〟〝Abgeben／受け渡す〟〝in Gst gehen／基本姿勢

に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬は斜壁から最低５歩手前の位置で正しい基本姿勢をとり、指導手はダンベル（６

５０ｇ）を斜壁の向こう側に投げる。静かに自主的に座っていた犬は〝飛越〟と〝持来〟

の命令で斜壁を登り（持来の命令は犬が斜壁を登っているときに与える）、スピーディに一

直線にダンベルへと走り、素早くくわえ上げて、直ちに斜壁を登り、スピーディに一直線

に指導手のもとへ持来する。接近して真っ直ぐに正面停座をして、ダンベルは静かにそし

て固く保持する。指導手は次の〝受け渡し〟の命令をかけるまで約３秒の〝間〟を作らな

ければならない。受け取ったダンベルは右手で持ち、腕を静かに体の右側で伸ばす。次の

〝基本姿勢に移る〟ための命令で犬は素早い動作で指導手の左側に移動して、指導手の左

膝と犬の肩甲部が揃う位置で真っ直ぐに座る。課題実行中のいかなるときも指導手は立ち

位置を変えてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「基本姿勢での誤り」、「ゆっくりとした登り降り」、「力強さに欠ける登り降り」、「ダンベ

ルへ向かう速度が遅い」、「くわえ上げの誤り」、「帰路でのゆっくりとした登り降り」、「帰

路での力強さに欠ける登り降り」、「ダンベルを落とす」、「ダンベルをもて遊ぶ」、「チュー

イングする」、「指導手が両足を広げて立つ」、「正面停座での誤り」、「正面停座から終了基

本姿勢に移行する際の誤り」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 
斜壁持来の点数分配： 
 

往路の登り降り ダンベル持来 帰路の登り降り 

５点 ５点 ５点 
 
この３つの区分課題（往路の登り降り－持来－帰路の登り降り）の内、最低１回の登り降

りと〝持来〟を行わなければ得点を得ることができない。 
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往 復の登り降りと持来に何の欠点もない。          ＝１５点 

往 路または復路の登り降りをしなかった。持来に欠点はない。 ＝１０点 

往復の登り降りに欠点はない。しかし、持来しなかった。   ＝ ０点 
 
ダンベルが横に強く逸れたり、犬にとって見えにくいときは指導手が審査員に申し出るか、

あるいは審査員がそのことを指摘する。その場合は減点なしで投げ直しが認められるが犬

は座ったまま待機していなければならない。 
 
指導手の補助行為はたとえ立ち位置を変えずに行われたとしても度合いに応じて評価が下

がる。終了基本姿勢以前に指導手が立ち位置を変えたらこの課題の評価は〝mangelhaft／不

可〟となる。 
 
ダンベル受け渡しの場面で、３回の命令で犬がダンベルを放さなかった場合は〝試験失格

〟となりセクションＢ〝服従〟は中止される。 
 

IPO 3 B ８．前進と伏せ １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Voraussenden／前進〟〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
正しい基本姿勢から指導手と犬は前進を実行する方向に脚側行進で真っ直ぐ歩く。１０～

１５歩の地点において、指導手は立ち止まると同時に腕を上げて〝前進〟の命令をする。

犬はまるで目標があるかのようにひたむきに速いスピードで指示された方向に最低３０歩

前進する。審査員の指示で指導手は犬に〝伏せ〟の命令を与える。それに対して犬は即座

に伏せなければならない。指導手は犬が伏せるまで腕を上げ続けていてもよい。審査員の

指示で指導手は犬のもとに行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の

命令をかける。犬は素早く座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「助走での誤り」、「指導手が犬と一緒に走る」、「前進するスピードが遅い」、「方向が横に

強く逸れる」、「前進の距離が短い」、「ためらった伏せ」、「命令前に伏せる」、「伏せている

ときに落ち着きがない」、「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」こ

れらは度合いに応じて評価が下がる。 
補助：例えば〝前進のために〟あるいは〝伏せのために〟追加の命令をかけた。このよう

な場合も評価が下がる。 
 
指導手が犬に〝伏せ〟の命令を３回かけても全く止まらない場合、この課題は０点となる。 
 

第２の命令で犬は直ちに伏せた《１回目の追加の命令》 －１,５点 

第３の命令で犬は直ちに伏せた《２回目の追加の命令》 －２,５点 

第１～第３のいずれかの命令で犬は伏せずに停止した。 
第 ３の命令を与えられても、座っている、または、立っている。 

例：第２の命令で立って止まった。第３の命令で座った。 

－３,５点 

 
その他にも何らかの失敗がある場合は更に評価は下がる。犬が伏せた地点（または停止位

置）から完全に離れた。あるいは指導手の方に戻ってきた場合、この課題は０点となる。 
 

IPO 3 B ９．状況下での休止 １０点 
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ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablegen／伏せる〟〝Aufsitzen／座る〟 
 
ｂ）実行： 
 
〝服従〟は２頭で行われる。１頭は出発点で脚側行進のための基本姿勢をとり、もう１頭

は審査員が指示した位置で指導手とともに正しい基本姿勢をとる。審査員の指示で〝伏せ

〟の命令をかけて犬を伏せさせる。リードや何らかの物品を犬の側に置くことなく指導手

は振り向かずに離れて試験会場内の最低３０歩離れて犬から見えないように立つ（一般的

にはテントの中）。ペアのもう１頭の犬が課題１～７を実行している間、犬は指導手の影響

を受けることなく静かに伏せていなければならない。審査員の指示で指導手は犬のもとに

行き、犬の右側に立つ。約３秒後の審査員の指示で〝座れ〟の命令をかける。犬は素早く

真っ直ぐに座り終了基本姿勢をとる。 
 
ｃ）評価： 
 
「指導手に落ち着きがない、こっそり犬に指示をする」、「伏せている犬に落ち着きがない」

または「指導手が犬のもとに行ったとき、命令前に犬が立つ／座る」これらは度合いに応

じて評価が下がる。 
場所を移動せずに立ち上がるまたは座った場合にはその失敗分を差し引いた評価がされる。

ペアのもう１頭の犬が課題６を実行し終えるまでに伏せていた位置から３ｍ以上移動した

場合はこの課題の評価は０点となる。ペアのもう１頭の犬が課題６を実行し終えた後で伏

せている位置から３ｍ以上移動した場合はそれまでの休止分だけが評価される。指導手が

犬のもとに行くときに犬が立ち上がって指導手の方に来た場合は最大３点までの減点。 
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IPO 3〝C〟Schutzdienst 防衛 
 

課題１：パトロール（６ヶ所） ５点 

課題２：禁足と咆哮（５＋５） １０点 

課題３：ヘルパーの逃走阻止 １０点 

課題４：禁足から防御 ２０点 

課題５：背面護送 ５点 

課題６：背面護送から奇襲 １５点 

課題７：ヘルパーの遠距離攻撃阻止 １０点 

課題８：禁足から防御 ２０点 

合計 １００点 

 
【全般規定】 
 
セクションＣ〝防衛〟に適した広さの会場（最大では公式サッカーグランド１０５ｍ×７

０ｍ）に左右３ヶ所、合計６ヶ所の〝隠れ場所〟が設置されている（防衛設営参照）。 
ＩＰＯ３では１番～６番テント（６ヶ所）を使用する。指導手、審査員そしてヘルパーが

作業実行のために必要な目印はよく見えるようにマーキングされていなければならない。 
 
訳者注『ヘルパーの〝隠れ場所〟は材質や形は限定されていませんが、世界中で一般的に

三角すいのテントが使用されているので本規定書では〝テント〟に統一しました』 
 
【防衛ヘルパー／防衛着衣】 
 
ヘルパーは防衛着衣、防衛片袖、ソフトムチ（ステッキ状）を装備する。防衛片袖は犬が

咬捕するのに適した部分が設けられ、着色されていない黄麻繊維製のカバーで覆われたも

のを使用しなければならない。ヘルパーは常に犬の動きを注視する。禁足場面において必

要であれば犬を刺激することなく静かに動いてもよい。ただし、犬が興奮するような態度

や抵抗するようなことをしてはならない。万が一のときヘルパーは防衛片袖で身の安全を

守る。 
 
試験は１人のヘルパーで行うことができる（どの試験段階でも）。ただし、一試験段階に７

頭以上の受験があるとき、あるいは地区大会以上の競技会では、必ず２名のヘルパーで行

わなければならない。各試験段階の出場犬は全犬、同じヘルパーで受験しなければならな

い（２名の場合も）。 
 
例外：ヘルパー自身も試験出場者である場合、その１回に限りヘルパーの交代が許される。

（ローカル試験のみ） 
 
【申告】 
 
ａ）指導手はリードなしの犬とともに審査員のもとで基本姿勢をとり申告をする。 
ｂ）〝パトロールの出発地点〟に移動して開始基本姿勢をとる。 
ｃ）審査員の指示により、その基本姿勢から方向を定めてパトロールを開始する。 

 
【備考】 
 
申告が規定通りに行えない。例えば犬がコントロール不能となり、その場から、あるいは

ヘルパーのいるテントへと走り出してしまったとき、指導手は犬に呼び戻しの命令を３回

かけることができる。この３回の命令で犬が指導手のもとに帰ってこないときは〝不服従

により試験失格〟となりセクションＣ〝防衛〟は中止される。 
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指導手が犬を掌握できない。犬が防衛片袖を放さない。あるいは指導手が命令以外の方法

で放させた（例えば犬を触って）。防衛片袖以外のヘルパーの体（着衣）を咬んだ。これら

の行動をした場合〝試験失格〟となる。〝ＴＳＢ〟評価は与えられない。 
 
【マーキング】 
 
国際試験規定に定められたマーキングは、指導手、審査員、ヘルパーによく見えるように

印されなければならない。≫ そのマーキングとは 
 
≫ 隠れ場所で禁足咆哮中の犬を呼び戻すときの指導手の立ち位置 
≫ ヘルパーの逃走開始地点と逃走終了地点 
≫ ヘルパーの逃走阻止における犬の待機位置 
≫ ヘルパーの遠距離攻撃阻止における指導手と犬の待機位置 

 
防衛課題（咬捕）を拒む、あるいは咬捕を放して再び咬補をしなかった場合、セクション

Ｃは中止される。〝防衛〟の評価／得点は与えられない。〝ＴＳＢ〟評価は〝ng〟となる。 
 
各咬補において、審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミング

で〝放せ〟の命令ができる。 
第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
 
≪Ablassen／放す≫ 評価一覧表 
 
第１の命令で 第２の命令で 第２の命令で 第３の命令で 第３の命令で 第３の命令で

ためらって 
放した 

直ちに 
放した 

ためらって

放した 
直ちに 
放した 

ためらって 
放した 

放さない 
あるいは命 
令以外の方 
法で放した 

程度に応じて 
減点 0,5～3 

減点３ 
程度に応じて

減点 3,5～6
減点６ 

程度に応じて 
減点 6,5～9 

試験失格 

 

IPO 3 C １．パトロール １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Revieren／パトロール〟〝Herankommen／呼び寄せ〟 〝 
「犬の名前」と「呼び寄せ」の命令を連結して使用してもよい。例：〝太郎来い〟 
 
ｂ）実行 ：（６ヶ所：出発は概ね１番と２番の中間点→１番→２番→３番→４番→５番→最終６番テント） 
 
ヘルパーは犬から見えないように６番（最終）テントの中にいる。指導手とリードなしの

犬は６ヶ所のテントをパトロールするための開始位置（概ね１番と２番テントの中間点）

で基本姿勢をとる。審査員の指示で、短い〝パトロール〟の命令と左右いずれかの腕によ

る指示で（この動作は１テントごとに繰り返すことができる）、犬は目標を定めてスピーデ

ィに１番テントへ走り、なるべく小回りで注意してテントを回る。テントの側面に犬が出

てきたら〝呼び寄せ〟の命令で呼び寄せて、犬の動きを止めることなく、新たな〝パトロ

ール〟の命令で次のテントへと向かわせる。指導手はこの一連の動作実行中、中央ライン

上を歩いて進み、横に逸れてはいけない。犬は常に指導手の前方を横切るように走らなけ

ばならない。最終テントに犬が到達したら指導手は立ち止まり、命令を与えたり指示をし

たりしてはいけない。 
 
ｃ）評価： 
 
「犬が操縦性に欠ける」、「迅速性に欠ける」、「目標が定まらない」、「テントを大回り」、
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「テントに対して注意不足」これらは度合いに応じて評価が下がる。 
 
パトロールにおける誤り： 
 
 ≫ 開始基本姿勢において「落ち着きがない」、「注意力に欠ける」。 
 ≫ 余分な命令または指示。 
 ≫ 指導手の進路が中央ラインをキープしていない。 
 ≫ 指導手が普通の速度で歩行しない。 
 ≫ 大きすぎるパトロール。 
 ≫ 指導手の命令によってではなく犬が自動的にパトロールをしている。 
 ≫ テントを回らない。テントを回る際に注意力に欠ける 
 ≫ 犬の操縦性と服従性が欠けている。 
 
最終テントに向かう場面で命令を３回使用しても犬が最終テントに到達できず、ヘルパー

を発見できなかった場合、防衛は中止される。パトロール中に指導手が犬を呼び、犬が基

本姿勢の位置（犬の姿勢は何であれ）に来てパトロールが中断した場合、防衛は中止され

る。（記録は「中止」得点なし／防衛以外の既得の点数は残る／ＴＳＢ評価は与えられない） 
 

IPO 3 C ２．禁足と咆哮 （５＋５）１０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Herankommen／呼び寄せ〝〟in Gst gehen／基本姿勢に移る〟を連結して使用する 〝 
連結命令の例：〝コイアトエ〟（コイで呼んで犬が手元に来てからアトエはダメ） 
 
ｂ）実行： 
 
犬はヘルパーに対して積極的に「集中力のある禁足」と「持続性のある咆哮」を実行しな

ければならない。ヘルパーに飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。咆哮開始から

約２０秒後、審査員の指示で指導手はテントから５歩の位置に立つ（ヘルパーに対峙する

犬の背後）。審査員の指示により連結命令で犬を呼び寄せて基本姿勢をとる。 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーはマーキ

ングされた逃走開始地点へと移動する。このとき犬は基本姿勢で静かに注意して座ってい

なければならない。 
 
ｃ）評価： 
 
犬は呼ばれるまで〝厳しい咆哮〟と〝圧力のある禁足〟を行う。それらが不足していたり

持続性に欠けたり、審査員や歩み寄ってきた指導手を気にする場合は度合いに応じて評価

が下がる。 
 
咆哮の評価：連続的な咆哮に対して５点が与えられる。弱い咆哮（圧力不足、エネルギッ

シュさに欠ける）、連続性に欠ける咆哮は２点までの減点。「吠えない」しかし犬は積極的

に集中してヘルパーを禁足していた場合、咆哮は０点となるが禁足には５点が与えられる。 
 
ヘルパーにからむ行為、例えばつついたり、飛びついたり等は２点までの減点。防衛片袖

を強く咬んだ場合は９点までの減点。犬が防衛片袖を咬んで放さない場合、指導手は５歩

の位置から〝呼び寄せ＋基本姿勢に移る〟この連結命令を１度だけ使用できる（〝放せ〟

の命令をしてはいけない）。この１回限りの命令で、防衛片袖を放して指導手のもとに来な

い場合は〝試験失格〟となり防衛は中止される。防衛片袖を放して指導手のもとに来れば

防衛は続行できるが、この課題評価は Mangelhaft／不可（－９点）となる。犬が故意にヘ

ルパーの防衛片袖以外の部分を（突くではなく）咬んだ場合〝試験失格〟となる。 
 
審査員が指導手に来るように指示する前に、犬がヘルパーを見放して中央ライン上にいる
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指導手のもとに戻ろうとした場合、もう一度ヘルパーのもとへ行くように命令できる。ヘ

ルパーのもとに留まれば〝防衛〟は続行されるが禁足と咆哮の評価は〝unteren 
Mangelhaft／重い不可（－９点）となる。もう一度ヘルパーのもとに行くように命令された

犬が行くことを嫌がったり、行ったはいいがまたヘルパーを見放した場合、〝防衛〟は中

止される。審査員の指示後、指導手が最終テントに向かって歩いているとき、あるいは５

歩の位置からの「呼び寄せ」の命令前に犬が勝手に指導手のもとに来た場合、禁足と咆哮

は〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。 
 

IPO 3 C ３．ヘルパーの逃走阻止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Fuß gehen／脚側行進〟〝Ablegen／伏せる〟 
〝Abwehren (Stell oder Voran)／防御（阻止または前進）〟〝Ablassen／放す〟 
 
ｂ）実行： 
 
審査員の指示で指導手はヘルパーにテントの外に出るように要求する。ヘルパーは普通の

歩度で逃走開始地点へ移動する。審査員の指示で指導手と犬は待機位置に移動する。この

とき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。 
指導手と犬は待機位置で〝伏せ〟の命令前に基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静

かに座る。〝伏せ〟の命令で犬は直ちに素早く伏せる。そして静かに確実にヘルパーを注

視する。指導手はテントに戻り、犬とヘルパーそして審査員が見える位置に立つ。 
 
ヘルパーの立ち位置から犬が待機する位置の距離は５歩。 
 

 
 

の
待
機
範

犬

半径３歩の４分の１の円を描く 
ヘルパーから２歩の地点を軸にして

逃走の方向 

ヘルパーの立ち位置

２歩

３歩 囲

審査員の指示でヘルパーは逃走を開始する。 
ヘルパーの走り出しと同じ瞬間に、指導手は〝阻止せよ〟または〝前へ〟を犬に命令する。

犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で効果的に逃走を阻止

する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。審査員の指示でヘル

パーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリップの持続を示してから〟放す。指導手は

審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令

を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「高い支配欲」、「素早くエネルギッシュな反応と追補」、「力強い咬捕」、

「落ち着いた咬補での効果的な逃走阻止」、「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」
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これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの逃走に対して犬は待機位置で伏せたまま。あるいは約２０歩以内に追補できな

い。または咬捕を保持できずに逃走を阻止できなかった場合〝防衛〟は中止される。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。「ヘルパーを見

放して離れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止さ

れる。 
指導手が〝逃走阻止の発進命令〟を犬に与えなかった場合、課題評価が一つ下がる。 
 

IPO 3 C ４．禁足から防御 ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟 
 
ｂ）実行： 
 
逃走阻止の咬補を放して約５秒後、審査員の指示でヘルパーは禁足中の犬に対して攻撃を

仕掛ける。犬は指導手の指示なしでエネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬はヘ

ルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。ヘルパーはムチで叩くようなそぶ

りで脅しながら攻め立てる。この場面でソフトムチによる負荷テストが２回実行される。

負荷テストは肩部とキ甲部にのみ行われる。負荷に対する犬の活力と安定性は特に注意し

て観察される。負荷に対して犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示

さなければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。 
このときヘルパーからソフトムチを取り上げない。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの負荷に耐えきれず防衛片袖を放して再び咬補をしなかった場合〝防衛〟は中止

される。監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価

が１つ下がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下が

る。「監視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手

が犬のもとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価さ

れる。審査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離

れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO 3 C ５．背面護送 ５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 

Copyright © 2011 Masuda Haruo. All Rights Reserved. 



Internationale Gebrauchshundprüfungen   96 / 103 

〝Fuß gehen／脚側行進〟（例：〝Fuß／アトエ〟〝Transport／トランスポート〟） 
 
ｂ）実行： 
 
課題４〝禁足から防御〟の終了基本姿勢から、審査員の指定した方向に約３０歩の背面護

送を行う。指導手はヘルパーに先に歩くように要求する。指導手と犬はヘルパーの５歩後

方で脚側行進をする。護送中、犬はヘルパーに対して注意して監視する。ヘルパーとの５

歩の間隔は終始維持されなければならない。 
 
ｃ）評価： 
 
度合いに応じて評価が下がる重要な判断基準： 
ヘルパーを注意して監視する。正しい脚側行進。５歩の間隔維持。 
 

IPO 3 C ６．背面護送から奇襲 １５点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
背面護送中、審査員の指示でヘルパーは止まることなく振り返って犬を奇襲する。指導手

の指示なしで犬は躊躇することなく、エネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬は

ヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。犬が防御のために発進した瞬間、

指導手は立ち止まる。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。このときヘルパーからソフトムチを取り上

げる。そしてヘルパーを審査員に引き渡すために約２０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側

行進〟または〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導

手の中間位置で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そ

のとき、ヘルパーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の

前で側面護送を停止する。犬は指示なしで座る。ソフトムチを審査員に手渡し〝第１作業

の終了〟を報告する。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手が犬の

もとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。審

査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離れる／指

導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
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IPO 3 C ７．ヘルパーの遠距離攻撃阻止 １０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Absitzen／座る〟〝Abwehren／攻撃を防御〟〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本

姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
指導手と犬はマーキングされた待機地点に移動する（１番テントと２番テントの中間地点）。

このとき犬は指導手の左側で落ち着いて離れずに歩く。待機地点に到着したら向き直り、

犬に〝座れ〟を命じて基本姿勢をとる。このとき犬は真っ直ぐに静かに座る。首輪を持っ

てもよいが犬の興奮をかき立ててはいけない。審査員の指示でソフトムチを持ったヘルパ

ーは、テントから出て駆け足で中央ラインへと向かう。中央ラインに達したヘルパーは止

まることなく方向変換して指導手と犬に標準を定めて大声を上げて激しく威嚇する。ヘル

パーが６０～５０歩の距離に近づき、審査員が指示をしたら、指導手は犬に〝攻撃防御〟

の命令をかけて発進させる。指導手は犬の発進後もその位置を移動してはならない。ヘル

パーの攻撃に対して犬は躊躇することなく高い支配欲とエネルギッシュかつ力強い咬捕で

効果的に攻撃を阻止する。犬はヘルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。 
 
ヘルパーの負荷に対して、犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示さ

なければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリッ

プの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の間

⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「エネルギッシュな防御と力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、

「ヘルパーに近い位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下が

る。 
監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価が１つ下

がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下がる。「監

視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手が犬の

もとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価される。審

査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離れる／指

導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
 

IPO 3 C ８．禁足から防御 ２０点 
 
ａ）命令：（下記の動作を実行するための命令を使用する） 
 
〝Ablassen／放す〟〝in Gst gehen／基本姿勢に移る〟〝Fuß gehen／脚側行進〟 
 
ｂ）実行： 
 
攻撃阻止の咬補を放して約５秒後、審査員の指示でヘルパーは禁足中の犬に対して攻撃を

仕掛ける。犬は指導手の指示なしでエネルギッシュかつ力強く咬捕して防御する。犬はヘ

ルパーの防衛片袖にだけ咬捕することが許されている。ヘルパーはムチで叩くようなそぶ

りで脅しながら攻め立てる。この場面でソフトムチによる負荷テストが２回実行される。
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負荷テストは肩部とキ甲部にのみ行われる。負荷に対する犬の活力と安定性は特に注意し

て観察される。負荷に対して犬は屈しない態度とエネルギッシュで安定したグリップを示

さなければならない。審査員の指示でヘルパーは停止する。犬は〝支配的で安定したグリ

ップの持続を示してから〟放す。指導手は審査員の指示なしで『ヘルパー停止⇒約３秒の

間⇒命令』のタイミングで〝放せ〟の命令を犬に与えることができる。 
 
≫ 第１の命令で放さない場合、第２、第３の命令は審査員の指示で命令する。 
≫ 第３の命令でも放さなかった場合は〝試験失格〟となる。 
≫ 命令をかけるときに、指導手は犬に影響を与えるような行動をしてはならない。 
≫ 咬捕を放した犬はヘルパーの近くで注意深く監視する。 

 
審査員の指示で指導手は歩いて犬のもとに最短コースで行き（たとえ犬が吠えずに座って

いても）〝座れ〟を命令して基本姿勢をとる。このときヘルパーからソフトムチを取り上

げる。そしてヘルパーを審査員に引き渡すために約２０歩の側面護送を行う。犬に〝脚側

行進〟または〝トランスポート〟の命令をすることが許されている。犬はヘルパーと指導

手の中間位置で行進する。護送中、犬はヘルパーを注意して監視しなければならない。そ

のとき、ヘルパーを圧迫したり、飛びついたり、咬みついたりしてはいけない。審査員の

前で側面護送を停止する。犬は指示なしで座る。ソフトムチを審査員に手渡し〝防衛〟の

終了を報告する。審査員の指示により脚側行進でヘルパーから５歩離れて基本姿勢をとる。

リードを付けて審査結果の講評位置へ移動する。ヘルパーは審査員の指示で退場する。 
 
ｃ）評価： 
 
重要な評価基準：「素早い力強い咬捕」、「放すまで落ち着いた深い咬捕」、「ヘルパーに近い

位置での注意力のある監視」これらの不足は度合いに応じて評価が下がる。 
ヘルパーの負荷に耐えきれず防衛片袖を放して再び咬補をしなかった場合〝防衛〟は中止

される。監視状態の犬が「少し注意力に欠ける／少しヘルパーにからむ」場合は課題評価

が１つ下がる。「とても注意力がない／強くヘルパーにからむ」場合は課題評価が２つ下が

る。「監視をせずにただヘルパーの側にいるだけ」の場合は課題評価が３つ下がる。指導手

が犬のもとに行く最中に犬が指導手の方に来たら〝Mangelhaft／不可〟の範囲内で評価さ

れる。審査員が指導手に犬のもとに行くための指示を与える前に「ヘルパーを見放して離

れる／指導手の命令によってヘルパーのもとに留まった」場合〝防衛〟は中止される。 
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〝追求コーナーの印跡〟 
 
曲がる方向への第一歩目はコーナーの角部分から離れずに密着して印跡する。 
 
印跡前に追求コースの下書（下見）をしてはならない（コーナーや物品の位置に目印を置

いてはいけない）。 
 
 
 

直角コーナーの印跡（左折、右折） 
 
 

 
 
 
 
 
 

鋭角コーナーの印跡（左折、右折） 
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「１.脚側行進」「２.常歩行進中の座れ」実施要領（ＩＰＯ１､２､３共通） 
 

２０１２年から、すべての試験における脚側行進の実施要領は下記に統一される。 
 

①左反転

 

群衆

ターン

駆け足 
１０～１５ 

ゆっくり 
１０～１５ 

常
歩
で
最
低
５
０
歩

①
指
導
手
停
止

出
発 

右折 右折 

左折 

約
１
５
歩

約１５歩 

１５歩 

犬の所に戻る 

２.常歩行進中の座れ 

〝座れ〟 

１０～１５ 
常歩 

②指導手停止

グループ内で

終了基本姿勢

ターン 
②左反転

１
０
～
１
５
歩

 
ＩＰＯ１はリード付きで、ＩＰＯ２と３はリードなしで審査員のもとに行き、犬を座らせ

て服従開始の申告をする。その後、（ＩＰＯ１は歩き出す前にリードを外す）脚側行進で出

発地点に行き基本姿勢をとる。審査員の指示でこの課題が開始される。「真っ直ぐで」「静

かで」「注意力のある」基本姿勢から〝脚側行進〟の命令で、犬は「注意して」、「喜んで」、

「真っ直ぐに」「遅れることなく」右肩甲部と指導手の左膝が揃う位置で歩く。 
 
『常歩５０歩』→『①左反転ターン』→『常歩１０～１５歩』→『駆け足１０～１５歩』

→『ゆっくり歩く１０～１５歩』→『常歩に戻る』→『右折』→『約１５歩』→『右折』

→『約１５歩』→『②左反転ターン』→『①指導手停止』→『左折』→『グループ内行進』

→『グループ内で②指導手停止』→『出発点付近で終了基本姿勢』 
 
駆け足からゆっくり歩くへの切り替えは中間歩度を設けずに行う（それぞれ最低１０歩）。

各歩調は明確に区別された速度で行う。指導手が停止したら犬は指示なしで素早く真っ直

ぐに座る。グループは最低４人で構成されており静かに動いている。指導手と犬はグルー

プの１人に対して右回り、他の１人に対して左回りを実行し、最低１回、指導手はグルー

プ内で停止する。審査員の指示でグループから離れて脚側行進で出発点に戻りこの課題の

終了基本姿勢をとる。この終了基本姿勢を次の課題の開始基本姿勢としてもよい。 
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〝木製ダンベル〟 
 

 
 
国際試験規定の寸法に基づいて描かれたダンベルの図面。重要なのは木製で重さが正しい

ということと、犬がくわえるバーと地面の間に４ｃｍの空間があるということ。 
 
持来課題では木製ダンベルだけが使用できる。主催者は全出場者のための木製ダンベルを

準備しなければならない。指導手が持参した木製ダンベルは試験では使用できない。 
 

 IPO1 IPO2 IPO3 
ダンベル持来 650g 1kg 2kg 
１ｍ障害とダンベル持来 650g 650g 650g 
斜壁とダンベル持来 650g 650g 650g 

 
 
 

〝１ｍ障害〟 
 

障害の高さは１００ｃｍ、幅は１５０ｃｍ（図面参照）。 
試験中に慣らし飛びをさせることはできない。 

 

 

12cm 

12cm（バーの長さ） 

重さに応じて 

100cm 

150cm

4cm 

4cm 

4cm 
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〝斜壁〟 
 

正面図 側面図 

 
 

150cm 

24x48mm

40ﾟ

180cm 180cm 

登坂補助

191cm 

130cm

斜壁は幅１５０ｃｍ、長さ１９１ｃｍの二枚の板が上部で連結されており、４０度に広げ

て設置したときに頂点が地面から１８０ｃｍとなるように設計されている。斜壁は全体に

滑り止めの加工がされていなければならない。両壁面の上半部分にはそれぞれ３本ずつ、

２４ｍｍ×４８ｍｍの登坂補助の角材が取り付けられている。試験では全出場犬が同じ障

害・斜壁を飛越しなければならない。試験中に慣らし飛びをさせることはできない。 
 
 
〝防衛設営〟 ミラー設営も可能（備考：公式サッカー場１０５ｍ×７０ｍの場合） 

 

 

70m 
↓ 

↑ 

←105m→ 

１.パトロール 

1 3 5

42 6 審査員
２.禁足と咆哮

３.ヘルパーの 
逃走阻止 

４.禁足から防御 

５.背面護送 
６.背面護送

から奇襲

側面護送

７.ヘルパーの 
遠距離攻撃阻止

8m 35m 17.5m 35m
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